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は じ め に

このたび大正大学地域構想研究所の研究紀要『地域構想』（2022 年度版）を発刊するに当

たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

大正大学地域構想研究所は、地域に関係する基礎研究を行うとともに、広範な学術的知見

を集めるべく多様な活動を展開しています。その一環として、研究所ではそれぞれの研究者

の研究内容について、定例的に発表する機会を設けています。そこには私も出席して発表を

聞くとともに、研究者のみなさんと意見を交わすことにしています。 

これまで長い間、地方自治や地域問題に携わってきた者として、研究者のみなさんが多彩

で興味深い研究に取り組んでいることに感銘を受けるとともに、自身の知的好奇心をも常

に刺激されているところです。『地域構想』は、これらの研究成果も含めて、とりわけ地域

の活性化や地方創生に関係する論文などを重点的に集めて世に問うものです。 

今、地域はさまざまな課題を抱えています。例えば、人口減少はとどまるところを知らず、

このままでは地域の持続可能性すら危うくなります。それを避けるには、地道な人口増加策

が求められますし、地域としての生産性を高くすることも大切です。 

また、自治体の財政状況は年々悪化することはあっても好転する兆しは一向に見えませ

ん。そんな中にあっても、次の時代を支える人づくりにはことのほか力を入れなければなら

ないし、高齢化に伴う福祉需要の急速な増大にも的確に対応する必要があります。 

それに加えて、地球規模の課題である脱炭素・地球環境問題にも地域として取り組まなけ

ればなりませんし、わが国全体の課題である DX（デジタル・トランスフォーメーション）

も地域として着実に進めなければなりません。 

地域や自治体がこうした困難な課題に対処する際、ともすれば国が示す指針やモデルに

頼りがちになる傾向が見られます。ただ、私の経験に照らせば、国の指針やモデルは有益な

ことももちろん多いのですが、往々にして全国一律であるため、どうしても「帯に短し襷に

長し」だったり、隔靴掻痒の感を免れなかったりします。 

 一方、『地域構想』に掲載された研究成果は、地域に根ざしたものが中心になっています。

それは、当研究所だけでなく大正大学自体が、地域を重視し、地域との連携を図ってきたこ

とと深く関係しているはずです。 

この『地域構想』が地域や自治体のみなさんにとって参考にして頂けることを大いに期待

するとともに、本号だけでなく 2017 年度以降の各年度に発刊した旧号にも併せて目を通し

て頂くようお勧めする次第です。 

地域構想研究所所長 片山善博 
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社会的活動に対するコロナ禍の影響 

―危機下における地縁的な活動やボランティア活動― 

塚崎 裕子

大正大学 地域構想研究所 教授

(要旨) 本稿では、地縁的な活動やボランティア等、社会的活動への参加者を対象とし

たアンケート調査の結果に基づき、社会的活動に対するコロナ禍の影響をみた。コロ

ナ禍の影響を大きく受け、行われなくなった活動も多かった一方で、様々な措置を複

数講じて、何とか継続している活動も少なくないことが分かった。地縁的な活動の方

がボランティア等より活動再開の見込みが立っていない割合は多かった。地縁的な活

動では、地域を問わず、活動参加者の活動への思いや地域課題を解決したいという問

題意識が活動再開の原動力となっていることも明らかになった。危機下での社会的活

動の状況、社会的活動の継続力や活動の回復力の拠って立つところを把握することは、

コロナ禍のような危機に再び立ち向かわなければならなくなった際の備えとなり、ひ

いては社会の分断や人々の孤立を防ぐことに役立つと考える。 

キーワード： 社会的活動、地縁的な活動、ボランティア、ソーシャル・キャピタル、コロナ禍 

１．はじめに 

コロナ禍は、私たちの様々な活動に甚大な影響

を与えた。自治会やボランティア等の地域社会を

支える社会的活動 1の多くもその影響を免れず、

停滞を余儀なくされた。社会的活動の停滞は、人

のつながりを分断し、コミュニティの機能不全や

地域に住む人々の社会的孤立を招いた。コロナ禍

によって、社会的活動が果たしている役割の重要

性が改めて認識された。 

本稿では、社会的な活動に携わっている人を対

象としたアンケート調査の結果に基づき、コロナ

禍によって社会的活動が受けた影響、コロナ禍の

影響を受けても活動を継続できたケースやいった

ん活動を停止しても再開できる見込みが立ったケ

ースの背景等について分析する。加えて、生活の

1 ここでの社会的活動の定義は「グループや団体、複数の人

で行っている社会や家族を支える活動のこと。活動内容が社

満足度や居住希望と社会的な活動との間にはどの

ような関係があるのかについて考察を行う。 

危機に直面した際の社会的活動の状況、危機下

における社会的活動の継続力や活動の回復力の拠

って立つところを把握することは、コロナ禍のよ

うな危機に再び立ち向かわなければならなくなっ

た際の備えとなり、ひいては社会の分断や人々の

孤立を防ぐことにつながると考える。 

本稿の構成は次のとおりである。２ではこれま

での調査研究について概観する。３では分析の基

礎とした調査について説明する。４では社会的活

動に参加したきっかけ、５ではコロナ禍の下にお

ける活動の状況、６では生活満足度や居住希望と

社会的活動との関係について述べる。７では全体

のまとめ・考察と今後の課題について言及する。 

会や家族を支える活動であっても、単なるご近所づきあいに

よるものは含まない。」とする。 
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２．先行研究 

 

社会的活動については、ソーシャル・キャピタ

ルの構成要素の一つであるという観点からの研究

が多く行われている。即ち、Putnam(1993)のソー

シャル・キャピタルの定義である「協調的行動を

容易にすることにより社会の効率を改善しうる、

信頼・規範・ネットワークなどの社会的しくみの

特徴」のうち、規範に関わる要素として社会的活

動を位置付け、調査分析を行っている研究がある

(内閣府国民生活局(2003)、内閣府経済社会総合研

究所(2005)、日本総合研究所(2008)、地域活動の

メカニズムと活性化に関する研究会(2016)等)。こ

れらの研究において、社会的活動への参加とソー

シャル・キャピタルとの間に、互いに互いを高め

ていくようなポジティブ・フィードバックの関係

があると指摘されている。 

日本総合研究所(2008)、地域活動のメカニズム

と活性化に関する研究会(2016)は、ソーシャル・

キャピタルを Putnam(1993)が提唱した結合型と

橋渡し型に分け 2、地縁的な活動への参加は結合

型の一要素、ボランティア等への参加は橋渡し型

の一要素として分析を行っている。分析の結果、

地域活動のメカニズムと活性化に関する研究会

(2016)は、女性・高齢者が相対的に高いソーシャ

ル・キャピタルを有することを見出している。ま

た、日本総合研究所(2008)は、地縁的な活動への

参加とボランティア・NPO・市民活動への参加は関

係があり、結合型と橋渡し型が、互いに相反する

ものではない可能性が高いことや、地縁的な活動

への参加と完全失業率との間に負の相関、ボラン

ティア等への参加と仕事時間との間に負の相関が

認められることを指摘する。 

地域活動のメカニズムと活性化に関する研究会

(2016)は、ソーシャル・キャピタルと生活の満足

度について、概ねソーシャル・キャピタルが高い

人ほど満足度も高い傾向にあると指摘する。また、

松島・伊角(2019)は、ボランティア経験がある人

2 日本総合研究所(2008)は、結合型は、組織の内部における

人と人との同質的な結びつきで、組織内部での信頼や協力、

結束力を生むソーシャル・キャピタルであり、橋渡し型は、異

ほど、幸福度が高いという関係性が認められると

指摘する。 

コロナ禍の下における社会的活動について、総

務省地域力創造グループ地域振興室(2021)による

と、地域運営組織が実施している活動のうち、コ

ロナ禍の影響により実施できていない活動として、

「地域イベント運営」(53.7%)、「防災訓練・研修」

(23.4%)、「高齢者交流」(22.2%)が挙げられている。

吉田(2021)は、北東北３県の市町村社会福祉協議

会へのアンケート調査の結果を踏まえ、「新しい生

活様式」に配慮した「共助」の仕組みの再構築が

地域福祉活動に求められると示唆している。学術

講演会報告(2021)は、豊中市社会福祉協議会の事

例として、往復はがきの活用、お困りごとのアン

ケートの実施、豊中社協 YouTube チャンネル・豊

中社協 TV の開局及び動画配信、屋外での子ども

食堂の実施等、新しい助け合いや社会参加の形を

模索した、様々な取り組みが行われていることを

紹介している。新田(2022)は、生活困窮者支援は

ライフラインと受け止め、一切自粛せず最小限の

NPO スタッフのみで使命感を持って活動した仙台

夜まわりグループでの経験を踏まえ、非常事態下

での社会的インフラの脆弱性を指摘する。畠山・

大島(2021)は、地域見守り活動の取り組みを整理

することで新しい生活様式の下で展開される地域

における包括的支援体制構築の課題を提示してい

る。 

このように社会的活動については、ソーシャ

ル・キャピタルとの関係、生活満足度との関係、

コロナ禍の下での個別事例の活動実態等について、

研究が行われている。しかし、コロナ禍の下での

社会的活動の全般的な状況について分析を行った

研究は管見の限り見当たらない。 

そこで、本稿では、社会的活動への参加者を対

象として実施した調査の結果を踏まえて、コロナ

禍によって社会的な活動が受けた影響、コロナ禍

の影響を受けても活動を継続できた背景、いった

ん活動を停止しても活動が再開できる見込みが立

なる組織間における異質な人や組織、価値観を結びつける

ネットワークであるソーシャル・キャピタルと定義している。 
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った背景、生活の満足度や居住希望と社会的な活

動との間の関係等について分析・考察を行う。 

 
３．分析の基礎とした調査の概要 

 

本稿が分析の基礎とした調査は、大正大学地域

構想研究所(2022)の「コロナ禍の下における社会

的活動の状況についてのアンケート調査」である。

本調査は、コロナ禍が社会的活動に及ぼした影響

について把握することを目的として、コロナ禍前

に地縁的な活動、ボランティア等3のいずれか、或

いは両方に参加していた(現在も継続している場

合も含む)、全国に住んでいる20代以上を対象に、

2021年12月にインターネット調査を行ったもので

ある。864人から有効回答を得た。回答者のうち、

地縁的な活動とボランティア等の両方の活動に参

加していた人は180人(20.8%)、地縁的な活動のみ

参加していた人は475人(55.0%)、ボランティア等

のみ参加していた人は209人(24.2%)であった。調

査の対象者の条件とはしていないが、上記の２つ

の活動との比較のため、スポーツ・趣味等4につい

ても質問を行っている。全体と活動別に分けて、

回答者の年齢、性別、仕事・学業等、居住地が政

令指定都市・東京23区であるか否か、居住地の高

齢化率を表－１に掲げる。 
 

表－１ 基本統計量 

  

   

全体(N=864) 
地縁的な活動

(N=655) 

ボランティア

等(N=389) 

スポーツ・趣

味等(N=375) 

平均

値 

標準

偏差 

平均

値 

標準

偏差 

平均

値 

標準

偏差 

平均

値 

標準

偏差 

年齢(歳) 46.6 15.8 47.8 15.4 42.9 15.8 46.6 15.9 

男性 0.498 0.500 0.518 0.500 0.532 0.499 0.498 0.541 

仕

事

・

学

業

等 

正規雇用 0.414 0.493 0.423 0.494 0.465 0.499 0.477 0.499 

非正規雇用 0.157 0.364 0.156 0.363 0.131 0.338 0.117 0.322 

自営業 0.082 0.275 0.090 0.286 0.082 0.275 0.101 0.302 

その他就業 0.053 0.225 0.047 0.212 0.059 0.236 0.053 0.225 

学生 0.035 0.183 0.021 0.145 0.062 0.241 0.043 0.202 

学生ではな

く就業して

いない 

0.258 0.438 0.263 0.440 0.201 0.400 0.208 0.406 

政令都市・23区 0.343 0.475 0.327 0.469 0.378 0.485 0.360 0.480 

高齢化率(%) 27.4 5.1 27.8 5.3 26.9 5.0 27.3 5.0 

(資料出所)大正大学地域構想研究所「コロナ禍の下における社会的活動の状況についての

アンケート調査」(2022)(以下同じ) 

(注)年齢及び高齢化率以外の変数はダミー変数化した。以下の表で同じ。 

 

 

４．活動に参加したきっかけ 

3 調査票において、「地縁的な活動」は、「自治会、町内会など

の地縁的な活動(自治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、

子供会、消防団など)」、「ボランティア等」は「ボランティア・

NPO・市民活動(まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、ス

ポーツ指導、美化、防犯・防災、環境、国際協力活動など)」と

定義している。 

 

地縁的な活動に参加したきっかけとして、最も

当てはまるものを１つだけ選択してもらった(表

－２)。地縁的な活動では「家族が参加していた、

あるいは家族にかかわる活動だから」(32.7%)と

「みんなが参加しているから」(17.3%)が１位、２

位を占め、ボランティア等及びスポーツ・趣味等

では「友人・知人に誘われて」(21.6%、25.9%)と

「家族が参加していた、あるいは家族にかかわる

活動だから」(21.1%、22.4%)が 1 位、2 位となっ

ている。 

スポーツ・趣味等において「地域にある課題の

解決に貢献したかったから」活動に参加した人が

13.1%いた。スポーツ・趣味を通じて社会的活動を

行っている人も少なくないことがわかった。 
 
表－２ 活動に参加したきっかけ          (%) 

 地縁的な活

動(655) 

ボランティ

ア等(389) 

スポーツ・趣

味等(375) 

家族が参加していた、あるいは家

族にかかわる活動だから 
32.7 21.1 22.4 

子育てが一段落して、あるいは定

年で時間ができたから 
5.2 9.5 9.9 

友人・知人に誘われて 9.2 21.6 25.9 

地域にある課題の解決に貢献した

かったから 
16.3 19.3 13.1 

みんなが参加しているから 17.3 4.6 5.6 

人手が足りなくて仕方なく 10.2 6.2 4.3 

なんとなく 4.1 12.3 13.1 

その他 5.0 5.4 5.9 

 

 

５．コロナ禍の下における活動の状況 

 

（１） 活動へのコロナ禍の影響 

コロナ禍によって、参加していた社会的活動は

影響を受けたかと尋ねたところ(表－３)、「大きく

影響を受け、ほとんど活動が行われなくなった」

と回答した割合は、地縁的な活動では57.9%、ボラ

ンティア等では48.3%、スポーツ・趣味等では42.9%

となった。対面性が重要な要素となっている5地縁

的な活動が最も深刻な影響を受けたことが明らか

になった。 
 

 

 

 

 

4 調査票において、「スポーツ・趣味等」は「スポーツ・趣味・娯

楽活動(各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習など)」と定義

している。 
5 中田等(2009)は、「人間関係の中でなお極めて重要な、生

身の人間が顔突き合わせるフェイス・ツー・フェイスの関係を

作り出す場となっている」という地縁組織の性格を指摘する。 
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表－３ 活動へのコロナ禍の影響          (%) 
 地縁的な活動

(655) 

ボランティア

等(389) 

スポーツ・趣

味等(375) 

大きく影響を受け、ほとんど活

動が行われなくなった 
57.9 48.3 42.9 

影響を受けたが、何とか活動が

継続された 
33.4 37.0 43.7 

ほとんど影響を受けなかった 8.2 13.9 13.1 

その他 0.5 0.8 0.3 

 

「影響を受けたが、何とか活動が継続された」

と回答した人に、活動を継続する際に講じた措置

を複数回答で尋ねたところ(表－４)、地縁的な活

動では、「飲食や懇親会だけやめて活動を継続」

(46.1%)が最多で、続いて「イベントなどの規模を

縮小して活動を継続」(42.9%)が多かった。ボラン

ティア等では、「イベントなどの規模を縮小して活

動を継続」(43.8%)が最多で、次いで「十分な感染

防止対策を施して活動を継続」(40.3%)が続いた。

スポーツ・趣味等では、「十分な感染防止対策を施

して活動を継続」(63.4%)が最も多かった。各活動

の特性に応じ様々な措置を複数講じて、活動継続

に至っていることが分かった。 

 

 

表－４ 活動の継続のために講じた措置(複数回答)   (%) 
 地縁的な活

動(219) 

ボランティ

ア等(144) 

スポーツ・趣

味等(164) 

オンラインを活用して活動を継続 17.4 23.6 15.2 

飲食や懇親会だけやめて活動を継続 46.1 34.0 26.2 

イベントなどの規模を縮小して活動

を継続 
42.9 43.8 － 

中心となっているメンバーのみ活動

を継続 
25.6 25.0 － 

十分な感染防止対策を施して活動を

継続 
38.4 40.3 63.4 

活動の回数を減らし活動を継続 42.5 34.0 47.6 

一定期間、活動を休止した上で活動

を継続 
21.0 29.2 29.9 

その他 0.5 0.0 0.6 

 

「影響を受けたが、何とか活動が継続された」

と「大きく影響を受け、ほとんど活動が行われな

くなった」と対応が分かれた要因を探るため、「ほ

とんど影響を受けなかった」と「その他」を除き、

「影響を受けたが、何とか活動が継続された」を

被説明変数として二項ロジスティック回帰分析を

行った。説明変数は、性別、年齢、活動数、活動

に参加したきっかけのうち「地域にある課題の解

決に貢献したかったから」や「友人・知人に誘わ

れて」を選んだか否かを用いた。ここでの活動数

は、地縁的な活動、ボランティア等、スポーツ・

趣味等、仕事・学業のうち、従事している或いは

従事していた活動の数とした。ボランティア等に

ついてのみ、地域外での活動について尋ねており、

地域外でも活動しているか否かを説明変数に加え

た。また、社会的活動の状況が地域の特性により

異なるという実態 6を踏まえ、回答者の居住地が

都市部か否か、高齢化が進んだ地域か否かといっ

た地域特性が関係しているかをみるため、政令指

定都市・東京 23 区、高齢化率を説明変数に加え

た。(表－５) 

分析の結果、地縁的な活動では、女性ほど、ま

た、高齢であるほど、活動が継続された傾向があ

った。ボランティア等では、活動数が少ない人ほ

ど、友人・知人に誘われたことが活動参加のきっ

かけでない人ほど、継続された傾向が認められた。

スポーツ・趣味等では、女性ほど、活動数が少な

い人ほど、活動が継続された傾向があった。

 

表－５ 影響を受けたが、何とか活動が継続 (二項ロジスティック回帰分析) 

  
地縁的な活動 ボランティア等 スポーツ・趣味等  

B Exp(B)   B Exp(B)   B Exp(B)   

定数 -0.932 0.394   -0.216 0.805   2.601 13.475 * 

男性 -0.595 0.551 ** -0.152 0.859   -0.668 0.5128 ** 

年齢 0.012 1.012 ∔ 0.008 1.008   -0.007 0.9931   

活動数(仕事・学業含) 0.1125 1.119   -0.263 0.769 * -0.496 0.6088 * 

活動に参加し

たきっかけ 
地域課題解決貢献 0.1958 1.216   0.233 1.262   0.484 1.6219   

友人・知人に誘われて 0.3638 1.439   -0.543 0.581 ∔ 0.344 1.4102   

地域外でも活動  ―  ―   0.143 1.154    ―  ―   

政令指定都市・23区  0.15 1.162   0.296 1.345   -0.073 0.93   

高齢化率 1.087 2.965   1.908 6.743   0.511 1.667   

Nagelkerke  0.123   0.048   0.059   

－2 対数尤度 437.028   442.425   435.844   

χ2 24.257 ** 16.021 ** 15.998 ** 

N 598   332   325   

(注)+:P<0.1、*：P<0.05, **：P<0.01。以下の表で同じ。 

 

6例えば、地域活動のメカニズムと活性化に関する研究会

(2016)は、社会参加指数(地縁的な活動とボランティア等の参

加率を足して 2で割った数値)は、都市に比べ農村地域ほど

高く、人口増加率が高い地域ほど低く、人口減少率が高い地

域ほど高い傾向を認めている。 
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参加していた社会的活動が「大きく影響を受け、

ほとんど活動は行われなくなった」と回答した人

に、ほとんど活動が行われなくなったことが生活

の満足度に与えた影響について尋ねたところ(表

－６)、「生活の満足度を下げた」割合は、地縁的

な活動は 29.6%、ボランティア等は 47.3%、スポー

ツ・趣味等は 60.9%であった。地縁的な活動にお

いては、「生活の満足度を上げた」割合が 7.4%あ

った。地縁的な活動への参加者の一部にとって、

活動が負担感の大きなものになっている可能性が

ある。 
 

表－６ 生活の満足度に与えた影響           (%) 
 地縁的な活動

(379) 

ボランティア

等(188) 

スポーツ・趣

味等(161) 

生活の満足度を下げた 29.6 47.3 60.9 

生活の満足度に影響を与えなか

った 
63.1 49.5 37.9 

生活の満足度を上げた 7.4 3.2 1.2 

 

生活の満足度を上げたという回答が一定程度あ

った地縁的な活動についてのみ、生活の満足度に

与えた影響が分かれた要因を探るため、「生活の満

足度に影響を与えなかった」を参照グループに多

項ロジスティック回帰分析を行った。説明変数は

表－５と同じにした（表－７）。 

 分析の結果、若い人ほど、また、地域課題解決

に貢献したかったので活動に参加した人ほど、地

縁的な活動がほとんど行われなくなったことで生

活の満足度を下げた傾向が認められた。 
 

表－７ 地縁的な活動が行われなくなったことの生活満

足度への影響(多項ロジスティック回帰分析：参照グループは

「生活の満足度に影響を与えなかった」) 
  

満足度を下げた 満足度を上げた 

B Exp(B)  B Exp(B) 

定数 0.164 1.178   -2.955 0.052 

男性 -0.382 0.683   0.421 1.523 

年齢 -0.027 0.974 ** -0.016 0.984 

活動数(仕事・学業含) 0.180 1.198   -0.095 0.9096 

活動に参

加したき

っかけ 

地域課題解決

貢献 
1.059 2.882 ** -0.350 0.704 

友人・知人に

誘われて 
0.070 1.073   -0.073 0.930 

政令指定都市・23区 0.167 1.181   -0.641 0.527 

高齢化率 0.715 2.044   4.514 91.326 

Nagelkerke  0.124 

－2 対数尤度 591.48 

χ2 39.864 

N 375 

  

(２) 今後の活動の見込み 

参加していた社会的活動が「大きく影響を受け、

ほとんど活動は行われなくなった」と回答した人

に、今後の活動の見込みを尋ねたところ(表－８)、

「活動再開の予定は立っていない」割合は、地縁

的な活動は 31.9%、ボランティア等は 20.7%、スポ

ーツ・趣味等は 20.5%であった。「元の活動に戻る

予定」、「活動の方式を変えて活動する予定」及び

「元の活動の一部のみ行う予定」を足し合わせた、

「今後活動を再開する見込み」である割合は、地

縁的な活動は 67.0%、ボランティア等は 71.8%、ス

ポーツ・趣味等は 74.0%であった。活動再開の予

定が立たない割合においても地縁的な活動が最も

深刻であることがわかった。 
 

表－８ 今後の活動の見込み           (%) 
 地縁的な

活動(379) 

ボランティア

等(188) 

スポーツ・趣

味等(161) 

元の活動に戻る予定 22.4 25.0 34.8 

活動の方式を変えて活動する予定 21.4 26.6 25.5 

元の活動の一部のみ行う予定 23.2 20.2 13.7 

活動再開の予定は立っていない 31.9 20.7 20.5 

活動をやめた ― 6.9 5.6 

その他 1.1 0.5 0.0 

 

「今後活動を再開する見込み」と「活動再開の

予定は立っていない」に分かれた要因を分析する

ため、「活動をやめた」、「その他」を除き、「今後

活動を再開する見込み」を被説明変数として、二

項ロジスティック回帰分析を行った。説明変数は、

表－５で用いた説明変数に加え、ほとんど活動が

行われなくなった際、生活の満足度が下がったか

否かを加えた。(表－９) 
分析の結果、地縁的な活動とボランティア等で

は、若い人ほど活動が再開する見込みである傾向

があった。地縁的な活動では、活動が行われなく

なったので生活の満足度が下がった人ほど、地域

課題の解決に貢献したいと思って活動に参加した

人ほど、活動を再開する見込みである傾向も認め

られた。政令指定都市・東京 23区、高齢化率とい

った地域の特性は、活動再開の見込みに影響を与

えていないことに鑑みると、地縁的な活動では、

地域を問わず、活動に携わっている人の活動への

思いや地域課題を解決したいという問題意識が活

動再開の原動力となっていることが明らかになっ

た。スポーツ・趣味等では、活動が行われなくな

ったので生活の満足度が下がった人ほど、多くの

活動に関わっている人ほど、活動が再開する見込

みである傾向が認められた。 
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表－９ 今後活動再開する見込み (二項ロジスティック回帰分析) 
  

地縁的な活動 ボランティア等 スポーツ・趣味等  

B Exp(B)   B Exp(B)   B Exp(B)   

定数 3.0286 20.668 ** 2.536 12.627   0.054 1.056   

男性 -0.459 0.632   -0.405 0.667   0.091 1.095   

年齢 -0.027 0.973 ** -0.021 0.979 ∔ -0.023 0.977   

活動数(仕事・学業含) -0.002 0.998   0.327 1.387   0.693 1.999 ∔ 

ほとんど活動が行われなくなったので生活の

満足度が下がった 
0.55 1.734 * 0.443 1.557   1.210 3.353 ** 

活動に参加し

たきっかけ 

地域課題解決貢献 0.8655 2.376 * 0.189 1.208   ― ―   

友人・知人に誘われて 0.3155 1.371   -0.042 0.959   0.462 1.588   

地域外でも活動 ―  ―   -0.429 0.651    ―  ―   

政令指定都市・23区  0.066 1.068   -0.21 0.811   -0.308 0.735   

高齢化率 -2.018 0.133   -2.865 0.057   -2.117 0.120   

Nagelkerke  0.115   0.108   0.179   

－2 対数尤度 439.582   172.430   140.245   

χ2 40.364 ** 17.626 ** 23.854 ** 

N 375   174   152   

（注）スポーツ・趣味等では「地域課題解決貢献」がモデルに適さなかったため説明変数から除いた。 
 

 

６．生活の満足度・居住希望と社会的活動 

 

(１) 生活の満足度と社会的活動 

回答者全員に対し、現在のご自身の生活に満足

しているかと質問したところ、回答の分布は、「満

足している」が最も多く(48.0%)、「やや不満足で

ある」(23.5%)、「非常に満足している」(10.4%)、

「不満足である」(10.4%)、「どちらともいえない」

(7.6%)が続いた。 

生活の満足度の高低の要因を分析するため、「非

常に満足している」を５、「満足している」を４、

「どちらともいえない」を３、「やや不満足である」

を２、「不満足である」を１として、順序ロジステ

ィック回帰分析を行った。説明変数は、これまで

と同様の性別、年齢、政令指定都市・東京 23 区、

高齢化率に加え、活動参加の有無、活動に参加し

たきっかけのうちいずれかの活動で「地域にある

課題の解決に貢献したかったから」、「友人・知人

に誘われて」を選んだか否かとした。活動参加の

有無に係る説明変数については、「地縁的な活動及

びボランティア等の両方の活動」、「地縁的活動の

み」、「ボランティア等のみ」の３グループに分け、

「ボランティア等のみ」を参照グループとした。

これらとは別に「スポーツ・趣味等」も説明変数

に含めた(表 10)。 
分析の結果、地縁的な活動及びボランティア等

の両方に携わっている人ほど、生活の満足度が高

い傾向があった。両方の活動に携わっている人は

ソーシャル・キャピタルの豊かな人と考えられる

ので、地域活動のメカニズムと活性化に関する研

究会(2016)と整合的な結果といえる。若い人ほど、

友人・知人に誘われて活動に参加した人ほど、生

活の満足度が高い傾向も認められた。 
 

表－10 現在の生活に満足しているか 
(順序ロジスティック回帰分析) 

   B Exp(B)   

定数 

  

  

  

生活満足度=1(不満足である) -3.968 0.019 ** 

生活満足度=2(やや不満足である) -2.466 0.085 ** 

生活満足度=3(どちらともいえない) -2.134 0.118 ** 

生活満足度=4(満足している) 0.418 1.520   

男性 -0.053 0.949   

年齢 -0.007 0.993 ∔  

地縁的な活動及びボランティア等の両方の活動 0.505 1.657 ** 

地縁的な活動のみ 0.137 1.147 
 

スポーツ・趣味等 0.162 1.176   

活動に参加し

たきっかけ  

地域課題解決貢献 0.185 1.203   

友人・知人に誘われて 0.295 1.344 ∔ 

政令指定都市・23区 -0.178 0.837   

高齢化率 -2.335 0.097   

Nagelkerke  0.031   

－2 対数尤度 2323.347   

χ2 25.666 ** 

N 864   

(注１)生活満足度＝５は非常に満足している。 

(注２)「地縁的な活動及びボランティア等の両方の活動」と「地縁的な活動のみ」の参照

グループは「ボランティア等のみ」。次表で同じ。 

 

 

(２) 居住希望と社会的活動 

回答者全員に対し、今後も現在お住まいの地域

に住み続けたいかと質問したところ、「住み続けた

い」(66.8%)、「どちらでもいい」(25.1%)、「地域

外に引っ越したい」(8.1%)との結果となった。 

回答が分かれた要因を探るため、「住み続けたい」

を参照グループ、表－10と同じ説明変数で、多項

ロジスティック回帰分析を行った(表－11)。 

分析の結果、地縁的な活動とボランティア等の

両方に参加している人ほど、また、地縁的な活動

のみに参加している人ほど、ボランティア等のみ

に参加している人よりも「引っ越したい」や「ど

ちらでもいい」より「住み続けたい」を選ぶ傾向

が認められた 。地縁的な活動への参加が生活の満

足度や住み心地の良さにつながる一方、参加して
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いない人に居づらさをもたらしている状況がある

と考えられる。高齢であるほど、「引っ越したい」

や「どちらでもいい」より「住み続けたい」とす

る傾向も確認できた。友人や知人に誘われたこと

が活動参加のきっかけである人ほど、女性である

ほど、高齢化率が低い地域に居住している人ほど、

「引越ししたい」より「住み続けたい」とする傾

向も認められた。また、地域課題解決に貢献した

いので活動に参加した人ほど、「どちらでもいい」

より「住み続けたい」とする傾向も認められた。 
 

表－11 今後も現在の居住地域に住み続けたいか 
(多項ロジスティック回帰分析：参照グループは「住み続けたい」) 

  
地域外に引っ越ししたい どちらでもいい 

B Exp(B)   B Exp(B)   

定数 -2.986 0.051 ** -0.176 0.839   

男性 0.455 1.577  ∔ 0.255 1.291 
 

年齢 -0.024 0.977 ** -0.022 0.978 ** 

地縁的な活動及びボラン

ティア等の両方の活動 
-1.038 0.354 ** -0.685 0.504 ** 

地縁的な活動のみ -1.277 0.279 ** -0.650 0.522 ** 

スポーツ・趣味等 0.215 1.240   0.042 1.043   

活動に参

加したき

っかけ 

地域課題解決貢

献 
-0.103 0.902   -0.427 0.653 ∔ 

友人・知人に誘

われて 
-0.912 0.402 * -0.156 0.856   

政令指定都市・23区 0.003 1.003   -0.291 0.747   

高齢化率 7.871 2619.850 ** 1.869 6.483   

Nagelkerke  0.101 

－2 対数尤度 1343.920 

χ2     73.463** 

N 864 

 

 

７．まとめ・考察と今後の課題 

 

(１) コロナ危機における社会的活動 

本稿では、社会的活動への参加者を対象とした

アンケート調査の結果に基づき、社会的活動に対

するコロナ禍の影響をみた。影響を大きく受け、

ほとんど活動が行われなくなった割合は、地縁的

な活動は約６割、ボランティア等では約半数、何

とか活動を継続した割合は、地縁的な活動は約３

分の１、ボランティア等は約４割であった。 

活動を継続するために講じられた措置としては、

オンライン活用は比較的少なく、飲食や懇親会の

取りやめ、イベントの規模縮小、活動回数の削減、

感染防止対策が多かった。各活動の特性に応じ

様々な措置を複数講じて、活動継続に至っている

ケースが少なくないことが分かった。 

7 社会生活基本調査(2021)によると、ボランティア活動(地縁

的活動も含まれる)のうち、自治会、町内会等の「まちづくりの

ための活動」の割合が男女とも最多で、男性のボランティア

地縁的な活動では、女性であるほど、高齢であ

るほど、活動が継続された傾向がみられた一方、

ボランティア等では活動数が少ない人ほど、活動

が継続された傾向が認められた。多くの地縁的な

活動では、女性や高齢男性が活動の中心になって

いると推測できること 7から、活動の中心的担い

手として女性や高齢者が、何とか活動を継続しよ

うとコロナ禍の影響を受けた初期段階において懸

命に努力したことがうかがわれる。ボランティア

等では、他の活動に携わっておらず、当該活動に

注力しやすい人が中心となって活動が継続された

と考えられる。 

地縁的な活動がほとんど行われなくなった際、

若い人ほど、また、地域課題解決に貢献したかっ

たので活動に参加した人ほど、生活の満足度を下

げた傾向が認められた一方で、生活の満足度を上

げた人が 7.4%みられた。地縁的活動参加者の一部

にとって、活動が負担感の大きなものになってい

る可能性がある。 

ほとんど行われなくなった活動のうち再開する

見込みが立った割合は、地縁的な活動は約３分の

２、ボランティア等は約７割、再開の予定が立っ

ていない割合は、地縁的な活動は約３割、ボラン

ティア等は約２割であった。再開の見込みが立っ

ていない割合においても、対面性が重要な要素と

なっている地縁的な活動はより深刻な状況にある

ことがわかった。 

地縁的な活動においてもボランティア等におい

ても、若い人ほど活動再開の見込みがある傾向が

認められた。コロナ禍という危機の性格上、若者

の方がオンラインの活用に長けていることが関係

している可能性がある。一部の地域において行わ

れているような、市民活動を担っている高齢者等

を対象にしたオンライン活用のための講座の開催

等の支援が行政に求められる。 

また、地縁的な活動においては、地域課題の解

決に貢献したいという意欲を持って活動に参加し

た人ほど、活動が行われなくなったので生活の満

足度が下がった人ほど、活動を再開する見込みで

活動の割合は 65歳以降の年代で高く、女性は年代による差

は小さいことから推測できる。 
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ある傾向が認められた。都市部であるか、高齢化

が進んだ地域であるかといった地域特性は活動再

開の見込みに影響を与えていないことを考えると、

地縁的な活動では、地域を問わず、活動に携わっ

ている人の活動への思いや地域課題を解決したい

という問題意識が活動再開の原動力となっている

ことが明らかになった。 

 

(２) 生活の満足度と居住希望と社会的活動 

豊かなソーシャル・キャピタルを有していると

考えられる、地縁的な活動とボランティア等の両

方の活動に参加している人ほど、生活の満足度が

高かった。地縁的な活動に参加している人ほど、

その地域に「住み続けたい」とする傾向が強かっ

た一方で、橋渡し型のソーシャル・キャピタルに

分類されるボランティア等のみに参加している人

ほど、「地域外に引っ越したい」、或いは「どちら

でもいい」とする傾向がみられた。地縁的な活動

への参加が生活の満足度や住み心地の良さにつな

がる一方、参加していない人に居づらさをもたら

している状況もあると考えられる。結合型のソー

シャル・キャピタルである地縁的な活動は、内部

指向的で排他的な性格を帯びる傾向があること 8

が関係していると考えられる。こうした地縁的な

活動の閉鎖性が、前述した一部の参加者が感じて

いる重い負担感につながっている可能性がある。

地縁的な活動を改善していく方向性として、閉鎖

性を打破し、開かれた活動を行っていくことを検

討する必要がある 9。活動の在り方や活動内容の

不断の見直しは、社会的活動に熱い思いを抱く人

を、世代を超えて絶やさないことにつながり、ひ

いては社会的活動が危機に直面した際の活動の継

続力や回復力の源にもなると思料する。 

 

(３) 今後の課題 

先行研究で一部触れたようなコロナ禍の下で社

会的活動が継続された具体的な事例をさらに収

集・分析し、広く共有することは今後の重要な課

題と考える。また、母数が少ないこともあって十

分行うことができなかった、回答者の仕事・学業

の状況と社会的活動の関係についての分析も、社

会的活動の持続可能性を考察する上で欠かせない

課題といえよう。 
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大学生の挑戦を支える言葉・意味・物語の可能性 

―みんなのチャレンジ基地ICLaのアクションリサーチから 

 

天野 浩史 

大正大学 地域創生学部地域創生学科 助教 

 

（要旨） 本稿は、大学生がどのように挑戦をはじめ、それを育てているのかという点に

着目し、フィールドワークを通じて、大学生の挑戦に必要な要因や支援のあり方を提示

することを目的としたアクションリサーチである。静岡県静岡市に開設された「みんな

のチャレンジ基地ICLa」において立ち上がったプロジェクトの生成と発展過程分析から、

「共につくる」という学生スタッフの営みと場の文化を抽出すると同時に、挑戦を支え

る「仲間」の存在と、阻害する「意識高い系」の眼差しを提示した。これらをナラティ

ヴ・アプローチの理論から考察し、場によって紡がられる言葉、意味、物語（オルタナ

ティヴ・ストーリー）によって大学生の挑戦が支えられる可能性を示した。 

 

キーワード: 大学生、挑戦、フィールドワーク、アクションリサーチ、ナラティヴ・アプローチ 

 

 

１．はじめに 

 

地域に新たな活力を生み出すことが、地域創生

には求められている。その一つとして、大学生に

よる挑戦や起業による地域の変化に期待が寄せら

れている。 

挑戦、起業、起業家精神、創発、イノベーショ

ンといった領域は、これまでも様々な対象やアプ

ローチで学術的知見、実践知が積み重なっている。

「場」に関する研究として、多様な実践の場を分

析した今永典秀（2022）において、地域イノベー

ションを志向する「場」における空間、目的、雰

囲気、運営力、引力、継続発展力という要素が示

されたり、坂倉杏介（2020）では、事例の分析を

通じた創造的な場の創出のためのプラットフォー

ムのあり方に対する提案がなされたりと、質的な

アプローチによってその過程やありように迫る研

究も多くなっている。 

しかし、地域創生の期待を受ける大学生がどの

ように挑戦をはじめ、自身の取り組みやプロジェ

クトを育てているのか。こういった問いに答える

研究は多くはない。特に高校生・大学生を対象に

据えた研究では、プログラム開発と実践の効果検

証、教科教育論的な研究へ偏りが見られ、いまだ

に十分な答えが見つかっていない。 

本稿では、大学生の挑戦を応援する、実在の「場」

をフィールドとし、その場に参加する大学生が挑

戦を進めていく実際的な過程を記述する。それを

踏まえ、彼らの挑戦に必要な要因や支援のあり方

を提示することを目的とする。 

第１章では問題意識と本稿の目的を示す。第２

章では、研究方法と調査対象について、特にフィ

ールドについての情報を整理する。第３章では、

フィールドワークによって収集したデータを分析

し、大学生の挑戦という観点からフィールドを捉

え、その事象・営みについて考察する。第４章で

は、第３章を受けて今後の研究課題を示す。 

 

２．研究方法と調査対象 

 

（１） 研究方法について 

本稿では、静岡県静岡市駿河区に開設された、
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大学生の挑戦を支える場である「みんなのチャレ

ンジ基地ICLa（以下、ICLa）」においてフィールド

ワークを行い、収集したデータから分析を行う。

なお、筆者はICLaの開設に企画段階から関わって

おり、施設管理者（センター長）として場の運営

にも関与している。ゆえに、本研究は研究者と研

究対象者が協働して研究を進めていくアクション

リサーチである。 

矢守克也は、アクションリサーチを「望ましい

と考える社会的状態の実現を目指して研究者と研

究対象者とが展開する共同的な社会実践」（矢

守,2010:1）と定義する。この定義を踏まえれば、

ICLaにおける本研究は、ICLaがビジョンとして掲

げる「挑戦と応援が循環する、チャレンジにやさ

しい静岡」という社会的状態を目指した、研究者

である筆者と参画する大学生を中心とした共同的

実践といえる。 

加えて、目標とする社会的状態へのベターメン

ト（変化）を念頭に置き、長期的な活動のなかで

複数の方法やツールを配置することがアクション

リサーチには求められていると矢守は指摘する

（矢守,2010:24-25）。本研究も継続的かつ実践的

なアクションリサーチプロジェクトであるため、

研究協力者と共に推進する過程で必要とされる課

題に合わせて、有効な研究方法を組み合わせてい

く。 

本稿では、開設から１年も満たない、立ち上が

ったばかりの場のなかで、大学生による挑戦はど

のように生まれていくのか、それはどのように構

築されていくのかという実際的な側面を捉えるこ

とに主眼を置き、研究者である筆者自身がフィー

ルドに身を投じ、主に参与観察とインタビュー調

査から得られたデータに基づいて分析を行う。そ

の際、実践に筆者が参与している点についてはそ

の関わりにも可能な限り言及する。 

 

（２） 調査対象について 

本研究の調査対象（フィールド）となるICLaは、

静岡県静岡市駿河区小鹿に開設された、大学生を

主な対象としたコワーキングスペースである。「挑

戦と応援が循環する、チャレンジにやさしい静岡」

をビジョンに掲げ、静岡大学、アイザワ証券株式

会社、静岡鉄道株式会社、NPO法人ESUNEの連携に

より開設・運営されている（図－１）。 

 
図－１ ICLa拠点内の様子 

 

a) 開設の背景 

開設の背景にあるのは、大学生が社会に対して

不安を抱え、挑戦へ踏み出せない環境に置かれて

いるという問題意識である。特に2020年からの新

型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う大学に

おける入学式等の行事の中止、授業のオンライン

化、海外留学の停止、経済的負担の増加、先行き

の見えない不安の増大等により、様々な挑戦を諦

めざるを得ない社会的状況に大学生は置かれてい

る。 

その後、対面授業の再開や留学の解禁など、状

況は改善されつつあるが、一方で「何かやってみ

たい」「今の学生生活を変えていきたい」という

想いを抱きつつも何をしていいのか分からないと

いう大学生もいる。こういった彼らの「やってみ

たい」を実現できる環境を作り出し、ハード、ソ

フトの両面から整備し、その運営を大学生自身が

担っていく場の設立が、静岡大学はじめ、関係者

間で共有された。 

着想から１年近くかけて構想を練り、2022年１

月より物件の検討や利害関係者間との対話を進め、

2022年８月末から内覧会、2022年９月にプレオー

プンが行われ、2022年10月より正式に開設となっ

た。 

b) 利用者 

静岡大学から徒歩15分程度の場所に立地してい

ることもあり、主な利用者は静岡大学生であるが、

近隣の静岡県立大学や常葉大学の学生や、市内在
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住の高校生も利用している。利用者は、構想にあ

った「何かやってみたい」という漠然とした想い

を抱く学生に加え、より具体的な取り組みのアイ

デアを持つ学生も利用している。例えば、ある大

学生は持続可能な地域社会に関心を持ち、リター

ナブル食器を地域で仕組み化することを目指して

おり、現在、ICLaのプロジェクトとして活動が展

開している。 

c) 運営体制 

９名の現役大学生が施設管理やプロジェクトの

サポートを行っている。３名の学生リーダー（う

ち、１名はICLaの副センター長）を中心に、毎週

定例の会議にて運営会議を実施し、ICLaの利用者

数の増加や運営に関する企画を検討・立案してい

る。 

また、センター長、副センター長、プロジェク

トマネージャー（会社経営経験のある大学教員・

キャリアカウンセラー）、学生リーダーによる経営

会議を隔週で実施し、経営に関わる課題の把握と

解消、収支状況や企業との関わりに関する事案に

ついて検討し、意思決定を行っている。施設の経

営、意思決定に大学生自身が参画していることが

ICLaの特徴ともいえる。 

d) オンラインコミュニティの運営 

拠点運営だけではなく、オンラインコミュニテ

ィ「ICLa みんなの川」1も同時に運営することで、

直接施設に訪問ができなくても、日々の様子や活

動しているプロジェクトに関する情報を収集し、

必要に応じてオンラインコミュニティ参加者が議

論に参加できる仕組みを設けている。一度、施設

を訪問した方やサポーターとしてプロジェクトに

関わる企業の関係者等にオンラインコミュニティ

の案内をしており、2023年２月８日時点で146名が

参加している。 

 

（３） 本研究における「フィールド」の設定について 

上述のように、「施設としての」ICLaに限らず、

運営会議やオンラインコミュニティなど、そのフ

ィールドの範囲は多岐にわたる。本研究では、柔

1 オンラインコミュニティの立ち上げ、運営も大学生が行って

いる。オンラインゲームのコミュニティとして頻繁に活用される

軟にフィールド範囲を広げながらも、基本的に「施

設」「会議や相談」「オンラインコミュニティ」、

また、後述する「プロジェクト」をフィールドと

して設定し、具体的な活動や関係者の様子、コミ

ュニケーションのやり取りを中心に捉えていく。 

 

３．挑戦が促され、阻害される現実―学生た

ちの挑戦を応援する場のフィールドワーク

から 

 

ICLaにおいて、設立当初より挑戦を「今とは異

なる世界を知る一歩」と定義している。その大小

に関わらず、一歩を踏み出す当事者が、本人らし

く踏み出すことを大切にするという方針を設定し

てきた。開設から５ヶ月以上経つが、学生リーダ

ーを兼ねる副センター長が取材でその方針を語る

ことからも、挑戦の捉え方は浸透していると確認

される。 

では、大学生による、本人らしい挑戦とはどの

ように生まれているのだろうか。ここでは、ICLa

で立ち上がったプロジェクトの生成・実践過程か

ら分析・考察を行う。 

 

（１） ICLaで生まれたプロジェクトの変遷 

ここでは、オンラインコミュニティにおいて立

ち上がり、すべてのコミュニティ参加者が確認で

きる状態になった活動を「プロジェクト」と定義

する。2023年２月８日時点で、26のプロジェクト

が立ち上がっており、筆者が確認した限り、19の

プロジェクトが何かしら継続して活動を行ってい

る。プロジェクトの一覧は表－１の通りである。 

発起人が、立ち上げ時に挑戦したいという気持

ちを抱いていることは共通ではあるが、立ち上が

り方は様々である。例えば、No1「アニメを愛する

者の宴」は、ある大学生が一人で立ち上げたもの

であるが、No3「子どもたちに野球を教えたい」は、

大学の準公式野球部に所属する有志数名で立ち上

がったものである（その他、No6・8・15も同様）。

また、No18「共に『つくる』で未来をつくるクラ

「Discord」を利用し、オンラインミーティングなども Discord 内

で実施している。 
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フトインターンを静岡に実装したい！」は、クラ

フトインターンという事業を新たに立ち上げる事

業者とICLaの学生スタッフが協働する形で生まれ

ている（その他、No25も同様）。 

26のプロジェクトは生成後、「活動終了」を自分

たちで表明するプロジェクトもあるが、一定期間

議論の進展がない、スタッフが進捗を確認できな

いプロジェクトも一部見られる。ただ、そういっ

たプロジェクトのなかにも「偶発的な出会い」に

よって、新たな展開を迎えたケースもある。 

例えば、No5「みんなで金融の勉強したい」は、

当初大学生が「お金のことについて知識がない」

という問題意識から立ち上がったプロジェクトで

ある。 

2022年10月中旬から11月上旬にかけて、学生た

ちが様々な情報を得ながら、金融庁の発行する『基

礎から学べる金融ガイド』を複数人で読む会が開

催された。 

その後も情報共有程度のやり取りが続けられた

が、１ヶ月近くは大きな進展は見られなかった。 

表－１ ICLaで立ち上がったプロジェクト一覧 

NO プロジェクト名 立ち上げ日 NO プロジェクト名 立ち上げ日 

1 アニメを愛する者等の宴 2022年10月18日 14 
教育現場NPO,NGOの連携による

ESD推進事業 
2022年12月1日 

2 竹問題について語りたい 2022年10月18日 15 
食のワークショップを 

子供たちとしたい！ 
2022年12月2日 

3 子どもたちに野球を教えたい 2022年10月18日 16 
静岡を盛り上げる 

ラジオをやりたい！！ 
2022年12月12日 

4 
11月19日なんかイベントやらな

い？ 
2022年10月20日 17 

「あっ、と驚く」 

パワーポイントをつくりたい！ 
2022年12月12日 

5 みんなで金融の勉強したい 2022年10月20日 18 

共に『つくる』で未来をつくる

クラフトインターンを 

静岡に実装したい！ 

2022年12月13日 

6 Web3.0研究会 2022年10月21日 19 
外国にルーツを持つ子どもたち向け

の日本語教室を立ち上げます 
2022年12月19日 

7 つくろう、未来のマナビバ！ 2022年10月21日 20 本の感想共有会（BIA) 2022年12月19日 

8 
リターナブル食器の 

事業をしたい！ 
2022年10月26日 21 

ICLaにある本を 

もっと生かせたらなぁ☆☆
2022年12月19日 

9 みんなで会計の勉強したい！ 2022年10月29日 22 自然農について学ぶ会 2022年12月21日 

10 
不登校の子のためのアートクリエイ

ティブスクールをつくりたい〜 
2022年10月30日 23 

Coten Radioで哲学・思想を 

学びまshow 
2022年12月22日 

11 「アイドル」を研究したい〜 2022年10月30日 24 
「若者チャレンジ実態調査」を

実施したい！ 
2023年1月8日 

12 ボランティアをともにしよう 2022年11月18日 25 

意見募集プラットフォーム

「IDEA BOX」やってみたい 

〜市長選を契機に〜 

2023年1月14日 

13 子ども食堂プロジェクト 2022年11月26日 26 
教育関係に興味ある学生の 

人材バンクを作りたい！ 
2023年1月19日 
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しかし、翌年１月中旬に、ICLaの立ち上げにも

関わったアイザワ証券の社員との出会いで、「大

学生が高校生に金融について教える授業をつく

る」というプロジェクトへと進化を遂げる。これ

は、アイザワ証券社員とNo5プロジェクトの発起

人が出会い、会話する中で生まれたアイデアを形

にしたものである。 

その後、12月ごろから本格的に「金融授業の作

成」という目標を設定し、発起人含めて４名の学

生が授業の開発に取り組んでいった。アイザワ証

券ともやり取りをしながら、2023年２月に作成し

た授業の実施にまで至った。 

こういった「偶発的な出会い」の一方で、学生

スタッフによる「意識的な参画」によってもプロ

ジェクトは進化している。 

No16「静岡を盛り上げるラジオをやりたい！」

は高校生が発起人のプロジェクトである。学生ス

タッフが発起人の高校生と出会い、対話を重ねる

なかで、ICLaのプロジェクトとして2022年12月に

立ち上がった。 

立ち上がり当初より、学生スタッフやプロジェ

クトマネージャー経由でラジオ関係者の紹介な

どの支援があったが、同じ頃、ICLaの取り組み紹

介を外部で行うという話が経営会議内で議論さ

れるなかで、学生スタッフから「公開収録という

形で、ラジオ形式でICLaを紹介する機会を設けて

はどうか？」という発案がなされた。発起人の高

校生にも確認したところ、二つ返事で承諾され、

2023年１月に行われたイベントにて公開収録、生

配信が行われた。立ち上がりからまもなく、高校

生のやってみたかった一歩が実現したのである。 

「偶発的な出会い」や「意識的な参画」によっ

てプロジェクトは進化し、新たなフェーズに進ん

でいくことを確認したが、こういった創発の瞬間

はICLaにおいては少なくはない。それが引き起こ

されやすい環境の要因として、学生スタッフを含

めた、ICLaという場の「共につくる」という文化

が影響していると考えられる。 

2 この図を見た学生スタッフは、大きく共感していた（2022 年

12 月 13 日確認）ため、その後の彼らの実践に影響している

可能性は高いことを指摘しておく。 
3 ICLa 開設当初から、学生スタッフ自身がやってみたいこと

（２） 「共につくる」を体現する学生スタッフ

施設名称や立ち上げ時のコンセプトシートか

らも「共につくる」という言葉は確認される。施

設名を決定する際、学生から発案されたのは「み

んなのチャレンジ基地」というキーワードであっ

た。誰か一人のチャレンジではなく、そこに関わ

る人々のチャレンジが集まり、繋がる場という意

味合いを込めていた。筆者はコンセプトシート作

成の実務に携わったが、大学生の発案にインスピ

レーションされ、「共創」「共に取り組む」という

言葉をコンセプトシートに何度か表記している。 

しかし、これを文化と表現するに値するのは、

「共につくる」を学生スタッフ自らが実践し、体

現していることである。 

図２は、2022年12月13日時点の、当時のプロジェ

クトが生成され、進化していく過程の観察から図

式化した「プロジェクト創出の仕組み」である。2 

ICLaを訪問したり、別の場でICLaの学生スタッ

フと出会った学生たちは、多く場合、相談の段階

で「何かをしたい」という意思はありながらも、

その内容については漠然としている。ゆえに、会

話や相談をしながら、自分自身の「やってみたい」

を言語化している（①）。その後、学生スタッフ自

身が「こうなったらいい」や「私も一緒にやるな

らこうしたい」という、学生スタッフ自身が参画

することを前提として、共にプロジェクトを立ち

上げる3。より厳密にいえば、学生自身も一人の発

起人や運営メンバーとして「仲間化」している

（②）。その後、オンラインコミュニティなどでプ

ロジェクトとして立ち上がり、コミュニティ参加

者をはじめとした様々な人が参画できる状態に

なっていく。ICLaに新たに来た大学生にもスタッ

フから「こういったプロジェクトが今動いてい

て」と紹介したり、タイミングが合えばプロジェ

クトのミーティング中に飛び入り参加してもら

ったりと、オンラインと施設内の二つの場を有効

活用しながら、プロジェクトへの参加を呼びか

け、推進していく（③）。こういったチャレンジの

をプロジェクト化するケースも多かったが、運営を続ける中

で、学生スタッフも参画しながらのプロジェクト化が多くなって

いる。 
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様子を見て、大学生が新しい「やってみたい」に

気づいたり、学生スタッフ自身が「自分も新しく

始めてみたい」とプロジェクトを立ち上げたりと

いう循環が生まれている（④）。 

開設当初、学生スタッフは相談者のプロジェク

トを「支援する」「伴走する」という関わり方を想

定していた。しかし、実際には「支援者／被支援

者」という関係性ではなく、同じ学生同士、対等

な関係性を志向していった。これは、経営会議の

「学生スタッフのあり方」についての議論の中で

スタッフから何度か「ICLaは学生スタッフ自身も

チャレンジする一人」という表現にも表れている。 

特筆すべきは、共につくるというあり方が、制

度化されていないなかで、学生スタッフの実践の

積み重ねから一つのあり方として確立していっ

たことである。開設当初からコンセプトにも記載

はされていたが、それを自分たちで体現し、知見

を共有しながら進めていく過程自体が、文化とし

て根付かせる装置にもなっているといえよう。

 

図－２ ICLaプロジェクト創出の仕組み 

 

（３） 挑戦を促進する「仲間」という概念 

「共につくる」というキーワードと同様に、学

生スタッフの間で頻繁に語られるキーワードが

「仲間」である。 

筆者は開設当初、「仲間」という概念をあえて使

わずにいた。ICLaは「コミュニティ」というより

も「プラットフォーム」であるというのが当初か

らのコンセプトであり、「仲間」という言葉により、

親密な閉ざされた「コミュニティ」という見られ

方をされ、学生たちから忌避されてしまうことを

懸念してのことである。 

しかし、開設後の学生スタッフたちからは

「ICLaは仲間と出会える場所である」という表現

が多用されるようになる。この点について、学生

スタッフAは、次のように経営会議メンバー内で

表現していた。これは、ある学生の相談事例につ

いて、経営会議メンバー内で「ICLaはどのように

応援していくといいのか」について議論していた

際にメンバーチャットに投稿された言葉である。 

 

19



“やっぱり僕の中ではICLaは仲間が見つかる場

所であってほしいなって思います。応援者より

も、良いも悪いも(グラデーションはあれど)一

緒にやってくれる人がほしいって思うかも知れ

ないです。思い返しても、なんかやろうと思っ

た時って、「だれか応援して！」よりも「だれ

か一緒にやろ！」の方が思ったことある気がし

ます。” 

（2022年12月28日 経営会議メンバーとのチャ

ットでのやり取りより、Ａの投稿） 

筆者はこの発言が印象に残り、Ａに対して後日

インタビューを行った4。Ａにとって「仲間」とい

う概念がどのようなものなのだろうか。 

Ａは次のように語った。 

筆者：Ａのなかで、（上述のチャットで）仲間

というのが大事だと思った経緯を教えて欲

しいんだけど。 

Ａ：たぶん、自分がそうだから、だということ

だと思うんですけど。一人で成し遂げてきた

成功体験が少ないからなのか、ひよっちゃう

からなのか、何かやりたいなと思った時に、

最初に何をやろうとなると（中略）最初に誰

か同じ目線に立って、同じ物事を見て、一緒

に物事を考えてくれる人が欲しいなと思う

んですよね。それは、なんででしょう、寂し

いわけではないんですけど。（中略）一緒に

背中を押して肯定してくれる外的な要因が

欲しいのかなと思ったり。まあ、一人じゃ心

細いんですかね。何かやるときに。 

また、筆者自身が懸念していた「コミュニテ

ィ」についてもＡのイメージを聴いてみたとこ

ろ、次のように語った。 

Ａ：僕のイメージしているコミュニティは、濃

淡があればいいと思う。ゆるめの顔見知りの

4 2023 年 2 月 2 日に実施 

程度から、一緒にガンガン、週３とか４とか

顔合わせていくくらいでもいいし、それが内

包されてコミュニティであればいいなと思

う。コミュニティがいらない人でも、何かし

ら繋がりがなくては生きられないと思うし、

何かしらにうっすらとでも所属しているこ

とってあると思うんですよね。それがコミュ

ニティになっていると思います。

筆者：じゃあ、Ａの中では、仲間の中でも、グ

ラデーションも色々あるってこと？

Ａ：仲間っていうと、僕の中では濃度は濃い気

がしますね。本格的に一緒にやってくれる人

というか。 

筆者：なるほど、一緒にやろうっていうのが大

きなキーワードってことだね。 

何かを始めるときに、「同じ目線で、同じ物事

を考えてくれる」ような存在が必要であること、

一歩を踏み出すときに背中を押してもらえる存

在が必要であるという、Ａ自身の経験に基づいた

語りである。興味深いのは、コミュニティには多

様な濃淡があり、その濃淡が共存・内包される場

がよいという認識はありながらも、その中でも

「一緒にやってくれる」という濃度の存在が仲間

であるという認識を持っていることである。 

ICLaでは、大学生には「応援（する人）」が重要

ではないか、という想いから「挑戦と応援が循環

するチャレンジにやさしい静岡」というビジョン

を設定しているが、Ａの語りから、学生にとって

は「応援者」よりも「一緒にやってくれる仲間」

の存在が非常に大きなものであり、挑戦を促進す

る要因と考えられる。これは、前節で提示した「共

につくる（特に②における営み）」とも一致する意

味合いであり、Ａも含めた学生スタッフの実践と

内省からICLaという場の文化が構築されている

ことが確認できる。「仲間」の存在が挑戦を促し、

それが複数存在する場がICLaの文化であり、特徴

といえるだろう。 
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（４） 「友達の眼差し」が挑戦を阻害する―「意識高

い系」という眼差しから 

「仲間」の存在による挑戦の促進が確認できた

一方で、「友達」という存在が挑戦を阻害する可

能性がある。これも学生スタッフとのやり取りか

ら確認された事象から検討したい。 

2022年11月28日の経営会議において、「ICLaは

意識高い系の人たちが集まっているように感じ

られている」という話題が学生スタッフからあが

った。 

常見陽平は、学生生活、特に就活に前のめりな

「意識が高い学生」の出現とそれを揶揄する人の

出現により「（揶揄的な意味での）意識の高い」

という言葉が学生やインターネット上で認知さ

れいったと指摘する（常見,2012:25-27）。SNS（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）が広が

った2010年前後にこの認知が広がったとされる

が、現代においても「意識が高い」「意識高い系」

という言葉が、就活に限らず、学外活動に取り組

む学生に対して使われ、否定的な印象を与える言

葉として認知されている。 

経営会議時にこの話題があがった際、学生スタ

ッフは苦い表情をしていたことが気になった。そ

の場では「気にしなくてもいい」と筆者は伝えた

が、翌日の経営会議メンバーのチャットに筆者が

作成したフィールドノーツを共有した。「意識高

い系」というラベルを貼られることにより、居心

地が悪くなっていく、魔力のようなものがあるの

では、という内容である。 

その後、学生スタッフＢより、次のような返信

があった。 

 

“まさしく、それを自分はひしひしと感じてい

ます。「意識高い系」がなぜマイナスの印象を

抱かれるかを自分なりに考えてみた結果、学外

で活動し、友達を巻き込むこと=マルチ=悪いこ

と、みたいな認識が学生間で広まっている気が

5ここで注意しなければならないのが、「仲間」が挑戦を阻害

し、「友達」が挑戦を促進する可能性もあり得るということであ

る。加えて、「仲間」と「友達」が別の概念であるのか、学生た

します。それによって、周りから〜〜見られる

から、チャレンジができない。そんな人も何人

かみてきました。つまり、「意識高い系」という

言葉が環境にあることにより、チャレンジの機

会損失が起きていると自分自身感じます。また、

「周りの評価に敏感であることであること」も、

意識高い系を魔力にしている一因だと考えま

す。Instagramなどの普及により、投稿やストー

リーなど周りの人たちに共有し、周りから認め

られる、評価される（いいね数）ことが昔と比

べ多くなっているのではないかと思います。そ

れによって、周りの評価が自分の中で重要な判

断軸となり、「意識高い系」の魔力が増した可

能性もあると思いました。” 

（2022年12月１日 経営会議メンバーとのチャ

ットでのやり取りより、Ｂの投稿） 

 

「意識高い系」という言葉と、「学外活動と友達

を巻き込むこと＝マルチ＝悪いこと」の関係性は

投稿だけでは不明な点もあるが、大学生が周囲か

らの評価を敏感に感じ取り、その評価・眼差しが

彼ら自身の挑戦を阻害するというのがBの指摘で

ある。ここでの認識にある「周囲」というのが、

おそらく「友達」と言い換えられよう。日常的に

所属する「友達」とのコミュニティにおける、自

身の取り組みやそれを推進する自身の見られ方

を意識するあまり、本来やってみたい挑戦を足踏

みするということが、学生たちの社会では発生し

ている。5 

ICLaにおいて、まさにこういった大学生の挑戦

を阻害する存在をいかにして乗り越えていくか

は、実践として重要な課題である。次節において、

その点の解決に関して考察していきたいが、彼ら

はこのような眼差しの中を生きているというこ

とを、強く認識しておきたい。 

 

 

ちの間であえて選択されている概念なのかの詳細な検討も必

要となろう。この点については、稿を改めて検討していきた

い。 
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（５） 総合的考察―ナラティヴ・アプローチの立場か

ら捉えるICLaの実践

第１章で言及した問い、すなわち、「どのよう

に挑戦をはじめ、自身の取り組みやプロジェクト

を育てているのか、あるいは挫折を経験している

のか、それはどのように乗り越えていけるのか」

に対して、フィールドワークを通じて、挑戦が起

こり、育っていく過程から、それが生じる環境や

要因について検討してきた。そして、「友達」をは

じめとした周囲から向けられる眼差しによって、

挑戦が阻害されていることも確認した。 

では、彼らが一歩を踏み出し、前に進んでいく

ためには何が必要なのだろうか。ここでは、ナラ

ティヴ・アプローチの理論を適用してみる。とい

うのも、「何かをしたい」という漠然とした状態か

ら、挑戦を通じて「ありたい姿や予想しなかった

姿」になるという一連の学生の変化は、彼ら自身

の自己の物語の変化と密接に関係すると考えら

れるからである。後述するナラティヴ（語り、物

語）という視点により、個々の学生の変容を詳細

に捉えられることを期待して、ここでは総合的に

考察してみたい。 

まず、ナラティヴ・アプローチについて概説す

る。ナラティヴ・アプローチとは、ナラティヴ（語

り、物語）という視点から現象に接近する方法で

ある（野口,2005:5）。語られる行為自体（語り）、

また語られた内容（物語）に着目した方法であり、

心理学、社会学、教育学など様々な学問領域で研

究がなされている。特に社会学においては、「わ

れわれの生きる現実は様々なナラティヴによっ

て成り立っており、ナラティヴによって組織化さ

れている」（野口,2009:11）という認識を前提とし

ている。 

社会を構成するナラティヴについても、いくつ

か区別がされる。その一つがドミナント・ストー

リーとオルタナティヴ・ストーリーという分類で

ある。ドミナント・ストーリーとは、ある状況を

支配する物語であり、オルタナティヴ・ストーリ

ーとは、支配的な物語を代替する物語である。ド

ミナント・ストーリーは、疑わない、疑いを寄せ

つけないことで支配的になり続けるが、それを疑

い、代替する物語としてオルタナティヴ・ストー

リーを生成することで、次のドミナント・ストー

リーとしてそれが状況を支配していく（野

口,2009:12-14）。 

前節で指摘した「友達に意識高い系と見られて

しまう」という大学生に広がる語りは、まさにド

ミナント・ストーリーである。すなわち、「挑戦

する大学生は意識高い系と見られる」という物語

によって大学生は支配され、挑戦に足踏みしてし

まうのである。 

そこで、この状況を改善するために、オルタナ

ティヴ・ストーリーを構築していくことが求めら

れる。それは、「友達からの見られ方なんて、自

分には関係ない」という物語かもしれないし、「友

達にも挑戦が連鎖して、新たな挑戦が生まれる」

という物語かもしれない。それは個々の状況ごと

に定義されるものである（野口,2009:14）。すなわ

ち、ICLaという場において、もしくは「意識高い

系」という言葉、眼差しに支配される当事者の間

において、状況依存的に紡がれていくものである。 

では、どのようにオルタナティヴ・ストーリー

を構築すればいいのか。 

ナラティヴ・アプローチの方法論の一つである

ナラティヴ・セラピーにおいて、その構築のプロ

セスは体系化されている。支配的な語りからはみ

出る語り（例えば、「意識高い系ってよく考えると

自分には関係なくて」という語り）をきっかけに、

自分に好ましいストーリーを探求・構築していく

過程を再著述、またはカウンセラーとの共同作業

を強調して共著述と呼ぶ（国重,2013:100）。 

ICLaにおいて、漠然とした考えを持った学生が、

スタッフと対話しながら「共に」プロジェクトを

練り上げる過程は、再著述・共著述を通じたオル

タナティヴ・ストーリーの創出過程と捉えること

もできる。「意識高い系」と「友達」から見られて

しまうことを超えて、共に取り組む「仲間」と自

分らしい挑戦を生み出していくことで、大学生の

挑戦が前に進んでいく可能性がある。 

同時に、「挑戦する大学生は意識高い系と見ら
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れる」というドミナント・ストーリーの事象以外

にも、個々が抱える問題の支配からオルタナティ

ヴ・ストーリーを創出していくことができる可能

性は高い。本稿におけるフィールドワークではそ

の具体的な事象は確認できなかったが、「何かを

したいが踏み出せない」という大学生にとって、

「意識高い系」というナラティヴ以外にも挑戦を

抑圧するドミナント・ストーリーが認識されてい

ることは想像できよう。加えて、挑戦の過程で障

壁に遭遇した際にも、個々のナラティヴに着目す

ることで、それを乗り越えるオルタナティヴ・ス

トーリーを都度創出し、前に進む物語を紡ぐこと

も十分考えられる。 

個々の大学生が物語るなかから、障壁を乗り越

え、前に進んでいくオルタナティヴ・ストーリー

の創出の場としての、ICLaの可能性を確認した。

学生スタッフは、相談に来る学生にとっては「共

著者」である。また、Ａが語る「仲間と出会える

場」という認識で置き換えれば、「共著し合う仲

間」たちと出会えることがICLaという場の特色と

言い換えることもできるだろう。 

４．本研究の成果と今後の課題 

本章では、第３章を踏まえ、本研究の成果と今

後の課題を示す。 

第３章の考察によって、ナラティヴ・アプロー

チの視座に立つことで、場によって紡がられる言

葉、意味、物語が、大学生の挑戦を支えていくと

いうICLaの今後の可能性が示された。これは、場

として望ましい状態・目標を持つICLaにとって、

大きな意味を持つ。荒井浩道（2014）は、ナラテ

ィヴ・アプローチの立場からコミュニティ支援を

考える際、「地域の物語」という視点を導入してい

る。個々の地域住民が持つ物語に着目し、問題を

抱える場合はそれを一枚一枚引き剥がしながら、

その影響力を弱め、その過程で問題の中にある

「希望」を見出し、「地域の物語」を「希望の物語」

として語り直すというアプローチの有効性を示

している（荒井,2014;128-131）。 

ICLaは、現時点では個々の大学生の物語を語り

直すミクロの実践であるが、「挑戦と応援が循環

するチャレンジにやさしい静岡」というビジョン

を踏まえれば、地域である静岡というメゾレベル

の変化を志向したプロジェクトである。今後、地

域社会の変化を検討する際、荒井の視点は非常に

重要である。大学生の実践と静岡という地域での

「希望の物語」の語り直しを接続させていくこと

で、ICLaが目指すビジョンの達成へと繋げていく

ことができるであろう。今後は、よりメゾレベル

への影響を視野に入れたアクションリサーチと

して展開していきたい。 

また、第３章でも言及したとおり、「意識高い

系」という問題（ドミナント・ストーリー）以外

のナラティヴについては、十分に確認ができなか

った。今後、相談者と学生スタッフとの対話の場

に筆者が参画すること、もしくは筆者自身が相談

者と対話するなかで、語りの変容やオルタナティ

ヴ・ストーリー構築の過程を観察することが求め

られる。加えて、時系列と共に相談者のナラティ

ヴを追いかけることで、物語が続けて語り直され

ていく過程を捉え、どのように挑戦が支えられて

いくのかを捉えることも必要となってくる。これ

らの点も踏まえ、今後の研究アプローチを検討し

ていきたい。 

筆者はフィールドに身を投じ、フィールドの実

際を描くこと、そこにある社会的背景や仕組みの

抽出を志向してきた。その結果、本研究の関心で

ある大学生の挑戦を取り巻く実像を僅かではあ

るが描くことができたが、あくまで今回提示した

仕組み、要因、支援のあり方は仮説的なものであ

り、これが他の実践へと即座に応用可能とは言い

切れない。アクションリサーチという特性を活か

しながら、今回生成された仮説的知見の検証と、

大学生が挑戦しやすい環境構築とその条件を実

践的に検討していきたい。
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小規模ビール醸造所における地域内連携の形成 

澤口 恵一 

大正大学 心理社会学部人間科学科 教授 

（要旨） 本稿の目的は、国内の小規模ビール醸造所が地域において結んでいる連携の実

態を、醸造所へのインタビューにもとづいて記述することである。連携の類型は人材交

流、副原料、主原料、仕事の分業に分類されることが明らかとなった。醸造所は地域に

おいて行政の専門機関を含む多様な主体が醸造所と連携を結んでいる。連携の機序はこ

の産業に特有の文化、規制下の醸造装置の所有や酒類の特性といった物的特質から生じて

いる。 

キーワード: クラフトビール 社会関係資本 地域連携 醸造 農業 

１．問題の所在 

本稿の目的は日本における小規模ビール醸造所

が地域において、どのような主体とどのような連

携を形成しているのかを明らかにすることである。

規制緩和当初において、雇用拡大や観光振興の面

に注目されていた。しかしながら、各地の小規模

ビール醸造所は、規制緩和当初には想定されてい

なかった、地域において多様な主体と多様な課題

をめぐる連携を形成している。本稿ではその機序

が、この産業に特有の文化、規制産業において醸

造を許された施設、酒類としての性質に内在して

いることに着目していく。 

近年、地域の人々あるいは団体のつながりが、

さまざまな社会的課題にもたらす有効な効果につ

いて注目が集まっている。事実、この20年間に社

会関係資本に関する研究論文は著しく増加してい

る（稲葉 2019）。その潮流をつくりだした研究者

の一人として政治学者 R. パットナムの社会関係

資本（social captital）に関するイタリア社会や

アメリカ社会に関する研究があげられるだろう

(Putnum 1993,2000)。 R. パットナムの研究の問

題関心を批判的に継承した E. クリネンバーグは

社会的インフラ（social infrastructure）が孤立

を防ぎ、アメリカの市民社会における危機を抑制

するうえで重要な機能を果たすと主張している

(Klinenberg 2018)。社会的インフラとは人々が対

面で集まれる場所であり、図書館や学校、遊び場、

カフェや理髪などの商業施設が該当する。クリネ

ンバーグの研究が筆者にとって重要なのは、人々

による自発的な交流を促す物理的条件、物質的な

特性に注目していることである。 

本稿では筆者による質的調査の結果から、小規

模ビール醸造所がどのような地域内連携を促して

いるのかを記述していく。なお、本研究の対象が

実践している連携は決して特定の地域内にとどま

るものではなく全国的な広がりをもつ。本稿では

特定の地域に限定された連携に焦点を当てること

とし、地域間の連携については別稿において考察

することにしたい。 

２．研究の方法 

本稿で分析対象としているのは筆者が醸造長に

対する詳細なインタビューを実施した４つの醸造

所である。インタビューは2022年11月から2023年

１月にかけて行われた。 

各醸造所の基本属性については表－１に示した。

醸造所の選抜基準は、地域とのつながりを重視し

た活動を実践していること、比較的醸造規模が小
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さいこと、東京・大阪のような大都市を除く都市

部を拠点としていること、対象地に地域的な重複

がないことである。醸造長についてはビール醸造

の経験年数が比較的長い人物であることを重視し

た。 

この産業においては事業者が複数の醸造所を運

営していることがあり、醸造所Ｂ、醸造所Ｃは２

つの醸造所を稼働させている。複数の醸造所を 

もつ事業者の話を聞くと、各醸造所の設立目的や

設立時期、規模、さらには醸造所のおかれた地域

性に違いがあるようである。実際に販売戦略や醸

造するビールのスタイルも大きく異なっている。

そのため本稿では創業当初の理念が強く反映され

ている第１醸造所を対象に記述と分析を行うこと

にした。４つの醸造所はいずれも人口集中地区（令

和２年時点）に位置している。 

各醸造所における地域内連携を表－２に整理し

た。表側の各項目が地域との連携にあたる活動の

内容であり、各活動の具体的な内容については各

章で後述する。 

地域連携活動の多くがすべての醸造所で行わ

れている。しかしながら、このことは該当する活

動が全国の醸造所で一般的に行われていることを

意味するものではないことに留意する必要がある。

当該の活動がどの程度、各地の醸造所について実

践されているのかを明らかにするために筆者は全

国の醸造所を対象とする量的調査の実施を計画し

ている。 

３．小規模ビール醸造所の趨勢 

近年、ビール・発泡酒の醸造に新規参入する事

業者が相次いでいる。国内の小規模ビール醸造業

がクラフトビールの需要を掘り起こし、再び活況

をとりもどすようになるまでには長い停滞期があ

った。まずビール事業者に期待された地域振興の

役割と酒税法改正の意図について振り返っておく

必要があろう。 

1994年４月の酒税法改正による製造量の規制緩

和によって全国各地に多くのビール醸造所が新設

された。ビールの最低製造量は従来年間2000klと

定められていたが60kl、発泡酒については６klに

まで引き下げられたのである。この規制緩和を機

に小規模事業者の新規参入が相次ぎ数年間に200

以上の醸造所が開設されるにいたった（国税庁 

2022）。 

小規模ビール醸造所の開設は規制緩和による地

域振興策の象徴でもあった。参入者の多くは地方

の清酒醸造業者、飲食店や観光関連産業、地域活

性化を目的とした官民共同出資の企業などであっ

た。この時期において多くの事業者が期待してい

たのは観光需要であり、醸造所に併設された飲食

表－１ 調査対象の基本属性 

表－２ 醸造所と地域との連携 

注：Tは該当する連携が行われていたことを示す。 
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店でビールを提供した。新たな市場創出は一時的

なブームを巻き起こした。 

しかし、ブームの時期が去った後、事業者はた

ちまち苦境に立たされることになった。その要因

を以下のように整理できる1。 

第１に、初期投資が過大であり高コストの業態

であったことである。ビール醸造業への参入には

億を超えるともいわれる投資額が必要であった。

醸造設備の導入のみならず、コンサルティング費、

設備導入、技術研修のためのコストまでもが含ま

れていた。第２に、新しく突然に生まれた産業で

あったために、目指すべきビールの品質やスタイ

ルについての知識や、それを製造するための醸造

技術をもった人材が不足していたことである。第

３に、品質に問題のある事業者が多いことから、

「地ビール」を継続的に消費しようとする顧客を

確保し消費を拡大できなかったことである。第４

に、この点が本稿において重要な論点であるが、

観光需要以外の開拓が極めて困難な産業であった

ことである。観光需要への依存度の高さは副次的

な問題を招く要因でもあった。事業者は醸造所に

飲食店を併設することをせまられ、参入企業はさ

らに過大な投資をせざるをえなかった。また、小

規模醸造所のビールは低温殺菌や濾過をしていな

いために通常は長期保存ができない。品質管理に

問題がある醸造所は流通過程でさらに品質を劣化

させることとなった。大手企業のビールが支配的

であり地域の一企業が販売ルートを確立すること

は困難であった。以上の要因は複合的に作用して

いたのである。 

つまり、当時の小規模ビール醸造所は、商圏を

強く制約され、地域内での販路開拓をせざるをえ

ない宿命を負っていたのである。解禁直後に参入

した醸造所が数年後に危機的な状況を迎えたのは

必然的な結果であった。事業者は撤退するか、生

き残るにしても存続が困難な状況にまで追い込ま

れていったのである。 

この市場がふたたび活況を帯びている理由は、

筆者自身の今後の研究における問いのひとつであ

1 国会図書館のデータベースを用いた雑誌記事の収集を行

った。「地ビール」「クラフトビール」のキーワード検索し遠隔複

写サービスにより記事の収集を行った。この産業に関わるキ

る。その要因も複合的なものであり、ここで詳細

に論じる紙幅はないが、本稿の論点に関わる部分

として概略を述べる必要があろう。第１に、装置

の導入コストが圧倒的に下がったことである。第

２に専門的技能や知識を習得した人材が蓄積され

たのと同時に、醸造技術やレシピなどについて海

外の情報が即時的に得られるようになり、品質の

向上や多様な顧客層の嗜好に応える商品開発がで

きるようになったことである。第３に、その成果

として、小規模醸造所のビールを継続的に消費し

ようとする顧客層が着実に増えていったことであ

る。全国の都市部に専門店（飲食店、販売店）が

現れ、地域外への販路が拡大できるようになった。 

これらの要因により、この10年ほどのあいだに

全国各地で新規開業した醸造所の多くは、醸造長

１人で仕事が行える程度のきわめて小規模の醸造

所である。醸造設備を中心とする初期投資も極め

て抑えられている。筆者の観察やインタビューに

よれば、新規に開業した地域の小規模醸造所でも

発酵タンクの稼働率はきわめて高い水準を維持し

ている。では、観光需要以外の地域における需要

の確保はいかにして可能となったのだろうか。以

下では醸造所と地域との連携という観点からこの

問いについて考察していきたい。以下の各節で連

携の具体的な取り組みについて記述していく。 

４．人材の交流 

（１） イベントによる関係の形成

クラフトビール産業の特徴は、醸造所をテナン

トとして誘致し愛好家が参加するイベント、いわ

ゆるビアフェスが各地で頻繁に開催されることで

ある。一部のビアフェスは全国から醸造所を誘致

し大規模かつ定期的に開催される。醸造家にとっ

てビアフェスは営業の場であると同時に、同業者

が集い交流をする場として同業者ネットワークの

拡大に寄与している。 

一方で、ビアフェスには県内や隣接自治体の範

囲で開催される小規模なものもある。このような

ーパーソンへのインタビューを実施した（澤口 2016）、事業者

当事者が執筆した文献も参考にした（朝霧 2022，鈴木 

2019）。 
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イベントは地域おこしに関わる諸団体が主催ある

いは共催するかたちで開催されていることが多い。

小規模醸造所の事業者にとって、こうしたイベン

トの場は着実に販売量が期待でき、地元の新規顧

客を開拓する機会でもあり積極的に参加している。 

こうした交流の基盤となるのは、醸造技術の習

得のための就業経験である。自家醸造が禁じられ

ている我が国で醸造技術を習得するために多くの

醸造家は醸造所での就労を経験する。また、醸造

免許取得の要件のひとつに製造技術能力があり、

事業者は所管の税務署に製造技術責任者の履歴書

や実技研修等の受講実績を証明する書類を提出す

ることが求められる。受け入れ先となる醸造所が

ある地域であれば、開業を志す同業者との交流が

地域において必然的に生まれることになる。 

（２） 技術情報の共有

アメリカの先行研究では、クラフトビール醸造

家同士が有益な情報を共有し、技術やレシピを開

示し共有しあう開放的な文化があることが指摘さ

れている（Vaughan and Richards 2021）。国内で

も醸造家による個人的つながりは、醸造技術の習

得において重要な機能を果たしている。 

イベントは同業者から製品の品質を確認しても

らえる場ともなる。ある醸造家からイベントに参

加した醸造所のビールに品質上の問題があると、

参加した醸造家たちのあいだで話題になるという。

ビールは醸造工程や貯蔵法に問題があるとさまざ

まなオフフレイバーが生じる。その原因について

イベントの場で他社の醸造家が製造工程を確認す

ることも多い。醸造所Ｄの醸造長はある醸造所が

無償で従業員を派遣し、品質上問題のある醸造所

に対して技術指導をしたという事例を語った。こ

うしたイベントの場での交流が、個人の技術習得

のみならず業界全体の品質向上にもつながってい

る。 

（３） 近隣の飲食店や愛好家による委託醸造

小規模ビール醸造所における生産の一部は委託

醸造によって占められている。委託を行うのは多

くの場合、飲食店や団体であり差別化や高付加価

値化のために利用される。その他に量としては多

くはないものの個人による委託醸造も行われてい

る。個人による需要としてはオリジナルラベルの

ビールを記念品として配布したい、あるいは、ビ

ール愛好家が独自のレシピで醸造をしてみたいと

いったニーズがある。国内では自家醸造が違法と

なっているがゆえに、こうした愛好家は地域の小

規模醸造所を活用することになる。 

醸造所Ａの事例 イギリス渡航歴のあるオーナー

は地元の住民が交流する場としてビールの醸造所

をつくりたいと考えていた。醸造長はカナダでワ

ーキングホリデーをしていたときに、ビールの多

様性に触れ、その魅力に引き込まれた。２人は醸

造所の設立を決意しオーナーが出資し醸造長に準

備が託された。醸造長は近くのブルーパブで調理

を担当しつつ醸造を学んだ。技術習得については

この醸造所での経験より、クラフトビールの愛好

家や同業者や専門店の助言が有益だったという。 

 同じ市内の醸造所や近隣の醸造所の人々とは頻

繁に交流している。筆者が観察した街おこしをし

ている団体によるイベント（2022年11月開催）で

は、醸造所Ａと近隣の２つの醸造所がビールを提

供していた。翌年２月には同イベントに参加して

いた醸造所のあいだで、調理担当者が別のタップ

ルームで料理を提供するイベント開催した。醸造

所間の交流はインフォーマルなつながりから始ま

ったものである。ひとつの醸造所の男性とは近隣

の醸造所で同時期に働いていた関係である。もう

ひとつの醸造所とは醸造家が店舗に飲みに来てか

ら交流が始まった。 

５． 物的資源を介した連携 

（１） 副原料による連携

醸造所による地域内連携は原材料を媒介して行

われていることが多い。では、どのような機序に

よって醸造家と原材料の生産者との交流が生じて

いくのだろうか。ビールの主原料と副原料に分け

て論じていきたい。結論からいえば主原料よりも

副原料のほうが交流の頻度は高く、副原料よりも

主原料のほうが高度に組織化された形態をとりや

すい。したがって副原料から先に論じていくこと
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にしたい。 

 多くの小規模ビール醸造所が地域の生産者と連

携を結ぶ理由は、ビールという商品の特性そのも

のにある。クラフトビールにはさまざまなスタイ

ルがあり、そのなかには果実やハーブを使用した

ものがある。ビール醸造に使われる酵母は果糖を

発酵させることができる。他の酒類にはないビー

ルの特性そのものが地域内連携を促しているので

ある。 

農村部にある小規模醸造所の多くは地元産の農

産物を使用したビールを製造している。副原料と

して利用されることが多いのは果実類であるが、

山椒やハーブ類、酒粕などもよく使われている。

地元の副原料を使用することによって、醸造家は

製品に大手にはない個性的で地域性を感じさせる

ビールを造ることができる。 

副原料の生産者にとっては、通常の販売ルート

には適さない、形や色が規格に満たない規格外品

や糖度が低い果実を活用できるという利点がある。

ビールは生鮮食品とは異なり保存性と可搬性が高

いことも地元生産者にとっては魅力である。 

 副原料の地元生産者と醸造所との連携はどのよ

うにして結ばれているのだろうか。筆者の聞き取

りによれば、小規模醸造所の一部には近隣の生産

者から副原料を持ち込まれたことにより醸造をし

ている事例があった。契約が交わされることもな

いままに製造が行われることすらある。生産者側

からの委託醸造でビールを製造し全量ないしは一

部を納品する形式で取引が行われることもある。 

先述の醸造所Ａで地場の農産物を使い始めたの

は商工会議所からの斡旋がきっかけだった。これ

までに柑橘類・リンゴ・梅・生姜を使ったビール

を製造してきた。醸造家としては地場産のフルー

ツを使いたいという気持ちがあり、農家を盛り上

げたいという気持ちもあり、商工会に定期的に挨

拶にいくようになったという。小学校の校庭に生

えている甘夏を使ったこともある。知人の農家の

友人であったPTA会長から、小学校開校50周年の記

念品として甘夏を使ったビールを保護者に提供し

たいという依頼があったことによる。 

また、醸造所Ａでは近隣自治体から梨を使った

ビールを醸造したいという依頼を受けた。この市

では地元の農家がつくりあげた新種のリンゴを市

民が学校や公園で栽培してきた。このリンゴは極

早生・小型であり酸味が極めて強いという特徴を

もち食用としては流通しにくい。醸造所Ａは市か

らの委託を受け、リンゴをつかったサワーエール

ビールを製造し、製品は祭りや醸造所で販売され

た。 

（２） 主原料による連携

ビールの主原料は大麦、水、ホップ、酵母であ

る。これらのうち水以外はほとんどが外国産の原

料に依存しているのが国内の小規模醸造者の現状

である。しかしながら、一部の醸造所では、地元

産の主原料の活用を指向する取り組みが行われて

いる。ビールの醸造に適した原材料を確保するた

めには、醸造とは異なる技術や知識、資源が必要

となる。以下に主原料に関する醸造所と地域との

連携の概略をまとめる。 

酵母 通常、小規模醸造所では専門事業者が販売

する海外で製造された酵母を使用する。現在では

海外の専門業者が国内営業所を開設しており、醸

造家は製造したいビールのスタイルにあわせた酵

母を購入できる。評価の定まった酵母を使うこと

は、ビールの品質が不安定になるリスクをさける

ことにつながる。 

しかしながら、一部の醸造者は県内で育種され

た酵母を利用する取り組みを行っている。一部に

は地元で自然採取された酵母を利用する醸造所も

ある。地元で育種した酵母を活用しようとする醸

造家の企図が、地域の専門家との交流をもたらす。

醸造家は酵母の採取や管理には専門家の技術を頼

らざるを得ない。ビール醸造に使われる酵母の育

種や特性の分析を行うのは県内の高等教育機関や

県の専門機関である。一方で、酵母の育種を行う

専門家は通常はビール醸造の技術の専門家ではな

く醸造施設や免許を持たない。ここに交流の必要

性が生じることになる。試験管のなかでしかみら

れない酵母の働きを、醸造所のタンクを使って観

察できる。 

とりわけ地元で採取した酵母がどのような活動

を示すかを研究するためには、地域の醸造所・醸
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造家との連携が不可欠である。本研究における事

例では２つの醸造所（Ｂ,Ｃ）が県内で採取および

育種された酵母を使用していた。醸造所と専門家

の連携の成果は論文として刊行されているものも

ある（鈴木・矢野 2019 ,松本他 2015）。 

ホップ 日本では明治初期からビール醸造のため

にホップの育種や栽培が行われており、現在も大

手ビール会社に使用されるホップは産地農家との

契約栽培で生産されている。 

小規模醸造所では長らく輸入されたホップを使

うほかには選択肢がなかったが、近年、地元産ホ

ップを使用したビールを製造する醸造所は着実に

増えつつある。 

では、ホップの生産はどのような主体が行って

おり、醸造所とはどのような関係にあるのだろう

か。全国の醸造所が開示している情報を整理した

ところ、①企業自体が栽培を行う、②地域外の契

約栽培を活用する、③地域内の農家との契約をす

る事例などがある。いずれにしても、①以外につ

いては、副原料の使用に比べて農業者との連携が

必要であり契約の形態も公的な性格をもつものと

なる。 

醸造所Ｄの事例 醸造所Ｄは一般社団法人が経営

する醸造所である。この法人では心身の不調によ

り就労が困難な人々に農作業を通じて社会復帰の

支援をする取り組みを行っている。2017年からビ

ールに使用するホップの栽培を本格的に開始した。

ホップに関するノウハウは東北でホップを栽培し

てきた農家の協力を得て学んできた。収穫したホ

ップを使ったビールを他地域の醸造所で委託醸造

をしてきたが、2022年から醸造免許を取得しビー

ルを製造販売している。 

大麦 ビールの醸造には通常、二条大麦を発芽さ

せ焙燥したモルトが主原料として使われる。小規

模醸造所で使用されるモルトはほぼすべてが輸入

されたものである。二条大麦の生産は国内でも行

われているものの、製麦（発芽・焙燥加工）を行

うことができる企業がごくわずかであること、輸

入品よりも非常に高コストにならざるをえないこ

とから、比較的経営規模が大きい醸造所のみが取

り組んでいるのが現状である。北海道十勝におい

ては複数のビール醸造所から委託を受け二条大麦

の契約栽培を行っている（窪田他 2020）。本研究

対象の醸造所のうち県産大麦の活用をした事例は

１つにとどまっている。 

醸造所Ｂの事例 醸造所Ｂが地元の大学農学部お

よび産業技術センターの研究に協力をするように

なったのは７年ほど前からのことである。一例と

しては、研究者が自然界から採取し単離・培養し

た酵母を使って醸造所でビールの製造を担当し、

研究者が酵母の特性を分析する。連携のきっかけ

は県の担当職員が兄の同級生で古くからの知人で

あったことであった。大学の依頼による委託醸造

は継続的に行っている。さらに、県の依頼で県産

の二条大麦を使ったビールを製造したことがある。 

６．仕事の分業による連携 

小規模醸造所では醸造や品質管理に直接関わる

仕事以外に多くの仕事がある。そのうちの一部を

地域住民と分業しつつ実践している醸造所がある。 

そのひとつが専門技能を必要とするデザインに

関わる仕事である。多品種少量生産の小規模醸造

所では頻繁に新たな商品が生み出される。そのた

め多くの醸造所はロゴやラベルのデザインをデザ

イナーに委託する。本研究の対象では４つの醸造

所が同じ地域のデザイナーに依頼をしていた。い

ずれも個人的な伝手によるものであるという。 

 販売する製品の商品名をつけることも、地域と

の連携を生む機会のひとつとなっている。醸造所

Ｃでは製品のブランド名を、大学生に依頼し県民

からの公募によって決定した。醸造所Ｂでは毎回

異なるビールを醸造しているためビールの名称は

顧客が決めているという。 

 小規模醸造所では醸造以外の軽作業を地域の

人々と連携しながら進めることができる。その一

例に出荷する製品へのラベル貼りがある。大手で

あれば機械化される工程であるが小規模醸造所で

は人の手によって作業が行われる。醸造所Ｃ、Ｄ

は障害者を支える団体に作業の一部を委託してい
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る。 

 この他に、醸造所Ｂの県にはクラフトビールの

消費や文化を振興するための協議会が設立されて

おり県内の醸造所が加盟している。同協議会では

イベントの開催や県の機関との連携を行うほか、

県の機関にビールの品質の分析を委託している。 

７．結論と考察 

本稿では小規模ビール醸造所が人材交流、主原

料、副原料、仕事の分業において、地域のさまざ

まな主体と結ぶ連携を具体的に記述してきた。本

稿で分析対象とした４つの醸造所で、連携の内容

や機序は多くの項目で類似していることがあきら

かとなった。 

  連携の対象は、同業者、顧客、農家、行政、研

究者、専門技術者、福祉団体など実に多様である。

本稿ではビール醸造所というモノを通じて協業を

している事実をうかびあがらせた。 

  連携の類型ごとに制度化の程度や組織化の水準

に違いがあることも確認できた。人材交流はイン

フォーマルなつながりや約束にもとづくものが多

いが参加者は同業者や愛好家に限定されている。

副原料を媒介した連携は近隣の人々と結ばれる傾

向があるが、団体や行政が委託醸造を依頼する場

合も多い。主原料である酵母を媒介した連携は、

大学や県の専門機関の研究者とともに行われてお

り、連携そのものが公的な性格を強くもったもの

になる。 

  興味深いのは、地元産の果実や酵母の活用にお

いては醸造所側以上に、相手側から連携が求めら

れ、かつ持続的な取り組みがされていることであ

る。醸造免許を取得した醸造施設というモノが存

在しているがゆえに、農業者、地域の団体、大学、

行政といった異質な組織からの連携が結ばれる。 

  これほど多様かつ密度の高い連携を、地域内で

結ぶようになることは、醸造家たちにとっても予

想外のことだった。醸造所Ａの醸造長はこの仕事

に就くまでは市内に農家があることも知らなかっ

たという。地域の人々とのつながりができるよう

になり「だんだんと」地域への愛着をもつように

なった。大学や行政の専門家と酵母に関する研究

を行った醸造所Ｂの醸造家は、この仕事についた

30歳前後には「そういう知り合いはまったくいな

かった」という。醸造所Ｃの醸造家は、長年にわ

たりコンビニエンスストアや飲食店など多くの事

業を経営してきた。彼はビール事業の特徴を次の

ように語る。 

ビールってね、いろんな人に対してアプロー

チしていく。農業の方もそうだし、障害を持っ

てる人もそうですし、地域活性って農産物だけ

活性するだけじゃなくって、人もみんな活性す

るんで地域活性になるわけですからね。 

他にはない地域内連携を生み出す特徴がビール

事業そのものにあるという考えがこの発言に端的

に表現されている。 

国内の小規模ビール醸造所が地域において再び

活気をとりもどしつつあるひとつの要因は、さま

ざまな主体との地域内連携が結ばれていることに

ある。地ビール時代に地域活性化の起爆剤として

期待された醸造所は、当時の期待とは異なるかた

ちで地域に根ざしている。 

  最後に本稿の課題と今後の展望について述べた

い。第１に、本研究の対象は醸造所であり醸造家

に焦点をおいた具体的事例の記述や考察は十分に

行われなかった。多種多様な連携がわずかな事例

から描けたのは長いキャリアをもつ醸造家を対象

にしたためであることは間違いない。研究の観察

単位を法人、醸造所、醸造家のどの水準に焦点を

あてるべきか、あるいはその複数の水準をふまえ

たうえで分析すべきかについて今後の研究をふま

えて検討を行うべきである。 

第２に、地域における連携が地域社会にもたら

す影響や効果については本稿で詳細に検討するこ

とはできなかった。人々のつながりや事業者によ

る連携が、地域社会の課題にどのような効果をも

たらすかは他の手法で検証する余地がある。 

第３に、本稿で取り上げることができた醸造所

はごくわずかであり、規模や地域性の多様性は乏

しい。とりわけ近年、新規参入の著しい東京都や

大阪府などの大都市における醸造所が対象となっ

ていないことは大きな課題であるといえよう。副
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原料の活用や大学・自治体との連携は地方都市と

大きく異なる結果となることが予想される。 

筆者は国内の小規模ビール醸造所に対する全数

調査を実施する予定である。量的調査を実施する

ことによって、醸造所が地域との間にどのような

連携を実践しているのかを把握できるだろう。そ

の準備として連携についてのタクソノミーをさら

に充実させていく必要がある。D. BertauxとM. 

Koli (1981）のいう飽和点に達するように、醸造

所へのインタビューを続けていくことにしたい。 

謝辞 本研究は大正大学学術研究助成金の成果の一部です。調査に協力いただいた方々に御礼申し上げます。
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地域を対象とするプロジェクト型学習の授業設計 

―社会の探究を通した学びと成長― 

長谷川 隼人
１

１
大正大学 総合学修支援機構DAC 専任講師 （「社会の探究」科目統括教員） 

（要旨） 総合学修支援機構DACは、教育と学修支援を融合したチュートリアル教育と様々

な資質・能力の育成を目指す統合型教養教育を導入している。本稿は、これらを活かし

た「地域」を対象とするプロジェクト型学習をベースとする授業設計を紹介する。本科

目は、プロジェクト学習を通して、様々な資質・能力を身につけながら学生の主体的な

意識を育むことを目指している。本稿では、授業設計や評価方法とともに、リフレクシ

ョンやアンケート調査などを分析して、実際に学生たちに見られた変化を提示する。 

キーワード: 地域戦略人材、初年次教育、リフレクション、協働的な学習、チュートリアル教育 

１．はじめに－社会の探究とは 

大正大学総合学修支援機構DACは、ユニバーサ

ル・アクセスと呼ばれる社会変化に対応して、高

校から大学への適応、そして大学から社会への円

滑な移行を図るために、１年生を対象とする必修

科目を開講している。本稿が扱う社会の探究は、

その一科目である。 

本科目の焦点は、その名称から社会の課題を探

究することに置いていると思われるかもしれない。

だが、社会は、何らかの課題があって成立してい

るわけではない。そもそも、社会とは、異なる価

値観をもった人間が多数集まり、相互行為によっ

て集団固有の秩序が形成される。したがって、本

科目は、まず、社会の根源となる自他の相互行為

を探究の対象として設定している。つまり、自分

と異なる価値観をもつ複数の他者との協働経験を

社会課題の探究をはじめるうえでの出発点として

位置づけているのである。 

この点に関連して、本科目では、「課題解決型学

習」ではなく、「プロジェクト型学習」（Project 

Based Learning：PBL）という呼び方を用いる。

両者は、ともに探究活動という点に相違はない。

しかし、前者が「複雑な現実の問題に対する探究

とその解決を中心に据えて集中して取り組む、体

験的な学び」（イリノイ数理アカデミー）という定

義に対して、後者が「現実世界に主体的に関わる

こと、もしくは個人として意味のあるプロジェク

トに取り組むことを支援する教育手法」（DBWorks）

と一般的に定義される。したがって、先に見た探

究の位置づけに適切な後者を用いる１）。 

また、現在、初等・中等教育課程では、「予測

困難な時代だからこそ、各人が持続可能な社会の

担い手として新たな価値を生み出していかねばな

らない」という認識のもと、総合的な探究の時間

が設けられている。一方、高等教育側は、こうし

た初等・中等教育が育成を図る資質・能力を念頭

において、アドミッション・ポリシーやディプロ

マ・ポリシーを設定して、カリキュラム編成をお

こなうことが課題とされている２）。 

後述するように、DACでは、初等・中等教育課程

と連続性のある資質・能力からなる教育目標を設

定している。そこで、本科目は、先に説明した探

究の概念を前提として、変動が激しい社会を生き
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抜くために必要となる「力」（資質・能力）を仲間

と協働しながら探究し、身につけることを授業の

目的として位置づけている。 

本稿は、以上の概念整理にもとづいて、社会の

探究の授業設計を紹介する。そのうえで、年間の

授業を通して学生たちにどのような変化が見られ

たのか、実際のリフレクションを取り上げながら

学修成果の検証結果を提示する。おわりに本稿の

タイトルである「地域を対象」とするプロジェク

トに対する学生たちの学修成果についても紹介を

したい。 

２．全学カリキュラムのなかの社会の探究 

大正大学は、初年次を対象とする教育（Ⅰ類科

目）の目標について、本学のディプロマ・ポリシ

ーを念頭に、９つの資質・能力の育成をかかげて

いる（主体的学修態度、知識理解・活用力、表現

力、課題探究・解決力、情報・データ活用力、対

人力、セルフマネジメント、チャレンジ精神、地

域密着力）。Ⅰ類は、以上の教育目標のもと、人間

の探究（２単位×３＝計６単位）、社会の探究（２

単位×３＝６単位）、自然の探究（２単位×３＝６

単位）、データサイエンス（１単位×６＝６単位）、

総合英語（１単位×３＝３単位）、リーダーシップ

Ⅰ（１単位）から構成される。なかでも、人間、

社会、自然の各探究科目は、１年生全員（約1300

名）を学科横断12クラス（70名から180名）に編成

し、共通パート教員１名、専門パート教員１名、

チューター１名から４名のチームで運営される。

また、1・2・4QT（クォーター）に開講され、全ク

ラス同一内容の共通パートとクラスごとのサブテ

ーマの内容で構成される専門パートから成り、各

クォーターに７コマずつ授業をおこなっている。 

社会の探究は、１年生を対象とする必修科目と

して、以下の「表－１」に示すように、社会創造

系学群と探究実証系学群の学部横断のクラス（６

クラス×２学群＝計 12クラス）で編成されて、延

べ 24名の教員と 22名のチューター（授業全体の

1 本学では、 「地域の人々と交流し地域の実情を理解して、

地域の人々と協力して、地域の課題を発見し、解決できる」と

運営・学修支援をおこなう常勤のコアチューター

を除く）によって運営される。 

後述するように、共通パートは、一部に PBL を

採用している。PBLは、「這い回る経験主義」とも

言われるように、得られる知識量も絶対的に足り

ず、学力が身につかないという批判がされること

もある。この点に対して、社会の探究では、専門

パートにおいて、社会に関わる専門テーマごとの

知識や専門的なモノの見方を教授するようによっ

て、両パートを補い合うことを試みている。 

なお、社会の探究では、Ⅰ類の教育目標のなか

でも、地域密着力の涵養を目指している。本学は、

「地域戦略人材」（多面的な性質をもつ地域の課題

解決に向けて異なる専門分野の多様な人材を統合

し調整する新しいリーダー）の育成を目指して、

2020年度に文部科学省「知識集約型社会を支える

人材育成事業」に採択された。これが示すように、

Ⅰ類の教育目標である地域密着力は、全学的な教

育目標の一環ともいえる。 

また、社会の探究が重視している「対人力」は、

「多様な人材を統合し調整する」という協働する

ためのリーダーシップを育てるうえでの基礎を整

える、という意義もある1。ゆえに、社会の探究は、

２年次以降の学融合ゼミなど学科専門教育（Ⅱ類

科目）、アントレプレナーシップ育成など後期共通

定義している。 

表－１ 2022年度の社会の探究のクラス編成 

学群 

開講日 

クラス名称 履修

者数 

教員

数 

チュー

ター数 

社会 

創造 

火曜 

1・２限 

共生社会 A 79 2 1 

超スマート社会 A 67 2 1 

近代を問い直す A 70 2 1 

社会の課題解決 A 75 2 1 

SNSと言語技術 A 66 2 1 

新共生論 A 167 2 4 

探究 

実証 

火曜

3・4限 

共生社会 B 128 2 2 

超スマート社会 B 180 2 3 

近代を問い直す B 129 2 2 

社会の課題解決 B 122 2 2 

SNSと言語技術 B 110 2 2 

新共生論 B 111 2 2 
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教育（Ⅲ類科目）への接続の起点に位置づけられ

る。 

３．成績評価方法及び授業構成 

（１） 科目の到達目標

社会の探究は、上述した全学的なカリキュラム

の一環であることを念頭に置きつつ、下記「表－

２」の資質・能力の育成に重点を置く到達目標（＝

成績評価の割合）を設定している。 

（２） 評価方法

ａ） 主体的学修態度 

社会の探究は、「自ら進んで学修し、さまざまな

学びや経験を統合して、自らの学びを深めること

ができる」という定義を念頭に、授業後に学生が

提出するリフレクションによって主体的学修態度

を評価している。提出に際しては、出席をしてい

ることは言うまでもないが、締切り期日を遵守す

ることをルールとしている。DACでは、このような

出席や課題を自己管理できることを「学びの基礎

体力」と捉えて、主体的学修態度の基盤として位

置づけている。そこで、チューターは、学修意欲

の維持・向上のために、授業後にポートフォリオ

に提出されるリフレクションにコメント返却を実

施している。また、教員は、毎回の授業において、

他学生の参考に供するために、深い気づきを言語

化しているリフレクションを紹介している。この

ように、教員とチューターは、授業内外で連携し

ながら、学生が主体的学修態度を身につけること

を支えている。 

b） 知識理解・活用力

知識理解・活用力について、本学では、「知識・

情報を的確に収集・活用して、事象を複眼的に考

察し、創造的な発想をすることができる」と定義

している。クラスごとのサブテーマの内容で構成

される専門パート（７コマ）では、各授業の専門

的テーマにもとづいて授業をおこない、テストや

レポートによって、学生の知識理解・活用力を評

価している。 

c） 課題探究・解決力、情報・データ活用力、対人力、

表現力

また、共通パートでは、アカデミックスキルや

ソーシャルスキルなどの「学びの技法」を修得す

る。それらを活かしつつ、仲間と協働しながら、

プロジェクトのテーマにそった課題の発見と解決

を探究する。そして、PowerPointを用いて、その

成果をグループで発表する。そして、こうしたプ

ロセスを記載したワークブックとプレゼンテーシ

ョンを総合的に評価する。なお、地域密着力は、

プロジェクトのテーマに織り込むことによって涵

養することを目指しているため、直接的な評価対

象とはしていない。 

（３） 共通パートの授業構成

2022年度の１QTでは、２QT以降のPBLの始動を念

頭において、学科・男女の混成６名１グループを

ベースにして、SDGs、若者と選挙といった基礎知

識、課題解決の思考法としてデザイン思考の基本

を学ぶとともに３）、出身地域紹介のスライド作成

によるPowerPointの基本操作の習得、図書館職員

と連携した図書館活用法の説明をおこなった。 

2QTでは、グループ単位でミニプロジェクトに取

り組んだ。テーマは、学園祭（鴨台祭）の「隠れ

た魅力」を発見して地域の人々がより魅力を感じ

るための解決案をプレゼンする、というものであ

る。ミニプロジェクトの狙いは、１a.大学の構成

員としての意識を養い、仲間と協働しながら課題

を発見・解決する姿勢を実践的に会得すること。

b.地域に開かれた学園祭というコンセプトを念頭

に学園祭を体験・観察することで大学周辺地域と

の連帯感を育むことにある。また、調査対象を大

学構内に制限することには、学生が一定期間に集

中的に周辺地域に繰り出すことによる「調査地被

表－２ 重視する資質・能力と QTごとの比重(%) 

Ⅰ類の教育目標 1QT ２QT ４QT 
主体的学修態度 35 35 35 
知識理解・活用力 30 30 30 
課題探究・解決力 20 15 15 
情報・データ活用力 5 5 ５ 
対人力 5 10 10 
表現力 5 ５ ５ 
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害」を抑制する含意もある。なお、並行して人権

問題の事例、Society5.0時代の労働・働き方、プ

レゼンテーションスキルを学ぶことで課題探究力

を磨き、表現力の向上を図った。そして、2QT最終

回では、クラス単位でプレゼン大会を実施して発

表の相互評価をおこなった。 

4QTでは、ファイナルプロジェクトに取り組む。

テーマは、豊島区内の隠れた魅力や問題を見つけ

て、課題を解決するために大学としてどのような

連携が可能なのか、具体的な企画を立案して大学

にプレゼンする、というものである。4QTでは、課

題探究力の深化とデータ活用力、そしてモチベー

ションを維持するために２点の工夫を取り入れて

いた。１点目は、授業の初回、元豊島区職員をゲ

ストスピーカーに招いて行政課題を学生向けに語

ってもらう機会を設けることである。２点目は、

最終のプレゼン大会を各クラスの予選を経た12ク

ラス代表によるコンペ方式として、最終審査を学

長・副学長に依頼することである。これら工夫に

よって、自らの取り組みが大学を拠点とする地域

の発展に関わるリアリティを持たせて、提案内容

の具体化、実現可能性、説得力のある調査などの

質の向上を促すとともに、仲間と協働しながら創

造的に活動する経験を積むことを目指した。 

４．学修成果の検証 

社会の探究の共通パートは、PBLをベースとする

授業設計と授業後の学生自身のリフレクションに

よる経験の言語化、学びの統合を通して、Ⅰ類の

教育目標の実現を目指している。本章では、その

学修成果の検証結果を記す。 

なお、知識理解・活用力については、クラスご

との専門パート担当教員によって独自のレポート

やテストが実施されているため、本章では取り扱

わない。 

（1） 主体的学修態度

社会の探究は、授業後に学生が提出するリフレ

クションを主体的学修態度の評価の指標としてい

る。基本的には、授業当日までに提出されたもの

に満点評価を与えている。ただ、締切りを過ぎた

成果物、著しく記述量が少ない等の学修した形跡

が見られない成果物については、適宜、減点をし

て教員やチューターより声がけや助言などをおこ

なっている。 

以上のグラフは、「超スマート社会Ｂ」（履修者

178名）クラスの提出週ごとのリフレクション記述

量の平均と中央値の推移を示している。また、折

れ線は、提出率を示しているが、出席が提出の条

件であることからほぼ出席率に近い（未提出者は、

チューターのフォローによって遅れても提出をお

こなっている）。また、以上のグラフからは、多く

の学生たちのリフレクションの記述量が増大して

いく傾向にあることが見えてくる。なお、このク

ラスでは、学修した形跡のないものは減点すると

注意はしているが、具体的な字数指定は課してい

ない。 

したがって、多くの学生は、出席や課題管理と

いった「学びの基礎体力」を身につけて、経験に

関する内省的観察や言語化（抽象的概念化）に取

組むことができるようになったと考えられる。 

例えば、ある学生は、「様々な科目でリフレクシ

ョンを書いてきて、この第４QTでは、文章を書く

スピードも速くなったし、内容もより濃いものを

書くことができるようになったと感じる。数をこ

なすことは何かを成長させるうえで一番効果的な

事なのかなと思った」（心理社会学部臨床心理学科

Ａさん）と感想を記している。 

そこで、実際、習慣化ができている学生のリフ

レクションの質がどのように変化しているのか以

下のサンプルでイメージを示していく。なお、分

記述量と提出率の推移（n=178） 
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析の観点として、報告（授業内容に対する自身の

感想）、計画（授業内容に合わせて自分自身がおこ

なうべき行動計画を記した記述）、解釈（授業内容

に対して自分なりに咀嚼を行い、自分なりの解釈

を加えたもの）、分析（これまでの自身の経験や授

業で学習したことと関連づけながら解釈している

もの）、応用（自分自身が取り組んだ活動への省察）

という観点からコーディングをおこなった４）。 

学生A（歴史学科文化財・考古学コース） 

通算記述量：9194字 提出率：95% 

１QT 第1週リフレクション設問（目標設定） 

計画:他者と協働して一つのものを作り上げるために、人

それぞれの関わり方、伝え方を習得したい。計画:また、対

個人への伝え方だけでなく、対大勢への伝え方(プレゼン

テーションなど)を見つめなおしたい（90字） 

1QT 第7週リフレクション設問（自己評価） 

報告:個人との関わり方」と「複数人への伝え方」の二つの

観点で評価すると、1クォーターという基盤段階として考

えれば上出来だったのではないだろうか。分析:まず対個

人で見ると、グループワークの中で一人ひとりの話を聞く

ときに、自然とそれぞれの話し方に合わせた相槌や補足を

したことはコミュニケーションの一歩として適していた

と評価できる。分析・計画:これからは、より個人の内面か

らの思考を引き出すために、自分発のアプローチを増やし

ていけるよう改善していきたい（211字） 

2QT 第1週リフレクション設問（目標設定） 

計画:グループの中で話し合いの内容を整理し記録する役

割を買ってでる、パワポ作成に力を入れる、話し合いが停

滞していたら話題を転換する、メンバーの発言について反

応を示し発展性を見つけるなど、グループワークにとって

潤滑油的な役割を担うこと。解釈・計画:身近な課題から解

決にあてる思考の方法を学び、自主的な学びの姿勢として

付け焼き刃のようではなく「実践力」として身につけてい

きたい（179字） 

2QT 第7週リフレクション設問（自己評価） 

報告:今回のグループワークではSDGsと社会、身の回りの

環境を考える機会、そして学祭の課題解決のためのプレゼ

ンテーションにおいて話し合いが多かった。 分析:その中

で自分は思いついたアイデアを話してみたり、議題の方向

性がバラついてきた頃にひとつにまとめる試みを果たし

たため、“潤滑油”のひとつになっていたと評価できる。 

応用:自己主張が強くなりがちな時もあったが、単なる「フ

ァシリテーター」ではなく自分らしいグループワークの進

め方の練習ともいえる（211字） 

４QT 第1週リフレクション設問（目標設定） 

報告:具体的で画期的なまちづくりの提案とは何かを考え

たい。解釈:人と共生してゆくうえで目指すべき着地点は、

社会と人との距離感はどこにあるのかを、地域の課題解決

プロジェクトを通じて考えたいと思った。計画:そのステ

ップとして、グループ内において「意見の伝え方(ただ意味

が伝わるというだけでなく、深い理解と印象に残る伝え方

とは何か？)」を模索したい。応用:自分の思考プロセスを

最適なものにしていくための「思考の言語化」を意識的に

行っていこうと思う（213字） 

4QT第7週リフレクション設問（自己評価） 

報告:グループ内で、自分の意見を相手にきちんと分かっ

てもらうということを通して、最終的にまちと人がどれく

らい近く(遠く)あるべきかを模索したい、という目標を立

てた。分析：結果としては、課題解決プロジェクトにおい

て自分ができる最大限の具体性をもたせた発表を考える

ことができたところは達成点といえる。分析：それを聞き

手にどう聞かせれば一番記憶に残り、この案について考え

てもらえるのかということを常に意識しながら一進一退

を繰り返していた。応用：よって、全体的には発表者とし

ての自分が目指す理想に一歩近づけたのではないだろう

か。報告：できなかった点については、やはりグループ内

での意思伝達だろう。分析：前回のグループと異なる相手

であり、当然グループ全体の性格も異なる。ゆえにいつも

と同じようなやり方では通用せず、「分かっていないこと

が分からない」状態に度々陥った。応用：これは自分が一

方的に言いたいことだけ言うという姿勢に問題があった

ので、適宜認識の共有をするということが重要になってく

るのだろう（423字） 

学生B(心理社会学部臨床心理学科) 

通算記述量：6812字 提出率：100% 

１QT 第1週リフレクション設問（目標設定） 

計画：グループの皆と積極的にコミュニケーションをとっ

て、協働する力の学びを深めたい（38字） 

１QT 第7週リフレクション設問（自己評価） 

報告：達成度は50％位である。理由としては協働の力を付

けたいといったがそれは2クォーターからが本番であると

思ったからだ。分析：しかしこの1クォーターでもグループ

ワークを通してメンバーと仲良くなったのでその分では

目標を達成したと言える（110字） 

２QT第1週（リフレクション設問（目標設定） 

計画・解釈：第２クォーターのミニプロジェクトで多くア

イデアを出すことはもちろん、そのアイデアを統合し、ブ

ラッシュアップして自分のチームの発表をより質の高い

ものにしていきたい。計画：せっかくやるなら自分の力を

学生 Aのコードの出現回数 

報告 計画 解釈 分析 応用 
１QT １ ３ ０ ２ ０ 
２QT １ ２ １ １ １ 
４QT ３ １ １ ３ ２ 
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発揮して成長につなげていきたい（109字） 

２QT第7週（リフレクション設問（自己評価） 

分析：アイデアを出すということでは達成できていると思

うが、それをブラッシュアップしてより良いものができた

かと問えばまだまだ力不足だったと思う。応用：しかし、

自分の力不足を自覚できたことは成長につなげられると

思った（100字） 

４QT第1週（リフレクション設問（目標設定） 

報告：普段は見過ごしてしまいそうな些細な問題にも焦点

を当て、グループで協力して解決できるよう、観察、コミ

ュニケーションに力を入れる。分析：また、私には社会で

通用する武器がないと感じるため、この授業で特に力を入

れる必要のあるプレゼンをさらに学んで、自分の武器にで

きればいいと考えている。計画：具体的な考えとしては、

専門パートの期間をプレゼンに関する動画、書籍を視聴し、

自分の興味があることを簡単にパワポを作って家族、友人

に発表するのを3回、一週間に１回やるようにする。計画：

その間にもプロジェクト発表の準備を怠らず、先ほど書い

たように観察、コミュニケーションを意識する（271字） 

４QT第7週（リフレクション設問（自己評価） 

報告：第1回のリフレクションで些細なことにも気付ける

課題発見力を身に着けることと、プロジェクトに貢献でき

る自分の武器を手に入れることをあげた。報告：自己評価

になるが今回のプロジェクトではその2つの目標は達成し

たと思う。分析：まず、課題発見力の面では普段では当た

り前だとスルーしてたであろう問題を深堀りして、本質的

な課題を見つけることができた。報告：自分の武器では、

スライド作成のスキルを身に着けることができた。応用：

ミニプロジェクトでは、私は自分がやるべきことは明確化

できず、気づけば終わってしまっていた。私の中ではそれ

が本当に気がかりで、次は必ず誰かの力になると強く思っ

ていた。分析：そして今回のプロジェクトで相手に伝わり

やすい表現などツールを利用して試行錯誤できるまでに

成長することができた。分析：予選では1位を取ることがで

きて同じグループの人にこのグループのスライドがダン

トツでよかったよと言われて、私だけで作ったスライドで

はないけれど、グループの役に立てたことを実感した（419

字） 

サンプルの学生Aは、累積文字数が示唆するよう

に、一年を通して授業へのエンゲージメントも高

い。学生Bは、２QTから４QTにかけてリフレクショ

3 この調査の詳細および結果は、PROGスコアともあわせ

ンの文字数が増えているように、エンゲージメン

トが高まった。いずれの学生のリフレクションも、

QTが進むごとに文字数が増加傾向にあり、分析的、

応用的な記述が増えて、質が充実していることが

見えてくる。もちろん、記述量の増大や質の深化

には、個人差がある。たとえば、超スマート社会

B（履修者178名）クラスの1人あたりのリフレクシ

ョンの累積記述量は、平均6,084字（提出率94%）

であるが、以下のような分布がみられる。 

このように、欠かさずに提出しているが記述量

が少ない学生群（赤枠Ａ）、習慣化ができておらず

記述量も少ない学生群(赤枠B）が存在している。

これら学生は、「自ら進んで学修していない」、「さ

まざまな学びや経験を統合できない」として成績

評価上、減点される。リフレクションが低調な学

生には、授業に対するエンゲージメントが低いこ

と、言語化が苦手であることなど様々な要因が考

えられる。こうした学生群へのアプローチは、学

修支援を含む初年次教育の課題である。 

（2） 対人力

社会の探究では、４QT1週に全履修生を対象に対

人コミュニュケーションに関する意識調査を実施

した。調査は、Formsを利用して、63項目の質問に

４件法で回答を求めた。回答率は、89%であった3。 

結果として、学部学科ごとの傾向に若干の違い

はみられるものの、a.学生が場面別にみると初対

面積極性(平均値2.04)やグループワークでの発言

を困難と考えていること(平均値2.28)、b.表現力

て別の機会に公表を予定している。 

リフレクションの累積記述量と提出率（n=178） 
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報告 計画 解釈 分析 応用 
１QT １ １ ０ １ ０ 
２QT ０ ２ １ １ １ 
４QT ４ ２ ０ ３ １ 

38



(平均値2.55)や自己主張（平均値2.40）を苦手と

認識していること、c.他者目線を気にする(平均値

2.83)やシャイネス（平均値2.81)といった心的特

性が見られる傾向が見られた。このように対人コ

ミュニケーションに何らかの苦手意識を持ってい

るのが平均的ということになる。 

学生は、４QT1週目から新たなグループでプロジ

ェクトに取り組み、最終週でグループ単位のプレ

ゼンテーション（最終発表会）を実施した。４QT

の最終授業終了後、学生たちにグループワークに

対する関わりについて、各項目について五段階の

自己評価をしてもらった。回答率は、85.3%（1099

人）であった。 

以下のレーダーチャートが示すように、学生の

平均は、いずれの項目も「できた」（評価３）を

超えている。だが、本稿は、以上の結果をもって

学生たちが短期間で対人コミュニケーションスキ

ルを向上させたとは考えていない。例えば、傾聴

については、ほぼすべての学生が「よくできた」

という評価が突出しているが、グループワークを

観察してきた所感であるが、受動的態度と混同し

ている者も少なからずいると思われる。また、上

記の評価からは、場づくりや合意形成のようなフ

ァシリテーションのスキルに難しさを感じていた

ことも見えてくる。 

ただし、本稿では、学生たち自身が対人コミュ

ニケーションに苦手意識を持ちつつも、最終的に

グループワークへの自己の取組みに肯定的な評価

を多く見られた点に注目している。つまり、学生

たちのグループワークに関する達成経験を学修成

果の一つとして重視しているのである。達成経験

は、自己効力を高めて、次の機会に挑戦しようと

するモチベーションを高めることに寄与するとい

われる５）。こうした理由から、学生たちは、グル

ープワークにおける基本的な作法を学ぶとともに、

多様な気づきと達成経験を獲得することによって、

今後の対人コミュケーションを磨く機会へと活か

す基礎がつくられると考えている。 

実際、以下のグラフに示すように学群を問わず、

８割弱の学生は、４月からグループワークを繰り

返すことで初対面の人に対するコミュニケーショ

ン力が成長していると感じている。また、次章で

詳述するように、多くの学生たちがグループワー

クを経験することで対人コミュニュケーションに

ついての多様な気づきや自身の成長実感を抱いて

いることがみえてくる。 

なお、対人力育成の大きな課題は、授業への出

席を含めて、グループワークそのものに非協力的

ないし不参加であった学生への対応である。グル

ープワーク自己評価の回答が1099人にとどまって

いるように、15%近くの学生が未回答である。この

なかには、学修意欲の低くグループワークに非協

力的な学生も含まれている。 

このような学生をグループワークにどう巻き込

むのかは、教員やチューターが第一義的な役割を

負っている。例えば、フリーライドをする学生に

は、チューターによる面談などを実施し、教員も

グループワーク自己評価の平均値（n =1099） 

3.97

3.92

4.29
3.95

3.81

4.06

協力的に関わることが

できたか？

調べたことや考えたこ

とをまとめることに貢

献できたか？

メンバーの意見に耳を

傾けて尊重することが

できたか？

チームメンバーと十分

に話し合って合意形

成することができた…

メンバーが話しやすい

場づくりに貢献できた

か？

チーム内で自身の考

えを発言できたか？

4 月の時点から初対面の人に対するコミュニケーション

「力」の成長実感していますか？（n =1099） 

14

22

97

162

182

230

169

223

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会創造系

探究実証系

まったく成長していない 少しは成長した

だいぶ成長した 大いに成長した
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成績評価に反映させてきた4。だが、マンパワーに

も限界があるため、より公平にパフォーマンスを

評価できる仕組みづくりを検討する必要がある。 

（3） 情報・データ活用力、表現力

社会の探究では、プロジェクトの成果を表現す

るためのPowerPointの操作スキルを情報・データ

活用力、プレゼンテーションのスキルを表現力と

位置づけている。 

ａ） 情報・データ活用力 

社会の探究は、資料検索法とともに情報を

PowerPointにまとめることを通して、情報・デー

タ活用力の育成を図っている。そこで、PowerPoint

の17項目の基礎スキルの修得レベルについて、４

QT第10回授業時に３件法で自己チェック、５件法

で成長実感を調査した。回答率は、89％であった。 

この調査の結果、１年を通して学生たちが

PowerPointを活用して情報やデータの表現ができ

るようになったのかわかった。まず、約４割弱の

学生は、入学時点でPowerPointの基礎スキルが未

修得状況にあった。一方、未修得の学生は、４QT

中盤の段階において、約2割（18～22％）まで縮減

した。このように、多くの学生は、１年を通して

PowerPointの基礎スキルの修得に成長実感をいだ

いている。これは、社会の探究に限らず、学部の

基礎ゼミなど様々な機会でPowerPointを実際に使

用する機会が多かったことも反映している。 

また、基礎スキルの自己チェックを通して、多

くの学生は、スライドを作成してスライドショー

を実行するという基本的な作業は問題ないことが

わかった。だたし、スライドマスター、図解化に

よる表現の機会、データを用いたグラフや表を使

用する機会が少ないこと、またノート機能を利用

してこなかったことがわかった。したがって、４

QT後半の共通パートでは、これら機能の説明を授

業にとりいれることで、スキルを補うことに努め

4 ただし、「要配慮願い」が提出されてグループワークへ

の参加が難しいと判断した学生は、各クラスの担当教員

た。 

b） 表現力

本学では、表現力を「読者や聴衆、状況や場面

に即して適切な手段を用いて、分かりやすくかつ

説得力のある表現をすることができる」と定義し

ている。社会の探究では、PowerPointを用いたプ

レゼンテーションの機会を通して、表現力の育成

を試みている。まず、入学までにプレゼンテーシ

ョンを経験した学生は、全受講者の約７割であっ

た。 

とはいえ、経験者であっても、プレゼンテーシ

ョンの基本的なスキルの修得できているわけでは

ない。そもそも、先に対人コミュニケーションに

何らかの苦手意識を持っているのが平均的と言及

したように、多人数の前で話すという行為に慣れ

ていない学生が大半である。実際、およそ５割超

の学生は、聴衆のなかでプレゼンテーションをす

ることに苦手意識を抱いている。 

が別課題を提示するなど合理的配慮をおこなっている。 

PowerPoint基礎スキルの修得の変化（n =1099） 

55

190

183

228

427

336

358

299

124

94

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４QT中盤

入学時

全くできていない できていない
おそらくできている できている
しっかりできている

入学までのプレゼンテーション経験（人数） 

758 326

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった なかった
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以上の状況のもと、社会の探究は、プレゼンテ

ーションの基本要素を、①内容、②話し方、③プ

レゼン進行、④その他に分類して、あらためて学

生たちに解説をおこなった。そのうえで、実際の

プレゼンテーションを終えた後、評価観点は、下

記のレーダーチャートの評価観点にそって、参照

５段階で自己評価および相互評価してもらった。 

学生たちは、自己評価・他者評価には、次のよ

うな特徴がある。まず、５段階中３以上を評定し

ているように、「できている」と評価をしている点

である。学群代表チームは、各６クラスから選抜

されたチームのため、学生同士の良い見本といえ

る。 

したがって、自己評価（自チーム）よりもいず

れの項目も高い評価となっている。次に、自己・

他者を問わず、②話し方、③進行（特に聴衆を飽

きさせない工夫や聞き手の目線を向ける）という

点において、やや低い評価となっている。これは、

学生たちが「分かりやすく」伝えることの重要性

を意識できていることを示唆しいている。 

なお、上記の評価とは別に、４QT終了後の学生

たちのプレゼンテーションスキルについても調査

した。その結果、65%近くが身についたと感じて

いることがわかった。 

特に身についたと感じているのは、わかりやす

いスライドの構成法やPowerPointツールの使い

方、聞き手を意識した話し方などであった。一

方、多くの学生が今後の課題としてあげていたの

は、聞き手を「飽きさせない工夫」、「メリハリの

ある話し方」であった。 

以上の成長実感とともに、自身の課題と解決策

について学生たちに書いてもらった。学生のコメ

トンは、「たくさんプレゼンをしていくのが一番

王道で効果のある方法」という記入に代表される

ように、経験を積んでいくこと、緊張感による早

口を緩和するための事前練習、スライドなどの事

前準備をしっかりとすることなどがあげられた。

これらコメントからは、リハーサルや事前準備を

入念にせず、当日に上手く行かなったケースが多

かったことが推察できる。自身の取組みに対する

内省的省察に見られるように、失敗経験も、今後

につながる学びになったと考える。また、上記し

たように、②と③の評価観点を意識できるように

なったことは、学生が表現力をさらに磨いていく

視座を獲得できたという点で学修成果といえる。 

入学時と比較したプレゼンテーションスキル（n=1084） 

0.55%

6.09%

27.12% 46.49% 19.74%

全く身についていない あまり身についてない

どちらともえいない 身についた

たくさん身についた

プレゼンテーション他者評価の平均値（n =1122） 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

③進行

②話し方

①内容

探究実証系学群学群代表チーム平均

社会創造系学群代表チーム平均

聴衆のなかでのプレゼンテーション（n=1084） 

24% 26% 26% 17% 7%

苦手 やや苦手
どちらともいえない やや得意
得意

プレゼンテーション自己評価の平均値（n =1099） 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

④その他

③プレゼン進行

②話し方

①内容

41



（４） 課題探究・解決力

本学では、課題探究・解決力を「自ら『問い』

を発して探究するとともに、課題策を重層的に構

想し、現実的に解決することができる」と定義し

ている。社会の探究では、２QTおよび４QTにプロ

ジェクトを設定することで、仲間と協働して、「問

い」を見つけて課題を設定し、具体的な解決策を

企画案としてまとめさせる、というプロセスを経

験的に学ぶことを期待している（当然ながら、課

題探究・解決力は、本授業のみで飛躍的に身につ

くものではなく、Ⅰ類科目のなかではレポートラ

イティングを扱う「自然の探究」の重点的な育成

目標である）。 

 ４QT終了後、学生たちには、プロジェクトに対

して５段階の自己評価をしてもらった。以下のグ

ラフが示すように、学生たちの平均は、学群を問

わず、「問い」（地域の隠れた魅力や問題の発見）

を見つけること、「問い」を解決するために考える

ことに対して高い評価をしていることがわかる。 

 他方、学生たちには、4月の時点からグループ

ワークを通して、どの程度の成長（変化）を実感

しているのか、４件法（４：大いに成長した、

３：だいぶ成長した、２：少しは成功した、１：

まったく成長はない）のアンケート調査をおこな

った。その結果は、以下のグラフに示される。 

 以上のグラフから、グループワークを通して学

生たちにとって深い学びとなったのは、仲間と協

働する力にあったことがわかる。この傾向は、先

に示したように、８割弱の学生が初対面の人に対

するコミュニケーション力が成長していると感じ

ている点とも重なる。と同時に、仲間と協働する

ために、授業時間外の打ち合わせや作業分担など

プロジェクトをマネジメントするという点におい

て、大きな苦労や悩みがあったことという点もみ

えてくる。 

 以上の結果は、本稿の「はじめに」で記したよ

うに、本授業の目的の実現にそったものと考える。

繰り返しになるが、社会の探究は、自分と異なる

価値観をもつ複数の他者との協働を深く考えるこ

とに焦点をあてている。そして、授業を通した経

験をリフレクション（内省的観察）の対象として

言語化（抽象的概念化）を続けることによって、

自他を包摂する「社会」に主体的に関わり、探究

活動をはじめるうえでの出発点となる、と位置づ

けているからである。 

５．おわりに－協働による学び 

 では、学生たちには、仲間と協働するプロジェ

クトを通して、実際にどのような変化がみられた

のか。おわりに、「プロジェクトを通して大学及

び地域（豊島区）に対するイメージにどのような

変化がありましたか？」という問いに対する学生

プロジェクトの自己評価の平均値（n=1084） 
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プロジェクトのテーマに
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善・解決に向けて考察す

ることはできましたか？

地域の魅力や問題を発見
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グループワークを通した成長実感（n=1084） 
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42



たちの代表的なコメントを紹介したい。 

大正大学や豊島区が互いに連携し合いながら様々な取

り組みを行っていることは何となく知っていたものの、具

体的な取り組みの内容や、その取り組みの網からこぼれた

課題についてはあまり意識したことがありませんでした。

しかし、大正大学や豊島区について改めて調べていく中で、

『この取り組みはどんな意味があるんだろう？』『この取

り組みにはどんなことが必要なのだろう？』、『この取り組

みから見えてくる課題は何だろう？』といったことを考え

るうちに、実は大正大学も豊島区も、まだまだ探究できる

ことで満ちているのだなと思うことができました（超スマ

ート社会B） 

東京23区の中に含まれており、大都市というイメージで

あったが、意外にも消滅可能性都市に選ばれていたりと問

題があるのだなと思いました。ただ、魅力がたくさんある

ので、解決していけると思いました。プロジェクトを通し

て、豊島区のことをたくさん知り、愛着が持てるようにな

ったので良かったです。都会な場所というイメージでした

が、古き良き建物や緑がたくさんあって落ち着ける場所で

もあるなとイメージが変化したのも、このプロジェクトを

通して、気づいた点でもあるので、やって良かったと思い

ました（近代を問い直すB） 

大学：初めは大正大学の魅力について分からずにいた。

しかし、鴨台祭を通して生徒たちが主体となり取り組んで

おりこれこそが大正大学の魅力につながっていくと思っ

た。実際に鴨台祭に実行委員として参加したが、来場者の

人たちが楽しそうに参加しておりとても良かった。地域：

豊島区は池袋があり若者の街だと思っていたが、巣鴨など

高齢者や単身世帯が多く、消滅可能都市になっていること

を知りイメージが変わった。しかし調べていくうちに、脱

却に向けて動いていることも同時に分かった（新共生論A） 

自分が板橋区に住んでいたり、高校が豊島区だったり、

祖母が巣鴨に連れてってくれたりしたので豊島区自体は

知っていました。だからこそ知名度がないことに驚きまし

たが、思い返してみると豊島区の観光地やイベントについ

て知らないことに気づきました。調べていく中でPRをして

いても気づいてもらえないのだと思いました。すぐに多く

の人に知られるのは難しいかもしれませんが、このような

場によって生徒の気持ちが変わり豊島区が変わればいい

なと思いました（社会の課題解決B）。 

 以上は、特に記述量の多い回答である。もちろ

ん、全体的にも「何もない町というイメージから

いろいろな可能性がある町というイメージに変わ

った」、「豊島区は池袋だけではなく、巣鴨にも魅

力があることがわかった」、「高齢者が多いとされ

ている巣鴨にも隠れた魅力が沢山ある」、「豊島区

は魅力的な場所が多くもっと知られるべきだと感

じた」などの趣旨のコメントが多くみられた。こ

のように、今回のプロジェクト学習を通して、多

くの学生は自ら属する大学や周辺地域への「まな

ざし」が変化したと考えられる。そして、主体的

な学修経験は、「社会」（大学や地域）を外側から

眺めるのではなく、その内側に入り込み、自らも

その一員であるという意識を育むうえでのきっか

けを提供することができたのではないかと考えて

いる。 

付記 

本稿の執筆の際に利用したデータは、「社会の

探究」のご担当の先生方に収集のご協力をいただ

きました。また、共通パートの統括教員である中

島紀子先生より様々なご助言をいただきました。

この場を借りて深くお礼を申し上げます。 
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気候危機下の大規模水害対策 

緒に就いた広域避難、流域治水への取り組み 

河野 博子１ 
１
大正大学 地域構想研究所 客員教授 （防災減災プロジェクト） 

（要旨） 化石燃料の大量使用などの人間活動が引き起こした気候変動の影響が深刻さ

を増している。日本列島では、極端な降水に伴う洪水や土砂災害が頻発するようになっ

た。20世紀後半に主要河川の堤防整備などハード対策が進んだことで、水害対策は効果

を上げた。しかし、21世紀に入り、従来の対策の限界が明らかになり、大規模水害が起

きる恐れや備えの必要性が指摘された。東京東部低地帯の自治体は広域避難という課題

を掲げて動き始めた。台風の通過に伴い広い範囲で同時多発的に発生した水害やコロナ

禍を経て、広域避難対策は変更されつつ進められている。国が打ち出した流域治水政策

はキャンペーン段階にあり、土地の形状や自然を利用した政策展開が今後求められる。 

キーワード: 大雨、タイムライン、マイ・タイムライン、広域避難、流域治水 

１．気候変動と雨 

（１） IPCC報告にみる降水の異常

気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル

（Intergovernmental Panel on Climate Change）

は世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）に

より1988年に設立された組織で、195の国・地域が

参加する。IPCC自体が科学研究を行うわけではな

いが、各国の政府から推薦された科学者が世界の

学術論文や研究報告などの文献を集めて分析・評

価し、各国政府の政策決定を支える基礎資料や選

択肢を提供する。５～７年ごとに評価報告書を出

すほか、特別報告書なども作成する。 

過去に例を見ない雨の降り方が見られるように

なったことは、1990年代から世界中の人々が指摘

してきた。これを「極端現象」（Extreme Events）

または「極端な気象現象」と呼び、クローズアッ

プしたのは、「1.5℃特別報告書」である。 

パリ協定を採択した国連気候変動枠組み条約第

21回締約国会議（COP21）は、IPCCに対して産業革

命前の水準に比べて気温が1.5℃上昇した場合の

影響などについて特別報告書をまとめるよう要請

することを決定。これを受けてIPCCが作成した特

別報告書は2018年10月に公表された。 

報告書には、強い降水現象の頻度、強度、降水

量が増加している地域が減少している地域より多

いこと、一部地域においては、洪水の頻度および

極端に多い河川流量が増加していることが盛り込

まれた。また、産業革命前の世界の平均気温が

「1.5℃」上昇する場合と、「２℃」上昇する場合

を比較し、1.5℃上昇では「洪水による影響を受け

る人口が100％増加する」のに対し、２℃上昇では

「170％上昇する」など上昇幅を1.5℃に抑えるこ

とのメリットを明らかにした。（参考文献１） 

2021～2022年に順次部会報告が公表された第6

次評価では、さらに精緻な分析が行われた。2021

年８月に公表された第１作業部会報告書の11章と、

2022年２月に報告された第２作業部会報告書の４

章から、注目するべきポイントを紹介する。 

まず、第１作業部会報告書11章は、地球の平均

気温の上昇がどのように水循環の変化に影響し、

それが洪水、干ばつを引き起こすのかについて記
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載しいる。空気には、気温が高くなるほど水蒸気

を多く含む性質がある。１℃上昇すると大気中の

水蒸気量は７％増加する。気温が高くなると水蒸

気が大気中にため込まれる時間が長くなり、降水

の回数が減る一方、一度の大雨がもたらす降水量

は多くなることが示されている。（参考文献２） 

第２作業部会報告書４章では、世界の観測点の

うち、年最大日降水量が有意に増加している場所

に住むのは7億900万人としている。7億900万人は、

地球の人口80億人のうち１割弱にあたる。たまた

ま観測点がある場所をベースにしているので、実

際にはこれよりはるかに多い人々が昔よりも強い

雨を経験していることになる。世界中、そして日

本で普通の人々が感じていることが、科学的な調

査で裏付けられた格好だ。（参考文献３） 

（2） 大雨の発生頻度が増加する日本

気象庁はホームページで「大雨や猛暑日など（極

端現象）のこれまでの変化」をデータとともに示

している。 

2023年１月24日、ここに2022年のデータを追加

し、極端な大雨のこれまでの変化を明らかにした。

同日の報道発表は、「1980年頃と比較して、最近の

10年間はおおむね２倍程度に大雨の発生頻度は増

加しています」と記した。（参考文献４） 

表－１は、全国の１時間降水量が50mm以上、80mm

以上、100mm以上の雨について、1976～85年の10年

間と、2013～22年の最近10年間における平均年間

発生件数を比較した。１時間降水量が50mm以上の

場合は1.45倍、80mm以上の場合は1.78倍、100mm以

上は２倍と、より強度の強い雨ほど頻度の増加率

が大きくなっている。 

表―１ 強い雨ほど増加率が高くなっている 

（気象庁2023年1月24日発表のデータから作成） 

１時間降水量 
平均年間発生件数 

1976～1985 年 2013～2022年 

50mm以上 約 226回 約 328回 

80mm以上 約 14回 約 25回 

100mm以上 約 2.2回 約 4.4回 

２．大規模水害の想定と対策 

（1） 政府、調査検討を開始

IPCCの報告が示した極端な降水は、世界中で大

規模な水害をもたらした。なかでも2005年に米国

南部を襲ったハリケーン・カトリーナによる洪水

と浸水被害の惨状は、日本の防災関係者に衝撃を

与えた。 

翌2006年８月、内閣府は中央防災会議に「大規

模水害対策に関する専門調査会」を設け、被害想

定をめぐる調査や対策の検討をスタートさせた。 

８月29日に開かれた第１回会合では、出席した

18人の専門委員から活発な意見がだされた。そこ

で示された様々な指摘は、現在の課題につながる

もので、興味深い。「地震との複合災害を想定して

備えるべきである」「一般に水害への関心が低く

なっており、情報提供や啓発が重要である」「街

づくりや都市のあり方を再考する必要がある」な

どだが、特に強調されたのが、避難の重要性だっ

た。また、「戦後の水害が相次いだ時と比べ、自然

条件も社会条件も変わった」として、高齢化の進

展や、地下街の発達、停電時に弱みとなる電化製

品の普及などが挙げられ、検討されるべき課題の

広がりが認識された。（参考文献５） 

（2） 広域避難対策が打ち出される

大規模水害に関する専門調査会は20回の会合を

重ね、2010年４月に報告をまとめた。(参考文献６) 

報告では、被害想定についての検討により、浸

水深が５m以上と、浸水の深さが３階以上に達する

地域が生じ、こうした地域では避難しない場合に

死者の発生率が高くなることが示された。避難率

０％の場合、利根川氾濫による死者数は最大約

6300人、荒川氾濫では最大3500人とはじき出して

いる。 

その結果、実施すべき対策として第一に掲げら

れたのが、「適時・的確な避難の実現による被害軽

減」であり、真っ先に「広域避難対策の強化」が

うたわれた。 

対策についての説明の前に、基本的な考え方が

示されたが、「広域避難」は新しい課題であるだけ

に、「国による主導のもと、大規模水害に対する社
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会全体の意識啓発を促し、地方公共団体、民間企

業、住民等のあらゆる関係主体が相互に連携して

総力をあげて取り組む必要がある」とした。 

 

（3） タイムラインという考え方 

 タイムラインとは、いつ、だれ（どの機関・組織）

が、何をするのかを、時系列で示した事前行動計

画のこと。2012年10月、米ニューヨーク地域に襲

来したハリケーン・サンディについて、翌2013年

２月から３月にかけ、政府と防災関連学会が行っ

た現地調査がきっかけとなり、日本に導入された。 

 現地調査団のメンバーの一人、関克己・公益財

団法人河川財団理事長によると、ニュージャージ

ー州危機管理局を訪ねた時、「ハリケーン・カト

リーナの状況を見て危機感を抱き、タイムライン

の作成にかかった。まだドラフト（案）の段階だ

ったが、ハリケーン・サンディへの対応に大変役

立った」と説明を受けた。ニューヨーク州も同様

の備えをしていた。 

 そもそも、現地調査を実施した背景には、被災

後の復旧のスピードに日本の関係者が驚いた、と

いうことがあった。関理事長は振り返る。「ハリ

ケーン・サンディでは、ニューヨークのマンハッ

タン島の南半分が水没したんです。日本で見てい

ると、復旧がえらく早いんですよ。日本では例え

ばメトロが水没して一週間で動き出すなんて考え

られないじゃないですか。ニューヨークの地下鉄

は、もう水がひいたらどんどん動き出し、一週間

くらいで相当復旧しているんですよ」1 

 タイムラインは、復旧のスピードが速かったと

いう「謎」を解く鍵の一つだったといえる。 

 現地調査団は2013年10月、最終報告書をまとめ、

これを受けて国土交通省は2014年１月、「水災害に

関する防災・減災対策本部」を設置。モデルケー

スとして、東京の荒川下流域の洪水を想定し、国、

都、区、警察、消防、鉄道会社、企業、住民団体

などが同じテーブルにつき、タイムラインづくり

に取り組んだ。 

 

 

1 2023 年 1 月 11 日、河野による聞き取り取材 

（4） マイ・タイムライン 

 タイムラインが行政の様々な機関、鉄道やバス

会社、企業、住民団体などの間であらかじめ決め

ておく事前行動計画であるのに対し、マイ・タイ

ムラインは、各家庭や個人の事前行動計画。いつ、

だれが、何をするべきかを、発災時点から遡った

時系列で書き出しておく。 

 例えば、川の氾濫が予想される１日前、大雨警

報や洪水警報が出された時点で避難の際に持って

いくものを準備する、半日前に携帯電話の充電、

避難場所などを確認する、住んでいるところと上

流の雨量を調べはじめる、など。 

 これは、2015年９月に起きた鬼怒川大水害の被

災地の常総市、国土交通省下館河川事務所、市内

の二つのモデル地区住民が、額を寄せ合い、生み

出したものだ。(参考文献７) 

「逃げキッド」という名前のマイ・タイムライ

ン検討ツールも作られた（図―１）。子供（キッ

ド）にも作成してもらいたい、という思いと、こ

の地域の言葉で「逃げるぞ！」を意味する「逃げ

キッド」をかけて、命名された。マイ・タイムラ

インは、常総市内の小中学校で作成されているほ

か、茨城県内や近隣の埼玉県などに作成の取り組

みが広がっている。 

 
 図－１ 子供を含め家族で作成できるよう工夫されたツール 
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3．広域避難という難題 

 

（1） 首都圏低地帯の危機感 

国の中央では、2006年に大規模水害を想定した

検討が始まり、2010年に大規模水害対策に関する

専門調査会が報告をまとめ、「広域避難対策の強

化」がうたわれた。しかしこの時点では、都道府

県や市区町村の防災対策において大規模水害、広

域避難の影は薄かった。 

海抜ゼロメートル地帯を抱える自治体は例外だ

った。東京・江戸川区は土地の7割が海抜ゼロメー

トル地帯である。高度経済成長時代に工業用水確

保のための地下水汲み上げや天然ガス採取による

地盤沈下が起きたからだ。江戸川区は2008年の水

害ハザードマップ第１号から広域避難を呼びかけ

ている。当時、土木部長兼危機管理監だった土屋

信行氏（公益財団法人・リバーフロント研究所技

術審議役）は、「そのころは、東京都に相談しても、

内閣府の方に相談しても、『それはまあ、自治体間

協力でやってください』、というだけで都も国も積

極的に関与してくれるという姿勢ではなかった」

と話した。2 

その後、全世界的に気候の「極端現象」が起き、

豪雨災害も頻発するなかで、状況は変わった。2015

年の水防法改正により、区市町村は「想定しうる

最大規模の洪水」を念頭に浸水想定区域を拡充し

て公表しなければいけなくなった。巨大台風によ

る東京湾の高潮や豪雨による河川の氾濫を心配す

るのは江戸川区だけではなくなった。 

2018年５月、江東5区（墨田、江東、江戸川、葛

飾、足立区）は大規模水害ハザードマップを公表

した（図－２）。江東5区で自宅が浸水地区となる

のは約250万人、このうち2週間以上水が引かない

地域に住むのは約100万人、と推計。「あなたと家

族を守るためにより安全な広域避難」を打ち出し、

大規模水害に見舞われる72時間前に情報を発表す

るので遠くへ避難してほしい、と呼びかけた。 

 

（2） 国と都の検討本格化するも新たな課題が浮上 

江東５区の動きを受け、2018年６月、内閣府と

2 2021 年 3 月 3 日、河野の取材による 

東京都による「首都圏における大規模水害広域検

討会」が発足し、広域避難への道筋をつける検討

が始まった。 

ところが、2019年10月の台風19号により、新た

な課題が明らかになり、検討は一時、暗礁に乗り

上げた。 

2019年の台風19号は、10月12日19時前に大型で

強い勢力（中心気圧は955ヘクトパスカル）で伊豆

半島に上陸した後、関東地方を通過し、広い範囲

に大雨や暴風をもたらした。関東・東北地方を中

心に計140か所で堤防が決壊、河川が氾濫し、国が

管理する河川だけでも浸水地域の面積は約２万

5000ヘクタールに及んだ。 

広域避難との関連では、これまで想定していな

かった課題が明らかになった。①広範囲で同時多

発的に水害が発生し、想定していた広域避難先も

深刻な事態に陥り、避難を受け入れるどころでは

なくなる可能性がある②移動手段として頼りの鉄

道会社が早々と運休し、移動が難しくなる―など

だ。 

 

図－２ 江東5区のハザードマップのパンフレット 

 

（3） 広域避難の方針が修正され、作業が進行中 

 台風19号の後、内閣府と東京都は様々な想定を

修正し直し、広域避難の方針を修正した。2021年

２月、親戚や知人を頼って広域避難できる人たち

は約154万人、浸水区域にある地元の公共施設の高

層階などに避難できる人たちは約23万人とし、公

的に確保された避難先が必要な人数は約74万人と

絞り込んだ。同年６月、首都圏における大規模水

害広域避難検討会の第６回会合で、「大規模水害時
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における住民避難の考え方と今後の取組方針につ

いて～荒川下流域を中心とした地域における検討

～」として示した。 

新型コロナの感染拡大も大規模水害時の避難方

針に影響を与えた。人と人の間に距離をとる必要

があり、避難所の収容人数は少なくなる。また、

障害があるなど「避難行動要支援者」の個別避難

計画を作成中の自治体は、遠くに避難するのが難

しいケースが目立つことに気づいた。 

現在、ほとんどの区市町は「浸水区域外の知人

や親せきを頼る」「ホテルを確保して独自に避難

する」「自宅がマンションの高層階にある場合は

食料、水の確保や電気ガス水道の停止に備えたう

えで自宅にとどまる」などの方策を推奨している。 

とはいえ、公的に確保された避難先は必要であ

る。絞り込んだ数であっても74万人分を用意しな

くてはいけない。 

東京都は国立オリンピック青少年センター（渋

谷区代々木）の管理法人との「広域避難先として

の施設利用に関する包括協定」を第１号に、民間

企業や第３セクターのビルを対象に避難先の確保

を進めている。また、大学や教育施設にも協力を

呼びかけようとの葛飾区の発案を受け、大学に対

する協力要請も進んでいる。 

 

4．流域治水 

 

気候変動が深刻化するに伴い、未曾有の豪雨が

頻発する事態に対応した水害対策の変遷を概観し

た。これまで進めてきた堤防強化などのハード対

策に加え、避難というソフト対策の重要性が増し

ている。ただ、気候変動に伴う極端現象には、ハ

ード＋ソフト対策だけでは追いつけない。そこで

最近、土地利用という観点がクローズアップされ

ている。 

2021年11月、流域治水関連法（正式名称は、「特

定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法

律」）が施行された。特定都市河川に指定されると、

その流域で河川の氾濫を防ぐ対策をとりやすくな

る。例えば、田畑には雨を吸収し、貯める機能が

あるが、宅地化したり、舗装した資材置き場を作

ったりすると、その機能が損なわれる。そうした

場合などには知事の許可が必要だ。保水・遊水機

能がある土地を確保するために「貯留機能保全区

域」を都道府県が指定できる仕組みもある。 

法の施行に先立ち、国土交通省の音頭取りで、

全国の一級河川や一部の二級河川で「流域治水プ

ロジェクト」がスタートした。手始めに行われた

取り組みは、流域の行政体が一同に会する流域治

水協議会を設けるなどだ。例えば千葉県は2021年

11月に４つの川の水系でプロジェクトを始めた。

その時の報道資料は、「従来の治水対策に加え、流

域のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を

軽減させる治水対策への転換を進めることが必要」

とうたっている。（参考文献８） 

考え方の普及や関係者が同じテーブルにつくこ

とは大事だ。しかし、効果的な対策は、「貯留機能

保全区域」が増加するなど土地利用策が進むこと

だ。2023年４月１日現在で14水系171河川が特定都

市河川に指定されているが、貯留機能保全区域が

指定されたケースはゼロだ。 

一方、現実には、上流域の田畑や湿地を埋めて

高層ビルやマンションを建てる計画に対し、下流

域の住民が「水害リスクを悪化させる」と懸念を

示しているケースもある。 

流域治水がキャンペーンで終わってしまっては

もったいない。協議会の設置や会議は政策を緒に

つけるために体制を整えるということで、始まり

にすぎない。上流、中流、下流域とそれぞれ利害

関係が異なる関係者の間で必要な施策につい話し

合い、土地利用の変更も含め、検討していくこと

が必要だ。
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月参りと地域包括ケアシステムの連携可能性 

―アンケート調査からー 

小川 有閑
１ 
 

１
大正大学 地域構想研究所 研究員 

 

（要旨） 本稿では、浄土宗大阪教区486ヶ寺を対象に「月参りの実態把握および見守り機

能についてのアンケート調査」を実施した結果をもとに、月参りがもつ高齢者の見守り

機能、地域包括ケアシステムとの連携可能性を考察した。その結果、月参りでは訪問先

の８割超の世帯で高齢者が暮らし、２割の世帯が独居高齢者であった。また、寺院を中

心とした檀信徒宅の分布も、地域包括ケアシステムの描く半径30分以内という圏域と近

似することも分かった。実際の月参りにおいては、読経と同等に会話に比重が置かれ、

心身の不調や悩み事を聞く機会となっていること、特に、独居高齢者にとっては信頼で

きる他者と定期的に会話をする機会になっていることが示唆された。これらのことから、

月参りは地域包括ケアを担う潜在力を有するのみならず、すでにケアを担っているとも

考えられる。  

 

キーワード: 月参り、地域包括ケアシステム、見守り・生活支援、ADL 

 

 

１．はじめに 

 

菩提寺の僧侶が、檀信徒宅を毎月訪問して、仏

壇前で読経を行う「月参り」という宗教習慣があ

る。近畿地方、東海地方、北陸地方、九州北部、

北海道、広島などで盛んにおこなわれており、一

つの地域特性というべき習慣である。筆者の属す

る研究グループでは、かねてより「月参り」が高

齢者の見守り機能を有しており、国が推進する地

域包括ケアシステムの担い手の一つになりうると

いう仮説のもと、実施地域の地図データ化、僧侶

への聞き取り調査を実施してきた1。 

地域包括システムとは、高齢者が住み慣れた地

域でその人らしい生活をできる限り長く送れるよ

うに、医療・福祉・公的機関・民間諸機関が連携

して支える仕組みを指す。医療・福祉の連携だけ

でなく、NPOや自治会、老人クラブなど地域の民間

1 小川（2021） 

組織も高齢者の見守りや生活支援での参画が期待

されているももの、地域コミュニティが希薄化し

ている現状では、担い手不足が指摘されている。

また、公私の連携不足（たとえば、自治会から公

的窓口に生活課題のある住民の情報を伝えても、

その結果については個人情報保護の観点から報告

がなされない等）も聞かれる。 

筆者が行った月参りについての聞き取り調査か

らは、僧侶が高齢者と接する頻度が高いこと、実

際に生活支援や見守りをしていることなどが明ら

かとなり、地域包括ケアシステムに寄与する可能

性が見出された。そして、「月参り」自体を対象

とした先行研究が皆無といってよく、かつ、聞き

取り調査からは減少の一途をたどっていることが

うかがわれ、その実態を調査・記録することの必

要性も認識される結果となった。 

そこで、本研究グループは浄土宗大阪教区の協
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力を得て、2022年11月、同教区所属寺院486ヶ寺

に「月参りの実態把握および見守り機能について

のアンケート調査」を実施した。本稿では、調査

項目のうち、高齢者の見守り機能や地域包括ケア

システムに関わる項目について報告、考察をおこ

なう。 

 

２．調査概要 

 

 2022年10月に浄土宗大阪教区（エリアは大阪府

と一致）に所属する486寺院に対して調査票を郵送

した。調査票にはQRコードを記載、オンライン

（Googleフォームを使用）でも回答できるように

した。（浄土宗大阪教区が発行する月刊の「教区

だより」10月号に調査の告知記事掲載、また、調

査票発送の1週間前に各寺院に告知ハガキを郵送

している）回収件数は299（書面271、オンライン

28）、61.5％の回収率であった。 

 質問項目は、月参りの実施状況（訪問先世帯数・

状況、滞在時間、移動手段等）、月参りの増減傾向、

月参りでのエピソード、月参りの意義等、全38問

である。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影

響は一時的なものであるとして、世帯数、滞在時

間や増減傾向を回答するにあたっては、「感染対策

で一時的にお休みをしているものは、月参りをし

ているとお考え下さい」、「感染対策で滞在時間を

短縮している場合は感染拡大以前の状況をご回答

ください」など、感染対策での変化を考慮しない

よう依頼をしている。 

また、本アンケート調査は、大正大学倫理審査

委員会の承認を受けている。（承認番号：22－31号） 

 

３．実施状況  

 

（１） 実施率・訪問軒数 

回答者のうち、「月参りをしている」と回答し

たのは271名、90.6％と高い割合をしめしている。

（図－１）浄土真宗本願寺派や真宗大谷派の宗勢

調査からも大阪府の月参り実施率が高いことがう

かがわれたが、浄土宗でも高い実施率であり、宗

派を問わず地域性の色濃い習慣であることが分か

る。 

 毎月の各寺院の月参り訪問軒数をグラフにした

ものが、図－２である。回答数は247件、訪問軒数

の合計は14,275軒にのぼる。最小値が１、最大値

が500、平均値は57.5、中央値は39.6であった。 

 毎月ではなく、隔月や３か月に１回という頻度

で訪問する場合もある。これも定期的な訪問とみ

なせると考え、隔月以上の訪問件数も尋ねた結果

が図－３である。最小値が１、最大値が100、合計

1,687軒であった。毎月と隔月以上の月参りを合わ

せると15,962軒の定期訪問を271の寺院が行って

いることになる。 

 
図－１ 月参りの実施状況 

271
（90.6%）
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図－２ 毎月の訪問軒数（1以上と回答が 247件） 
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（２） 高齢者在住率・独居高齢者軒数

 聞き取り調査では、月参りでは高齢者と接する

割合が非常に高く、高齢者の単身世帯も多いとい

うことであった。そこで、まず「月参りで訪問す

る檀信徒宅のうち、高齢者（おおむね65歳以上の

人）のいないお宅は何軒ですか（正確な年齢がわ

からない場合は、推測でかまいません）」という質

問を設けた。245件の回答のうち、最小値は０、最

大値が160、合計で2,892軒であった。月参り総軒

数15, 962から2,892を引いた13,070が、高齢者が

いる世帯数となり、訪問先に高齢者がいる割合は

81.9％にのぼる2。 

 さらに、社会的孤立のリスクが高いとされる独

居の高齢者宅の軒数は、合計3,360軒であった（247

件の回答）。全軒数の21％、１寺院で平均13軒の独

居高齢者宅を訪問していることになる。高齢者在

住率、独居高齢者の軒数から、月参りが高齢者の

見守り機能を潜在的に有していることは明らかで

あろう。 

ちなみに筆者が令和2年の国勢調査から算出し

た大阪府の独居高齢者数は588,182であった3。浄

土宗だけでみれば、月参りがカバーする独居高齢

者（3,360）の割合は決して高いとは言えないが、

文化庁発行『宗教年鑑 令和４年版』によれば、

大阪府の寺院数（宗教法人）が3,2794あることか

ら、全寺院で数万件の独居高齢者宅を訪問してい

ることが推察される。 

2 高齢者がいる軒数よりも、高齢者がいない軒数を数える方

が回答者の負担が少ないであろうと考えてこの設問にいたっ

たが、高齢者がいる軒数と疑われる回答もあった。実際に

は、81.7％よりも高い割合である可能性を指摘しておく。 

（３） 訪問エリア

 月参りに使用する交通手段は、自動車、バイク、

徒歩、自転車が主なものとして挙げられる。（図

－４）月参りをする檀信徒宅のうち、これらの交

通手段を用いて、自坊から30分以内で行ける割合

はどれほどであろうか。その回答が図－５である。 

 この設問の意図は、国が掲げる地域包括ケアシ

ステムとの関連にある。国は地域包括ケアシステ

ムのモデルを示す中で、「地域包括ケアシステム

は、おおむね30分以内に必要なサービスが提供さ

れる日常生活圏域（具体的には中学校区）を単位

として想定」と提示している。月参りと地域包括

ケアシステムの連携を考える場合に、月参りがカ

バーするエリアを把握しておくことは重要であろ

う。 

 「ほとんどが30分以内で行ける」50.8％、「半分

程度が30分以内で行ける」18.8％という結果は、

月参りの訪問先の過半数が地域包括ケアシステム

の想定するエリアと重なることを示すものだ。具

3 「令和２年国勢調査 人口等基本集計結果 (大阪府 詳細

版)」をもとに年齢（５歳階級）別推計人口と年齢（５歳階級）別

単独世帯率から算出。 

図－３ 隔月以上の間隔の訪問軒数（1以上と回答が 175件） 
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図－４ 月参りの主な移動手段（複数選択可、N＝271） 
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図－５ 30分以内で行ける檀信徒宅割合（複数選択可、N＝271） 

137
（50.6%）

51
（18.8%）

44
（16.2%）

19
（7.0%）

20
（7.4%）ほとんどが30分

以内で行ける
半分程度が30分
以内で行ける
一部分が30分以
内で行ける
ほとんどが30分
では行けない
未回答

55



体的な支援の連携を行う上でも、距離の遠近は大

きな要素となり、月参りの潜在力を読み取ること

ができる。 

４．檀信徒との交流 

（１） 会話の時間

月参りの中心はあくまで読経であるが、読経だ

けを行って帰るわけではない。多くの檀信徒宅で

は、茶菓が僧侶に供され、会話が生まれる。会話

の時間を把握するために、平均滞在時間と平均読

経時間を尋ねた。毎月の訪問で最も長い滞在時間

も合わせて表にしたものが、表－１である。 

 滞在時間が25分から30分、読経時間が15分とい

う数字から、会話の時間は平均して10分から15分。

月参りに占める時間を考えると、読経と同程度の

比重が会話に置かれている。また、最長滞在時間

から読経時間を引くと、毎月40分から45分の会話

をする訪問先があり、その場合はもはや会話が主

となっていると言っても良いだろう。 

（２） 会話の内容

それでは、具体的にどのような会話をしている

のだろうか。檀信徒からどのような話を聞いてい

るのかを尋ねた選択肢の回答結果が図－６である。 

 多岐にわたる会話がなされていることが分かる

結果であるが、50％を超える上位４項目のなかに

「身体的不調（65.3％）」があり、高齢者が話し相

手の多数を占めている現状が反映されているよう

に思われる。その他、「家族関係・親族関係の悩み

（35.1％）」、「精神的不調（25.5％）」、「コロナ禍

での悩み（25.5％）」、「死別の悲しみ（24.4％）」、

「経済的な悩み（12.9％）」、「知人についての悩

み（10.0％）」と、単なる会話に留まらず、悩みを

吐露できる時間となっていることがうかがえる。 

（３） 対応事例・困難事例

高齢者の異変に気付く、相談機関につなぐとい

った地域包括ケア的経験、もしくは対応に困った

経験を僧侶はしているのか質問した結果が図－７

だ。 

 最も高い割合を示したのが、「檀信徒の認知症や

体調の変化（悪化）に気付いた」で67.2％、２位

の「檀信徒から深刻な悩みについて相談を受けた」

（42.4％）に20ポイント以上の大差をつけている。

体調の変化への気付きを可能にするのは、毎月の

訪問があるからこそだろう。また、住民の異変へ

の気付きは支援の第一歩でもある。「檀信徒の体調

が心配なときに、離れて暮らす親族に連絡した」

（25.8％）、「檀信徒の体調が心配なときに、行政

や町内会等の相談先に連絡した」（8.9％）という

数字から、気付くだけでなく、そこからサポート

につなげるアクションを少なからぬ僧侶が経験し

ていることが分かる。 

ただし、一方では、「心配な檀信徒がいたが、ど

表－１ 滞在時間 

平均滞在時間 平均読経時間 最長滞在時間
（N=251) （N=251) （N=239)

平均値 26.1 14.9 53.8
中央値 25 15 60
最頻値 30 15 60

図－６ 会話の内容（複数選択可、N＝271） 
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こまでお世話をすればよいか戸惑った」（21.4％）、

「心配な檀信徒がいたが、誰に（どこに）相談し

てよいかわからなかった」（4.8％）、「認知症など

の専門的知識がなく、対応に困った」（2.2％）と

いうように、対応方法が分からず、苦慮した経験

を持つ僧侶もいる。気付きから次にどうつなげる

のか、月参りと地域包括ケアシステムの接続を促

すうえで、今後の課題と言えるだろう。 

 その他、先述の「檀信徒から深刻な悩みについ

て相談を受けた」は当然ながら重要なケア機能で

あるし、電球の交換や買い物を代行など「檀信徒

のちょっとした家の用事を頼まれた」（29.5％）は

高齢者のみの世帯にとっては大きな助けとなって

いるはずだ。 

５．月参りの役割 

 先祖供養のための読経が月参りの中心ではある

が、さまざまな役割があると考えられる。僧侶に

とって、そして檀信徒にとって月参りにはどのよ

うな役割があると思うかを尋ねてみた。 

 

（１） 寺院・僧侶にとっての月参りの役割 （図－８） 

僧侶にとっては、「檀信徒との信頼関係が深まる

機会になる」が86.3％と最も高い割合を示す。こ

れを檀信徒側からとらえてみると、深い信頼関係

が構築された僧侶と毎月会うことができるという

見方ができるのではないだろうか。なかなか他人

には話しにくい心身の不調、深刻な悩みを吐露で

きるのは、単に相手が僧侶だからという理由では

なく、長い年月にわたり、毎月コミュニケーショ

ンを重ねてきたという信頼関係があるからと考え

るのが自然であろう。 

４位の「高齢者を見守り、その異変に気づく機

会となる」（53.1％）も、毎月会うからこその気付

きであり、月参りの「毎月会い、話す」という特

性が有するメリットを認識することができる。 

 

図－７ 月参りで経験したこと（複数選択可、N＝271） 
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認知症などの専門的知識がなく、対応に困った
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図－８ 寺院・僧侶にとっての月参りの役割（複数選択可、N＝271） 
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（２） 檀信徒にとっての月参りの役割 （図－９）

寺院・僧侶と檀信徒の関係性を考えれば、「先祖

供養・報恩感謝の機会になる」（84.1％）、「仏教に

触れる機会になる」（67.5％）が上位を占めるもの

と予測されたのだが、１位に迫る高い割合を示し

た項目が「ひとり暮らしの高齢者が話をする機会

になる」（77.1％）であった。訪問先世帯のうち、

独居高齢者世帯の割合は20％ほどだ。にもかかわ

らず、77％の僧侶が、この項目を選ぶということ

は、それだけ独居高齢者の社会的孤立のリスクを

感じているということなのかもしれない。もしく

は、独居高齢者を訪問する際は、会話が長くなる

傾向があるという実感を持っているのかもしれな

い。いずれにせよ、注目すべき結果と言える。 

 ほかにも相談、グリーフケア、社会的孤立予防

なども選択されており、ケア的視点を持って月参

りを行う一定の僧侶の存在が推察される。これは

「月参りでふだんから心がけていることや工夫し

ていることがあれば自由にご記入ください」とい

う問いへの回答にも垣間見られる。 

・読経のあと同じ時間以上をかけて檀信徒と話し

合う時間をつくる。

・カードを作成し、親族の状況を把握するように

しています。

・お参りに行っている家族の皆様の関係性、悩み

に耳を傾ける。

・一人暮らしの方には時間の許す限り積極的に話

しかける。

・相談事の内容によっては適切な病院や治療を檀

信徒のネットワーク内でご紹介したり、弁護士

に相談して回答している。

以上は回答のごく一部であるが、家の中まで自

然と足を運べ、家族関係を把握できる僧侶の特性

を意識し、檀信徒に心を寄せていることが分かる

だろう。 

６．減少傾向にある月参り 

 「今後も月参りを続けたいと思うか」という問い

に対して、９割を超える僧侶が前向きな回答をし

ている。「そう思わない」は０人である。（図－10） 

しかし、僧侶側の意向にもかかわらず、月参り

の軒数は減少の一途をたどっている。過去10年の

減少傾向については、「とても減っている」が

49.8％、未回答を母数から抜けば、半数を超える

僧侶が大幅な減少と認知している。（図－11） 

図－９ 檀信徒にとっての月参りの役割（複数選択可、N＝271）
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その他

図－10 今後も月参りを続けたいか（複数選択可、N＝271） 
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さらに、今後の見込みも「とても減っていく」

が45.8％となり、「どちらかといえば減っていく」

（39.1％）と合わせて悲観的にならざるをえない。

（図－12） 

 では、どのような時に月参りが絶えるのだろう

か。（図－13）「檀信徒の世代が代わるとき」と「そ

の檀信徒宅の高齢者が施設に入所するとき」がと

もに６割を超える。前者は高齢者が亡くなる時、

後者は高齢者が家からいなくなる時であり、月参

りが高齢者の生活に密接に関係していることが推

察される。たしかに、平日に勤務している世代に

とって、月命日に僧侶を自宅で出迎えるのは難し

いことだ。信仰心だけでなく、時間的な要因が月

参りの不継承に影響していると考えられる。本稿

の目的は月参りと地域包括ケアシステムの接続可

能性を探るものであり、世代間継承について論じ

5 小川（2021） 

る紙幅はないが、現代における宗教伝統の継承の

問題を月参りは浮かび上がらせていると言えよう。 

 もう一点、「家庭内での介護が始まるとき」

（30.3％)は、聞き取り調査でも言及されていた5。

高齢者本人の意向というよりは、同居家族からの

申し出が多いようである。高齢者が自立した生活

を送るうえで、日常生活動作（ADL）の維持・向上

が不可欠とされる。長年、生活リズムの一部とな

ってきた月参りは、たとえ認知症になったとして

も、当人にとっては慣れ親しんだ習慣であろう。

僧侶側からは、当人が望むのであれば、月参りを

続けたいという声も聞かれる。ADL維持という点か

ら、要介護・要支援の段階での月参り継続の意義

については今後の検討課題とした。 

図－13 以後の月参りを辞退されるとき（複数選択可、N＝271）
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図－12 これからの増減の予測（N＝271） 
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図－11 ここ 10年の増減傾向（N＝271） 
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７．おわりに 

（１） 月参りが持つケアの潜在力

浄土宗大阪教区所属寺院に対して実施したアン

ケート調査結果をもとに、月参りの高齢者見守り

機能、地域包括ケアシステムとの連携可能性につ

いて考察をしてきた。現状、月参りでは訪問先の

8割超の世帯で高齢者が暮らし、２割の世帯が独居

高齢者であった。また、寺院から30分の移動圏内

に多くの檀信徒宅が位置し、地域包括ケアシステ

ムの描く圏域とも合致することも判明した。実際

の月参りにおいては、読経と同等に会話に比重が

置かれ、心身の不調や悩み事を聞く機会となって

いる。特に、独居高齢者にとっては信頼できる他

者と定期的に会話をする機会になっているようだ。

これらのことから、月参りは地域包括ケアを担う

潜在力を有するのみならず、すでにケアを担って

いるとも言えるのではないだろうか。「はじめに」

で述べたように、地域包括ケアシステムは、担い

手不足の問題がある。私的領域内で新たな担い手

を作り出すことも大切だが、すでに超高齢社会に

突入している我が国にとって、既存のものを有効

活用することは不可欠である。月参りもその一つ

であろう。 

月参りは宗教行為であり、その対象者は限定的、

なおかつ布施を伴う、つまりある意味で有料事業

である。地域住民を漏れなく対象としていないと

いう批判があるかもしれない。だが、国は公的介

護保険だけでは高齢者一人ひとりのニーズや生活

スタイルに合わせたサービスのすべてを提供する

ことは難しく、地域の実情に応じた「自助」「互助」

の充実が必要であり、保険外サービスの充実を促

す姿勢を見せている6。 

たとえば、日本郵便株式会社は全国にくまなく

点在する郵便局を活用した「郵便局のみまもりサ 

ービス」を展開している。ホームページには、「み

まもり訪問サービスは、ご高齢者とそのご家族の

安心安全のために、郵便局社員が定期的に（毎月

１回/30分程度）、高齢者宅を訪問し、会話を通じ

6 日本総合研究所（2016） 
7 https://www.post.japanpost.jp/life/mimamori/visit.html

　 (2023年 2 月 22 日時点) 

て生活状況を確認し、その結果を自治体さまやご

家族さまへメールでお伝えするサービスです7」と

の商品説明がなされ、月額2,500円が提示されてい

る。 

月参りの布施の額で頻度として最も多い額は

3,000円、２番目は5,000円であった。（図－14）こ

の金額は僧侶による見守りサービスへの対価では

なく、あくまで宗教行為に対する布施であるもの

の、「郵便局のみまもりサービス」の内容や金額設

定と比較すると、月参りがより充実しているよう

に思えるのは、筆者だけであろうか。読経を通じ

て先祖や仏とのつながりを感じ、信頼関係のある

僧侶と会話を楽しむという本来の目的に、さらに

見守りという要素が加わっているのだ。 

（２） 課題と対策

前項で布施について触れたが、そもそも「宗教」

ということに対しての不信感が医療や福祉、公的

領域にあることも事実だ。他職種からの信頼を得

て、連携を深めるには、僧侶側も福祉の基礎知識

やサポート情報を学んだり、寺に籠るのではなく、

積極的に外に出て外部とのネットワークを構築し

たりすることも求められるであろう。 

僧侶側からは、認知症を抱える人への対応や、

心配な檀信徒をどこにつなげればよいのか戸惑う

という声が聞こえる。また、宗教者には、宗教行

為によって得た個人情報に対しての守秘義務があ

るが、見守りの連携において、個人情報をどう扱

うかといった問題を僧侶個人で考えるには限界が

あろう。僧侶自身の努力を期待するだけでなく、

たとえば教団が学ぶ機会を作ったり、高齢社会の

図－14 件数としてもっとも多い布施額（複数選択可、N＝271） 
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中での僧侶の可能性について啓発をしたりするこ

とも必要ではないだろうか。 

今後も、伝統仏教資源を活用したより良い高齢

化社会の実現に寄与すべく、さらなる研究、提言

をしていきたい。 
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住民主体のまちづくり計画策定プロセス 

－ 富山県内における「未来会議」の広がり － 

金子 洋二 

大正大学 地域創生学部 准教授 

（要旨） 富山県内では、地域住民が主体となったまちづくり計画策定の動きが広がって

いる。2015年に魚津市の施策により始まったのを皮切りに、その後富山県でも施策化さ

れ、令和４年度までに８市町35地区で実践されてきた。取り組んだ地区では、地域振興、

地域資源の有効活用、地域コミュニティの自立的運営といった目的に向かい、外部のコ

ーディネーターによる３～５回のワークショップを通して住民意見を集約した計画が

策定されている。筆者による検証調査では継続的な議論の場の運営や新たなまちづくり

の担い手の獲得に成功するなどの効果が認められていると共に、策定された計画の実装

に向けていくつかの課題も明らかになっており、今後のさらなる進展が期待されている。 

キーワード: 地域コミュニティ、住民主体、まちづくり計画、ワークショップ、未来デザイン 

１．はじめに 

筆者は社会人としての時間の多くを市民活動に

費やしてきた。発端は、大学在学中に指導教官か

らの誘いで参加した国際NGOの活動である。その後、

東南アジア、イギリス、アメリカでの留学を経て

新潟県の市民活動中間支援組織を立ち上げ、あら

ゆる分野の活動にコミットしてきた。中でも、ま

ちづくりの人材育成には特に注力してきたと自負

する。 

筆者のライフワークは、市民社会の実現に寄与

する事である。市民社会とは、市民1が主体となり、

行政や企業との協働を通して自分たちが思い描く

理想のまちづくりを進める社会のことだと考える。

その活動の延長線上にあるのが本稿の事例である。 

富山県内で「未来会議」と呼ばれる住民ワーク

ショップが始まったのは2015年の魚津市が最初で

ある。魚津市地域協働課の地域コミュニティ担当

1 佐伯（2015）は「『市民』は（民主主義の実現と共に）国家権

力に抵抗する主体ではなく、権力を行使する主体となってい

職員（当時）が、筆者が担当する人材育成講座に

参加したことが縁となり、概ね小学校区の単位で

構成される地区毎のまちづくり計画の策定をコー

ディネートする仕事を担当させていただいた。令

和元年にはこの事業をモデルとして富山県が施策

を導入し、そこからこの取り組みは県内全域に広

がることとなる。この地区単位の計画策定は令和

４年度までに８市町35地区が取り組み（表５）、今

後も増加していく見込みである。本稿はこうした

一連の取り組みの途中経過を整理すると共に、既

に表れている効果を部分的に検証し、そこで培わ

れてきたノウハウを共有することを目的とする。 

２．地区まちづくり計画策定の背景 

本稿では、概ね小学校区の単位で基礎自治体が

設定している地縁を基とした行政区のことを「地

区」と表す。地区におけるまちづくり計画策定の

る」と述べている。 
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背景には大きく３つの社会的な要請がある。１つ

めは、人口減少や少子高齢化、地域経済の活力低

下に対応した地域振興である。２つめは、空き家

の増加や耕作放棄地の増加、森林の荒廃などに対

応した地域資源の有効活用である。３つめは、自

治体財政の緊縮化、地域課題の多様化に対応した

地域の自立である。これらの諸点は互いに関連し

合っているため、同時並行的に解決していく取り

組みが求められる。また、こうした諸課題を全国

規模で俯瞰すると、都市と農山漁村のバランスの

取れた発展や国土の有効活用につながり、日本が

抱える大きな課題に直結していることがわかる。 

「未来会議」の舞台となるのは、原則として自

治体が設定している「地区」である。この場合の

意思決定の主体は「地区振興会」「地域協議会」「ま

ちづくり協議会」などと呼ばれる地縁組織である。

富山県内では概ね小学校区を単位として設定され

ており、「地区」の代わりに「校下」という言葉も

一般的に用いられている。因みにこの「校下」だ

が、学校の統廃合が盛んに行われている昨今では、

学校が廃校になった後も「校下」という地区単位

が残ってそのまま使われていることが珍しくない。

人口は数百人から数千人とかなり幅があり、もち

ろん、気候風土も歴史も住民の気質も実に様々で

ある。 

地区の内側に目を転じれば、そこにも多様な

人々の暮らしがある。職業も価値観も年代も所属

するコミュニティも違う様々な人々がひとつの地

域の中に同居している。また、生まれた時からそ

の地域に住んでいる人もいれば、外部から移住し

てきた人もいる。特に後者は、人口減少時代にお

いてまちづくりの重要なアクターになり得るもの

であり、移住者の獲得や新旧住民のコミュニケー

ションは最も一般的な課題のひとつである。 

地域単位でまちづくりを考える際に、この多様

性の問題は避けては通れない。時代の変化と共に、

生き方や価値観の多様性はさらに増していると言

2 ローザ（2022）は「技術的加速」「社会変動の加速」「生活テ

ンポの加速」の３つの「加速」を近代化の基本プロセスとして

論じている。
3 佐伯（2015）は「『確かな個人』をつくりだそうという戦後日本

の理想は、結局、実現されたとはいいがたいし、また、近年の

えるだろう。地区単位でまちづくりを考えるとい

うことは、多様性を越えた合意形成の場を円滑に

運営し、その中から方向性と具体的な行動を見出

すと共に、そこに携わる人材を発掘し、それらの

営みが持続的に継承されていく仕組みを考えるこ

とだと言うことが出来る。 

また、多様性と共にまちづくりのハードルとし

て存在しているのが、地域コミュニティの同調圧

力である。日本の地域コミュニティはそれが強い

ことで知られているが、富山県は保守的な住民性

から急激な変化を避ける圧力が強いと言われてお

り、中でも歴史の長い地域ほどその傾向が強い。 

一見矛盾するようだが、価値観の多様化と個人

主義が加速2する現代社会においても地域の中の

同調圧力は根強く残って3おり、そのことが合意形

成の場づくりをさらに難しいものにしている。 

そこで重要になってくるのが、そうした思考プ

ロセスを組み立てるコーディネーター4の存在だ。

筆者は長年そうした仕事に携わってきた経験から、

まちづくりコーディネーターには高度な専門性が

必要であることを実感している。合意形成のプロ

セスには、多様な人々をなるべく垣根を設けずに

迎え入れ、同調圧力を否定せず、さらに何らかの

イノベーションを地域の中に生み出す場づくりが

必要である。現在富山県内で行われている「未来

会議」のプログラムは、こうした意図を基として

組み立てられたものである。 

まちづくり計画を策定する上で、もうひとつ重

要なポイントがある。それは計画策定の主体が住

民自身であることだ。行政にしろ、コンサルや研

究者などの専門家にしろ、誰かが考えた計画を地

区に導入しようとしても、そこに携わる担い手を

発掘したり熱量を高めたりすることは非常に困難

だと言える。先進事例を踏まえたアイディアや専

門的な見地から出された施策であることよりも

「自分たちで考えた計画」であることが何よりも

重要である。いきなりウルトラＣに挑戦するより

市民主義の掛け声ぐらいでは実現もしないだろう」と述べてい

る。 
4 本稿ではこの言葉を地域単位の計画策定のプロセスに限

定して論じる 
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も、地域事情に合ったもの、身の丈に合ったもの

から始めた方が確実に成果に結びつく。従って、

われわれコーディネーターは決して自ら着地点を

設定することはしないし、計画策定に踏み出すか

どうかも自分たちで決めてもらう。この点に関連

して、自治体側から強制的にプロセスの策定を義

務付けることはしない方がよく、自治体の施策は

コーディネーターの派遣費用を補助するなどのイ

ンセンティブに留めるべきである。 

３．住民ワークショップによる計画策定 

この章では、地区計画の策定において住民ワー

クショップという手法を用いることの意義とねら

いについて考察していく。 

まちづくりの取り組みが一見動いているように

見えながら、上手く軌道にのらなかったり持続し

なかったりする躓きはよく見受けられるが、そこ

には３つの典型的なパターンが存在すると考える。

１つは、リーダーが絶対的な権力を持ち、他の構

成員の主体的な参画や成長を阻んでいるケースで

ある。この事象は長年地域を引っ張って来た高齢

のリーダーが若手の声に耳を傾けないという形で

最も顕著に現れる。２つめは、住民の中にまとま

りや熱意の共有がなく、義務的にまちづくりを進

めようとしているケースである。まちづくりには

様々なハードルが存在するが、義務的な姿勢から

はそれらを乗り越える連帯もパワーも生まれない。

３つめは、他の地域での成功事例を深い考えもな

く模倣しているケースである。成功した地域では

まちづくりの方向性を共有するための濃密な議論

が重ねられ、それを通して形成される連帯と熱意

が培われている。そうしたプロセスを経ずして表

面的なノウハウだけを真似しても決してよい結果

にはつながらない。 

これらの典型的な躓きのパターンに陥らないよ

うにするためには、計画策定の段階から対策を講

じて創造的な議論の場づくりを行う必要がある。

目指すべきは、議論の場を通すことにより以下の

３つの条件を地域の中にそろえることだ。１つは、

多様なバックグラウンドを持った住民がまちづく

りに参画する場を用意することである。異質な者

同士が円滑なコミュニケーションを取ることによ

り、それまでになかった発想や取り組みが生まれ

ることがある。地域が常にイノベーティブで持続

可能であるためには欠かせない条件である。２つ

めは、なるべく多くの住民がまちづくりに主体的

に関わる姿勢を持つことである。そのためには、

自分がまちづくりに貢献できることを感じながら、

無理せず楽しく参画できる場づくりが求められる。

３つめは、郷土への愛着を育む仕掛けである。郷

土愛着は、住民同士を結ぶ絆の核であり、施策の

中に地域独自の付加価値を与える効果も持つ。計

画策定のプロセスや場づくりは、上記の条件を満

たすことができるかどうかが成否の鍵を握ると言

えるだろう。そこで目を向けたいのが、ワークシ

ョップを用いた場づくりである。まちづくりで活

用されるワークショップの手法には、表－１にあ

る５つの特性があるとされている。 

表－１ まちづくりワークショップの５つの特性 

（出典：大滝・金子ほか（2018）を参考に筆者作成） 

1. 対等性 参加者は全て対等な関係であり、平
等に発言する権利をもつ 

2. 創造性 新たな発想や建設的な議論を重視す
る 

3. 主体性 自らの意思によって参加する。参加
を楽しむ 

4. 感性の刺激 議論に終始せず、ゲームやフィール
ドワークによって感性を刺激する 

5. 個性の尊重 お互いを否定せず、コミュニケーシ
ョンを通して合意形成を図る 

まちづくりワークショップがもつこれらの特性

を発揮することにより、躓きのパターンを克服し、

まちづくりに必要な条件をそろえる５つの効果

（表－２）が期待できる。 

表－２ まちづくりワークショップの５つの効果 

（出典：中野（2001）を参考に筆者作成） 

1. 新たな機会 幅広い人材にまちづくりへの参加の
機会を提供する 

2. 新たな視点 幅広い人材から新たなまちづくりの
視点とコミットメントを得る 

3. 新たな発想 多様な参加者のコミュニケーション
から新たな発想を生み出す 

4. 相互理解 多様な価値観や知識・アイディアを
共有し、理解し合う 

5. 一体感 合意形成を経て成果を共有すること
で一体感を育む
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地区計画策定においてワークショップの手法を

用いることの意義とねらいは、概ね以上の考察か

ら説明できると考える。次に、このような場づく

りのプロセスと場づくりに必要とされる技術であ

るファシリテーションについても触れておきたい。

ファシリテーションを直訳すると「円滑にするこ

と」「促進」という意味があるが、まちづくりワー

クショップのファシリテーションは合意形成のプ

ロセスを円滑かつ効果的に進める技術のことを指

し、表３にある５つの要素が必要であるとされる。 

表－３ ファシリテーションの５つの要素 

（出典：大滝・金子ほか（2018）を参考に筆者作成） 

1. 関係づくり 参加者同士のフラットな関係をつく
る 

2. 環境づくり 参加者が自由に発言しやすい環境を
つくる 

3. 対話の促進 参加者同士の対話を促し、思いや情
報を引き出す 

4. 可視化 参加者から出された思いや情報を可
視化する 

5. 共有 参加者から出された思いや情報を整
理集約し、共有する 

富山県内で行われている「未来会議」では、主

に「カードを使った情報集約法」「ファシリテーシ

ョングラフィック」「まちあるき」「シール投票法」

などの手法が用いられる。また、専門のコーディ

ネーターによる「未来会議」が終了した後も自主

的に議論の場を運営できることが重要と捉え、地

区のキーパーソンのみを集めた事前説明会と同時

にファシリテーションの講習を行っていることが

大きな特色である。この点については第５章で詳

述する。 

４．未来デザイン考程 

 「未来会議」のプログラムについて詳解してい

く前に、まちづくりを考える際に基本となる思考

プロセスである「未来デザイン」について触れて

おく。未来デザインとは、1990年代に新潟市のま

ちづくりプロデューサー清水義晴氏が考案したま

ちづくりの考え方の手順であり、そこに提示され

ている６つのステップを「未来デザイン考程」と

呼んでいる。清水氏は全国各地のまちづくりの現

場でこの手法を実践すると共に、企業や市民団体

の人材育成に活用しており、また、自身が共同創

設者として立ち上げたNPO法人まちづくり学校に

おいても基本的な思考プロセスとして定着し、新

潟県内を中心に多くの地域でまちづくり計画の策

定に活用されている。富山県の「未来会議」のプ

ログラムも、基本的にこの「未来デザイン」の思

考プロセスに則って組み立てられたものである。 

 「未来デザイン考程」は以下の6つのステップか

ら構成される。 

①理念設定： 

まちづくりの究極の目的を明確にする 

②現状把握： 

好ましい現状と気になる現状を整理する 

③未来予測： 

可能的未来と成行き的未来を描く 

④要所解明： 

成行きを変える手の打ちどころを探す 

⑤方法立案： 

理念を実現するための方針・方策を立案する 

⑥計画編成： 

手順をスケジュール化し行動計画を作る 

（清水ほか（2002）より抜粋） 

 ここにおいて最も重要な点は、まちづくりの究

極の目的とされる理念を、参加者の間で言葉にし

て共有するという最初のステップである。その後

に続く全ての分析や思考は理念に向かってなされ、

そのことにより求心力が高くブレのない計画をつ

くることができる。まちづくりにおいては地域の

問題や課題から出発したり、安易な方法論から始

められたりするケースが散見されるが、問題・課

題や方法論は人によって思い描いているものが違

うため、建設的な議論や幅広の参画につながらな

いといった事態に陥りやすい。未来デザインでは

参加者から出された様々な意見を集約していく形

で共有できる理念や未来像を明示してから先に進

むため、住民同士の一体感や協力体制を構築しや

すいというメリットがある。 

５．「未来会議」のプログラム 
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 先述の通り、「未来会議」のプログラムは「未来

デザイン考程」の６つのステップを意識して組み

立てられている。 

まずは地域の理想の未来像を共有するところか

ら始まり、現状把握とそこから未来像に照らし合

わせた課題の把握を行う。その後課題の解決のた

めのアイディアを出し合い、最終局面においては

アイディアの絞り込みと具体的な行動計画を作成

する。「未来会議」の標準的なプログラム（表－４）

では以上のプロセスを４回のワークショップで行

い、多くの場合はその前段に事前説明を兼ねてフ

ァシリテーション技術の講習を行う。 

表－４ 「未来会議」の標準プログラム （出典：筆者作成） 

回 内 容 

事前研修会 （3時間） 
・未来会議の目的と内容を説明する
・ワークショップとファシリテーションに関する講義
・「○○地区のよいところ」をテーマにワークショップの演習→地域資源のリスト
アップをしながらファシリテーションを体験 

第 1 回 

地域の未来を予測する 

（３時間） 
・持続可能なまちづくりの進め方に関する講義
・地区の望ましい未来像をグループワークを通して共有する 

第 2 回 

まち点検とアイディア大会 

（昼を挟んで 6時間） 
・未来像の集約結果からまちづくりのテーマを複数設定し、テーマごとに班を編
成

・班ごとに地区内を巡回し、インタビューなどを通して地域の資源と課題をリス
トアップする

・まち点検で得られた情報（地域資源と課題）に加え、地域資源を活かして課題
を解決するためのアイディアを模造紙にまとめる

第 3 回 

みんなでつくるアクションプラン① 

（３時間） 
・班は前回のテーマごとの班編成を引き継ぐ
・前回出されたアイディアから実際に地区で取り組むべき事業の絞り込みを行
い、事業の概要とマンパワー、必要な準備とスタート時期を検討する 

第 4 回 

みんなでつくるアクションプラン② 

（３時間） 
・班は第 2回以降のテーマごとの班編成を引き継ぐ
・前回まとめたプランをさらにブラッシュアップすると共に、資金調達の方法や
協力者の獲得方法、３～５ヶ年の中期的な展開を検討してまとめる

事前研修は地域での話し合いを持続的に進める

ためのエンパワメントが主な狙いであるが、研修

を受けた住民には次回以降のテーブルごとのファ

シリテーターを務めてもらうため、より円滑に話

し合いが進められることと外部のファシリテータ

ーを依頼するコストが節約できるというメリット

がある。例外的ではあるが、事前研修を行わずに

本番のワークショップだけを行う地区もあり、そ

の場合は自治体の職員がテーブルファシリテータ

ーを務める。 

ワークショップの回数は４回が標準であるが、

第３回と第４回を統合して「みんなでつくるアク

ションプラン」を一回で終わらせる地区もある。

また、地区によっては第２回にまち点検を行わず、

代わりに屋内のワークショップで課題とアイディ

アのリストアップのみを行う場合もある。標準と

なる推奨プログラムはあるものの、地区によって

事情は様々なので、可能な限り要望を聞き取りな

がらカスタマイズしてプログラムを編成する。 

 初回のワークショップの前には、一度地区の役

員（多くは会長と事務局長）との打ち合わせを行

い、以下の諸点を確認する。 

・実施回数と大まかな流れ

・会場の場所および仕様・備品等
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・主催者の意図、想定している着地点

・地域の現状（課題や既存の活動、策定済みの計

画と進捗、顕著な地域資源など）

・参加者層（地域組織の役員だけじゃなく、若者

や女性、元気な事業者、移住者を推奨）

・講師による事前現地視察の段取り

・事前研修（やる場合）の対象

・まち点検（やる場合）の車や食事の手配

各回終了後にはワークショップで出された意見

を主催者（地区組織）がデータ化し、それをコー

ディネーターが整理集約して全体のまとめを作成

する。この資料は次の回に提示され、それを基に

次のステップへと議論を進める。 

「未来会議」を成功させるためにはいくつもの

ポイントがあるが、特にコーディネーターが心が

けるべき重要なものとして以下の5点を挙げる。 

①地区毎に抱える課題や地域資源、ワークショッ

プの参加者層、「未来会議」に期待することは異

なる。可能な限り事前に情報を収集し、プログラ

ムをカスタマイズする。 

②各回のまとめ資料は参加者の意見を忠実に採用

しつつ、フォーマットに落とし込むのではなく、

次のステップの議論で活用するための柔軟で効果

的な編集を行う。 

③実現性の高い事業を見極め、ヒト・モノ・カネ・

情報など地域の資源をしっかりと活用した具体的

なプランをまとめるように促す。 

④住民の持続的なネットワークを構築することを

心がける。主催者（地区組織）を中心としつつも、

その内外に機動力の高い新たなネットワークを形

成した方がよい場合もある。「未来会議」の中だ

けで形が見えてこなければ、そこに向けた継続的

な議論を促す。 

⑤参加者が前向きになれる空気づくりに努める。

アイスブレイクゲームやまちあるきなど、感性を

刺激するプログラムが効果的である。 

６．富山県内における実施状況 

 「未来会議」の発端は、魚津市が2015年に開始

した「地域まちづくり計画策定および地域コーデ

ィネーター育成事業」である。2018年には「魚津

市まちづくりフォーラム」にて、先行して行われ

た３地区の事例が報告され、そこからさらに他地

区へと取り組みが伝播していくこととなる。2019

年には富山県による「地域づくり自慢大会＆情報

交換会」が「まちあるき体験会」とセットで魚津

市片貝地区にて行われた。この年から、魚津市事

業をモデルとし、富山県内の希望する地区にコー

ディネーターの委託費用を補助する「富山県中山

間地域『話し合い』促進事業」がスタートする。

魚津市の事業と富山県の事業を通して、2022（令

和４）年度までに「未来会議」方式の住民ワーク

ショップが行われた地区を表－５にまとめた。 

表－５ 富山県内の「未来会議」実施状況 

（富山県資料を参考に筆者作成） 

年度 地 区 回数※ 

2015 魚津市大町 研＋4 
2016 魚津市経田 研＋4 
2017 魚津市本江 研＋4 
2019 魚津市上中島 

魚津市下中島 
魚津市上野方 
魚津市片貝 
魚津市西布施 
富山市黒瀬谷 
砺波市栴檀野 
小矢部市南谷 
南砺市山野 

研＋3 
研＋4 
研＋4 
研＋3 

3 
3 

研＋4 
研＋4 

4 
2020 魚津市加積 

魚津市道下 
富山市小見 
氷見市十二町 
南砺市平 

研＋4 
研＋4 

4 
研＋3 
研＋3 

2021 富山市山田西部 
砺波市東山見 
氷見市柳田 
黒部市東布施 
南砺市上平 
南砺市福野東部 
朝日町山崎 

4 
研＋3 
研＋3 
研＋3 

3 
研＋4 

3 
2022 氷見市宇波 

富山市八尾町上四町 
富山市細入 
富山市上滝 
南砺市安居 
南砺市太美山 
南砺市井口 
魚津市松倉 
黒部市愛本 
砺波市雄神 
立山町東谷 

研＋3 
研＋3 
研＋4 

3 
研＋3 
研＋3 
研＋3 
研＋4 
研＋３ 
研＋４ 

3 
※「研」は事前研修会、数字は参加者公募によるワークシ

ョップの回数を示す
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 表－５の通り、2022年度までに８市町35地区で

「未来会議」が実施された。2020年までは多くの

地区が事前研修＋４回のワークショップを行って

いたが、近年は３回で完結する地区が増加傾向に

ある。また、魚津市の「未来会議」では各地区内

の住民向けにワークショップを通してできた計画

のダイジェスト版を作成し、全戸配布することが

多かったが、魚津市外ではそのプロセスは省かれ

るケースが多い。これらをどのように扱うべきな

のかは今後検討すべき課題である。 

 富山県事業はその名の通り中山間地域が対象で

ある。補助対象とならない平野部では独自の施策

として住民ワークショップを実施している自治体

もあるが、予算上の制約から部分的な導入に留ま

っているケースもある。 

７．「未来会議」実施の効果と課題 

筆者は2019年２月に魚津市を訪問し、先行して

「未来会議」を実施した大町、経田、本江の３地

区に対して実施後の状況をヒアリングさせていた

だいた。計画の策定から地区によって1～3年が経

過したタイミングとなる。ヒアリングの対象は何

れもヒアリング時点での地区組織の代表者および

事務担当者（事務局長や公民館職員など）である。

質問項目としては以下の５点を設定した。 

① まちづくり計画を策定した後、地域にどのよ

うな変化があったか

② 計画を実現する上で課題と感じたことは何か

③ 計画策定の過程で「もっとこうしておけばよ

かった」と思ったことは何か

④ 総合的に、計画を策定してよかったと思うか

⑤ 今後の展開としてやってみたいことは何か

また、計画策定の効果を定量的に比較するため、

質問項目①の中で表６にある各指標を確認した。 

 ３地区に共通する最も顕著な効果としては、継

続的な話し合いの場を持ち続けている点と、新し

い事業の担い手の確保に成功している点である。

このことからは事前研修によるファシリテーショ

ン技術習得の効果とワークショップというオープ

ンな場の設定が意図通りに働いたことが窺える。 

 計画されたプロジェクトの数に対して実際に稼

働したプロジェクトの割合を比較すると、大町地

区が60%（3/5）、経田地区が75％（6/8）、本江地区

が57％（4/7）と多少の差があるが、少なくとも３

つ以上の事業が地区内で新たに始まったことは地

域コミュニティにとって大きな前進であり、相当

のインパクトを与える結果と言えるだろう。尚、

大町地区については継続的な話し合いの中で、「未

来会議」時点では出されなかった２件の新規事業

を始めており、自律的に進化を遂げていることが

見て取れる。 

表－６ 「未来会議」実施効果の検証 

（2019 年のヒアリング結果を元に筆者作成） 

項 目 大町 経田 本江 

計画されたプロジェクトの数 ５ ８ ７ 

稼働したプロジェクトの数 ３ ６ ４ 

計画外新規プロジェクトの数 ２ ０ ０ 

話し合いの場の継続的運営 あり あり あり 

新しい担い手の参画 あり あり あり 

一方で、ヒアリングの結果からは、「未来会議」

で策定した計画を実現していく際にブレーキをか

ける要因となるものも見えてきた。一点目は、自

治体施策との齟齬が生じるケースである。具体的

な例としては、空き校舎の活用方針の違いから事

業の導入を断念せざるを得なかったことや、事務

局を担う公民館の職員が生涯学習の担当者として

配置されているため、地域振興を旨とする地区計

画の推進には関与しづらいといったことが挙げら

れた。ここからは行政組織内部での連携が課題と

して浮上した。 

二点目は、事業推進を担うマンパワーの問題で

ある。計画策定を通して新たな人材が発掘された

とはいえ、事業を進めて行く上での人手が十分に

確保できないという声が多かった。具体的には、

多忙な現役世代の参画が難しい点、地区組織のリ

ーダーの世代交代が進まない点、事業を進める上

での専門知識が不足している点などの課題が挙げ

られた。この点については、必要なノウハウを持

つ専門家が継続的にフォローアップすることが課

題の解決につながるとの感触を得た。 
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三点目は、地区組織内部のガバナンスの問題で

ある。具体例としては、いわゆる「派閥」のよう

なものができてしまい、協力体制の構築に苦労を

したことや、新しいプロジェクトに対して少数の

反対者が存在し、その対処に窮したことなどが挙

げられた。本稿の冒頭でも示したが、地域コミュ

ニティというもの自体が多様性を内包する限り完

全に避けては通れない課題であり、組織全体を上

手にコーディネートできる人材を見出だせるかど

うかがこの問題を解決する鍵となる。 

 上記の他、小学校との連携を要するプロジェク

トを計画したところ、小学校が地区を跨る形で統

合され、その結果連携が難しくなったという事例

も聞いた。少子化の影響でこうしたケースは今後

も出てくることが予測できる。 

 以上の結果を踏まえ、「未来会議」による計画策

定の成果を効果的に実装していくための課題を以

下の５点に集約する。 

① 地区内全体での理念とビジョンの共有

② 事業評価の導入とフォローアップの実施

③ 地区組織内および行政組織内での連携の推進

④ 事業実施レベルでの官民協働の推進

⑤ 実働人材の確保と次世代の担い手育成

８．今後の展望 

富山県内で広がる「未来会議」推進の動きは今

後も続いていくものと思われる。現在富山県が行

っている「中山間地域『話し合い』促進事業」は

継続実施される見込みであり、対象となる地区5の

中の希望する全ての地区での導入が期待される。

一方、県事業の対象外となる平野部でも導入の効

果は十分見込めることから、そうした地域でどの

ように展開していくかは検討の余地がある。 

また、魚津市でのヒアリング結果に見るように、

「未来会議」実施後の効果的なフォローアップを

行っていく事が重要である。富山県では現在、計

画策定を終えた地区に対して「中山間地域チャレ

ンジ支援事業」を行っており、申請により事業推

進に必要な経費の一部が補助される。こうした制

度も活用しつつ、外部の専門家やコーディネータ

ーによるエンパワメントの充実を図りたい。 

筆者の個人的な課題としては、まだ3地区に対し

てしか行っていない効果の検証作業をさらに（可

能ならば実施した全地区に）拡大していく必要が

ある。富山県の担当部署とも協議し、できるだけ

速やかに実現したい。 

最後になるが、フォローアップ事業や網羅的な

検証作業の結果も踏まえ、このプログラムをブラ

ッシュアップすると共に、そのノウハウを共有し、

富山県の内外を問わずさらに広い地域で実践され

ていくことを期して本稿を閉じる。 
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まち・ひと・しごと創生総合戦略に対する類似性批判に 

ついての一考察※ 

岡村 遼輔
１
、米崎 克彦

２ 

１
大正大学 地域創生学部地域創生学科 2021年度 卒業生 

２
大正大学 地域創生学部地域創生学科 准教授

（要旨） 本稿では、地方自治体の地方創生政策（特にまち・ひと・しごと創生総合戦

略）が類似しているという類似性批判について考察をおこないまとめたものである。

まち・ひと・しごと創生総合戦略が全国各地で類似したものになってしまう要因とし

て、コンサルティング会社に業務委託を行うことは必ずしも当てはまらず、その一方

で国の政策や補助金が強い影響を与えていることが示される。

キーワード: まち・ひと・しごと創生総合戦略、類似性批判、業務委託、補助金

１．はじめに 

都市の消滅可能性を指摘した「増田レポート」1

の公表とともに、日本の人口減少問題について議

論が活発になると、当時の安倍内閣は内閣にまち・

ひと・しごと創生本部を設置し地方創生政策スタ

ートさせた。2014年11月にまち・ひと・しごと創

生法の成立をうけて、全国の地方自治体は、「ま

ち・ひと・しごと創生に関わる施策についての基

本的な計画（総合戦略）」を策定2することとなる。

そして2019年12月には第２期の戦略へと移行した。

その後、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の感染拡大をうけた一部改訂（2020年改訂版）を

経て2021年に発足した岸田内閣の「新しい資本主

義」の重要な柱の一つである「デジタル田園都市

※ 本稿は、岡村遼輔君の 2021 年度卒業論文を基本にまとめなおしたものである。卒業研究を１から作り上げる中で様々な議

論をおこないとても有意義な時間であった。
1 一般的には、日本創生会議が 2014 年に公表した「成長を続ける 21 世紀のために『ストップ少子化・地方元気戦略』」がこれに

あたる。しかし、ここでは、増田・人口減少問題研究会(2013)や増田(2014)など一連の著作物を含む。
2 まち・ひと・しごと創生総合戦略とは、まち・ひと・しごと創生法に基づいて策定された地域活性化のための政策を指す。同法で

は、政府にまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するよう求めている（第八条）。そして、第九条では都道府県、第十条では市町

村にまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するよう努めるように求めている。対象となる行政区画に応じて、まち・ひと・しごと創生

総合戦略、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略と呼称される。

構想」を加え地方創生政策がすすめられている。 

日本社会の高齢化・人口減少問題が深刻である

と認識されるとともに、地方創生政策が政権の重

点政策となったこともあり、これらの政策に対す

る批判も存在する。例えば、政策の中心である人

口政策に関して第２期に入っているが成果が見え

ないという指摘やそもそもどの地域でも類似した

政策が策定されているという指摘である。後者に

ついては、地方自治体がまち・ひと・しごと創生

総合戦略の策定に関する業務をコンサルティング

会社に委託することで、他の地域の先行事例を元

にした政策が策定され、類似した政策ばかりにな

るという指摘や国の補助金があることで、地方自

治体が補助金を受けられる政策を策定してしまい、

類似した政策ばかりになるという指摘がある。し
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かし多くの地方自治体は、政府の掲げる地方創生

に関する考えに則って戦略を練っているため、ど

の地域でも類似した政策ができあがってしまうの

では無いだろうか。そうでなくとも、地方自治体

は、多くの人に住みやすい町、多くの人に魅力に

感じられる町を目指して、より多くの地域住民か

ら意見を吸い上げて地方創生のための戦略を練る

だろう。そうなれば、住民達の要望は多岐に渡り、

他の地域と重複する政策や、より多くの住民の要

望に対応するために、特徴的な要素を削ぎ落した

政策が策定され、他地域の政策と類似性のある政

策になる。

もし、類似した政策が策定されることに問題が

無いなら、なぜそれが指摘されるのだろうか。そ

もそも個性的な地域とはいったい何を以て定義さ

れるのだろうか。個性的な政策がある地域であれ

ば、地域がより豊かになるのだろうか。

本稿では、これらの疑問のうち、地方自治体の

地方創生に関わる政策が類似しているという類似

性批判について考察をまとめる。本稿の結論とし

て、まち・ひと・しごと創生総合戦略が全国各地

で類似したものになってしまう要因として、コン

サルティング会社に業務委託を行うことは必ずし

も当てはまらず、その一方で国の政策や補助金が、

強い影響を与えていることが示される。

2．類似性批判とその考察 

（１） 類似性批判

まち・ひと・しごと創生総合戦略について批判

は大きく２つに分けられる。戦略の策定やそれに

関する業務についてコンサルティング会社に委託

することによって、類似した政策が策定されてし

まうという指摘と、国の補助金によって地域がコ

ントロールされることによって、類似した政策が

策定されてしまうという指摘である。

１点目に、戦略の策定やそれに関する業務につ

いてコンサルティング会社に委託することによっ

て、類似した政策が策定されてしまうという指摘

である。

西日本新聞の特集「【地方公務員最前線変わる仕

事と役割】＜4＞目指せ脱『金太郎あめ』」では、

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定業務の全

てをコンサルティング会社に委託しなかった福岡

県筑前町と愛知県常滑市について取り上げており、

「15年春、町長の田頭喜久己（67）は『コンサル

の画一的な戦略ではなく、町の顔が分かる独自の

戦略を』と職員に指示した。」、「コンサル頼みの

『金太郎あめ』を脱する鍵は、住民との対話。時

間はかかるが、難しいことではない。オリジナル

性と手触り感のある地域戦略が、そこから自然に

紡ぎ出される。」とし、類似した政策が生まれるこ

とを「金太郎あめ」と呼んで、コンサルティング

会社に頼らないことで、画一的な政策の策定から

脱する可能性のあると報じている（西日本新聞

2018）。 

また、専修大学経営学部の岩田弘尚氏は「地方

創生のための管理会計―BSCによる『まち・ひと・

しごと創生総合戦略』のアラインメント構築とレ

ピュテーションの向上―」にて地方創生の課題の

一つとして、 

『地方版総合戦略』の策定を、地方創生先行

型交付金を利用してコンサルティング会社に外

部委託している地方公共団体が多い点である。

地方創生の直接の主体とは言いがたいコンサル

ティング会社は、客観的な視点を提供できる可

能性はあるものの、その地方や地域の環境や特

性を完全に把握しきっているとは言えず、戦略

の実現に至るまでのプロセスではなく、戦略の

見た目を重視していることが多い。つまり、従

来型の政策の問題点である、（2）地域特性を考

慮しない『全国一律』の手法や（4）地域に浸透

しない『表面的な』施策が、そのまま『地方総

合戦略』の課題として引き継がれている可能性

がある（岩田2017:29-30）。 

とコンサルティング会社によって画一的な政策

が策定される可能性について言及している。

２点目に、政策の策定を行うに当たって、国の

補助金によって地域がコントロールされることに

よって、類似した政策が策定されてしまうという

指摘である。

宇都宮大学の中村祐司氏は「補助金・交付金の

支給を自治体による総合戦略策定へのインセンテ
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ィブの中心に位置づけ、1,700あまりの市区町村に

対して、実質的には強制・義務に近い形で時期を

区切って一斉に知恵を求める今回のような手法に

は政策的な危うさがはらんでいるようにも思われ

る」とし、「ボトムアップ型の自治の萌芽をトップ

ダウン型の典型である国策が相殺してしまう懸念

がある」と、補助金の支給による過度な競争によ

って発生する問題について指摘している（中

村:46）。 

「（参考資料）地方創生に向けた実態調査ワーキ

ンググループ（WG）総括報告」によると、「人口ビ

ジョン・地方版総合戦略の期限までの策定が、一

部交付金措置の条件となっていることから、交付

金目当てと思われる拙速な策定過程を踏んでいる

様子も窺われた」、「また、旧態の取組みを形を変

えて、交付金・補助金申請を行っているいわゆる

『看板の付け替え』のケースも見られた」（2016:7）

と指摘されており、まち・ひと・しごと創生総合

戦略策定の場面でも、政府の補助金によって地方

が強い影響を受けていることが分かる。

（2） 類似性に関するコンサルティング会社の影響

上記のようにまち・ひと・しごと創生総合戦略

について問題点が指摘されているが実際にどの程

度類似した政策が策定されているのだろうか。

坂本誠氏の｢地方創生政策が浮き彫りにした国

－地方関係の現状と課題―『地方版総合戦略』の

3 依頼内容には戦略策定に必要な調査分析のみを委託した

ケース、資料の作成あるいは検討組織の運営支援を委託し

たケース、もしくは実質的に素案の作成作業まで外部に委ね

たケースなど、市町村によって委託内容の幅があることに留

策定に関する市町村悉皆アンケート調査の結果を

ふまえて―｣によると、アンケートに回答した

1,037の市区町村の内、約77.3％がまち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定や、それに関わる事業に

ついて、コンサルティング会社に依頼しているこ

とが分かった3。 

ここでは、同じコンサルティング会社に委託を

行うと本当に類似した政策が生まれるのか調べる

ために、以下の調査を行なった。

まず、コンサルティング会社を選定し、そのコ

ンサルティング会社がまち・ひと・しごと創生総

合戦略について委託事業を行なった市区町村につ

いて、その地域のまち・ひと・しごと創生総合戦

略を比較することで、どの程度類似した政策が策

定されているのか分析した。

今回は、株式会社創建がまち・ひと・しごと創

生総合戦略の策定に関わった、東京都小金井市、

東京都港区、愛知県長久手市、岐阜県海津市、愛

知県半田市、東京都青梅市、愛知県東海市の７ヶ

所のまち・ひと・しごと創生総合戦略と、国が策

定したまち・ひと・しごと創生総合戦略について

基本目標を比較した。国と７地域のまち・ひと・

しごと創生総合戦略のキーワードを表にまとめる。

上記の表は、それぞれの地域のまち・ひと・しご

と創生総合戦略に掲げている基本目標やそのKPI、

数値目標のキーワードを抽出したものである。観

光と、子育ての２つが高い割合で、基本目標に取

意が必要である。また、政府は「戦略策定に必要な調査等を

民間コンサルティング企業等に委託することは差し支えない」

との見解を示しているが、戦略の起草作業自体は地方公共

団体が策定するようにと推奨している。 
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り上げられているが、子育てはまち・ひと・しご

と創生総合戦略の基本目標の１つとして定められ

ており、同じコンサルティング会社に業務委託を

行なったことによって類似したものになったと断

定することはできない。次いで多い観光について

は、この７地域以外にも多くの地域が観光を総合

戦略の１つに掲げており、同じコンサルティング

会社に業務委託したことによって生まれた政策と

断定するのは困難だ。それ以外の政策についても、

基本目標が偏っているとは言いがたい。

この結果、コンサルティング会社に業務委託を

行なったことが要因で政策が類似していると断定

することは困難である。それに対して、国のまち・

ひと・しごと創生総合戦略に記載されている基本

目標から強く影響を受けていると見られる。

（3） 考察

なぜ、コンサルティング会社への業務委託が発

生してしまうのだろうか。

その要因として２点挙げられる。

１点目に、地方自治体の人員不足が挙げられる。

蜂屋勝弘氏は、｢地方公務員は足りているか─地方

自治体の人手不足の現状把握と課題─｣にて、地方

公務員数は現在、都道府県と市町村等を合わせて

約276万人であり、ピークであった1994年の約328

万人対比15.9％減少している。特に2000年代には、

「民間でできることは民間に」との方針のもと、地

方自治体が直接担ってきた行政サービスや業務へ

の民間参入等を促すための取り組みが進展し、大

幅に減少した。2010年代前半以降は減少傾向に歯

止めがかかり、足許は微増となっていると、地方

自治体における職員数の変動について紹介した上

で、地方公務員一人当たりの住民数は2000年から

10年にかけて14.9％増加しているほか、自然災害

が各地で相次いだことに加え、社会保障分野を中

心に地方自治体の担う業務量が、人口減少のトレ

ンドとは逆に、次第に多くなってきている可能性

があり、これらによって地方自治体の人手不足感

が高まりつつあると指摘している（蜂屋2021:72-

84）。 

坂本（2018）では、地方公共団体が、コンサル

ティング会社等の外部団体にまち・ひと・しごと

創生総合戦略の策定に関わる業務を委託した理由

として、「職員の事務量軽減のため」（72.8％）が

2番目に多い結果となった。同氏は、「総合戦略の

策定が求められた2015年度は、プレミアム商品券

への対応やマイナンバー導入準備への対応が重な

った年であり、外部委託により少しでも職員の負

担を軽減したいというインセンティブが働きやす

かったと見られる」と指摘している（坂本2018:81）。

これらのことから、まち・ひと・しごと創生総合

戦略策定の現場では、慢性的な人手不足に加えて、

様々な業務を新たに課されていたため、コンサル

ティング会社にまち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定に関わる業務の委託が行なわれたのではな

いかと考えられる。 

２点目に地方公務員の専門知識の不足が挙げら

れる。坂本氏によると、地方自治体が、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定に関する業務をコ

ンサルティング会社に業務委託した理由の中で

「最も多いのは『専門知識を補うため』（79.6％）」

であり、「KPIの設定などこれまでとは異なるスタ

イルでの計画策定が要求され、かつ総合戦略の内

容が交付金事業の採択に影響を及ぼすことが想定

されるなかで、策定に際してよりたしかな情報や

知識、ノウハウを得たいとの意図があったと考え

られる｣と指摘している（坂本2018:81）。 

また、地方自治体の職員は3年毎に部署の異動が

行なわれるため、職員一人一人の専門性の獲得が

難しく、地方創生に関する専門知識を持たない職

員がいないことも、コンサルティング会社等に業

務委託を行なった要因の１つと見られる。 

補助金によって地方自治体が政府から影響を受

けている要因は２点挙げられる。 

１つ目に、政府による意図的な誘導が行なわれ

ている可能性である。 

まち・ひと・しごと創生法では、 

市町村（特別区を含む。以下この条において

同じ。）は、まち・ひと・しごと創生総合戦略（都

道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定め

られているときは、まち・ひと・しごと創生総

合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総

合戦略）を勘案して、当該市町村の区域の実情
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に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策

についての基本的な計画（次項及び第三項にお

いて『市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略』

という。）を定めるよう努めなければならない

（まち・ひと・しごと創生法:第十条）。 

と定められており、まち・ひと・しごと創生総

合戦略は国のまち・ひと・しごと創生総合戦略と

県のまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して

策定されるため、必然的に国の政策に基づいた施

策の策定を求められていることが分かる。政府の

設けている補助金は地方が国のまち・ひと・しご

と創生総合戦略を勘案するための指標の一つにな

っている。 

２つ目に地方公共団体の資金不足と、国の巨額

の補助金が挙げられる。 

総務省によると 

地方財政は、約1,700の地方公共団体の財政の

総体であり、その多くは財政力の弱い市町村で

す。地方財政の財源不足は地方税収等の落込み

や減税等により平成６年度以降急激に拡大し、

平成22年度には景気後退に伴う地方税や地方交

付税の原資となる国税５税の落ち込みにより、

過去最大の18.2兆円に達しました。令和3年度は、

新型コロナウイルス感染症の影響により地方税

収入や国税５税の法定率分が大幅に減少する中

で、経費全般について徹底した節減合理化に努

めましたが、社会保障関係費の増加が見込まれ

ることなどにより、通常収支にかかる財源不足

は10.1兆円となり、依然として大幅なものとな

っています（総務省）。 

としており、地方の財政基盤が盤石では無いと

している。その一方で、溝口氏によると、｢地方創

生先行型」の交付金を盛り込んだ「地方への好循

環拡大に向けた緊急経済対策」が取りまとめられ

た。12月30日には、企業の本社機能等の地方移転

を促進する税制を含む平成27年度税制改正大綱が

与党の税制調査会において決定された。そして、

年が明け、１月９日に前述の緊急経済対策のため

の平成26年度補正予算が閣議決定され、地方創生

先行型の交付金の規模は1,700億円とされた。14日

には、平成27年度当初予算が閣議決定され、まち・

ひと・しごと創生関連事業として約7,200億円が盛

り込まれた（平成26年度補正予算で計上されたま

ち・ひと・しごと創生関連予算約3,300億円と合わ

せると、約1兆円の規模となる。）。また、地方財政

計画には、まち・ひと・しごと創生事業費として、

１兆円が歳出に計上された｣としており、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定とその政策の推進

のために、巨額の予算が国から投入されていたと

している（溝口2015:1）。 

地方自治体の財政難と、国の設けた補助金が、

努力義務である筈のまち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定を推し進めるなど、地方自治体に強い

影響を与えた。 

（a） なぜ批判が発生するのか

本研究では、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定に関する業務についてコンサルティング会

社への委託を行なっても、それが直接的な影響と

してまち・ひと・しごと創生総合戦略が類似して

いるものになるとは言いがたく、一方で、まち・

ひと・しごと創生法によって地方自治体のまち・

ひと・しごと創生総合戦略は国のまち・ひと・し

ごと創生総合戦略を勘案して策定されるため、必

然的に類似したまち・ひと・しごと創生総合戦略

が策定されやすいと推測される。

つまり、まち・ひと・しごと創生総合戦略は「類

似した政策ばかり策定される」と言った批判はま

ち・ひと・しごと創生法の特性上起こるべくして

起こっていることになる。

また、構造上の問題の他に、国のまち・ひと・

しごと創生総合戦略で掲げた、目標の進捗が芳し

く無いことも、まち・ひと・しごと創生総合戦略

への批判に繋がっている。新型コロナウイルスが

流行するまでは、東京都への転入超過や合計特殊

出生率の改善は見られず、地方と都市部の経済格

差は埋まっていない。人口も増加に転じる気配も

無い。このようにまち・ひと・しごと創生法の掲

げる多くの目標が達成の糸口をつかめずにいる現

状に対して、多くの研究者や専門化が様々なアプ

ローチから、問題点の指摘や批判を行なっており、
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いくつかの批判や指摘の内の１つが「類似した政

策ばかり立案されている」というものだ。 

多くの地域のまち・ひと・しごと創生総合戦略

はお互いに似通っていて、個性の無い総合戦略で

有るため、「類似した政策ばかり策定される」ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を批判する際に比

較的容易に考えつく論点であると言える。 

（b） 類似した政策が策定される問題点

コンサルティング会社に業務委託することによ

って類似した政策になるとは必ずしも言えないこ

とが本研究で分かったが、それ以外に以下の２点

の問題点について指摘されている。 

１点目に、補助金などによって地方に渡った資

金が、都市部のコンサルティング会社に業務委託

することによって地方から都市部に還流すること

である。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するに

当たって、多くの資金が、東京を本社とするコン

サルティング会社に充てられていることが分かる。

確かに、地方交付金や、様々な補助金などを通じ

て、地方と都市部の経済格差を是正しようとして

いるにもかかわらず、都市部のコンサルティング

会社に業務委託をすれば、補助金等の資金が都市

部に還流し、地方と都市部の経済格差が埋まらな

いように見える。 

しかし、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策

定を始めとする地方創生のための事業は、起業支

援など直接的なものから、生活環境の向上等間接

的なものまで、地域住民の経済活動の活発化に寄

与するものが多分に含まれており、地方創生に関

する計画に、予算を投じることは投資に当たる。

地方創生活動によって、地域の経済活動が活発化

するのなら、どの地域のコンサルティング会社に

業務委託しても問題無いといえる。 

２点目に、地方自治体がコンサルティング会社

に業務委託することによって、まち・ひと・しご

と創生総合戦略の策定に関する業務など地方創生

のノウハウを学ぶ機会を損なうことが指摘されて

いる。 

コンサルティング会社に業務委託することによ

って本来得られる筈だったノウハウを得られず、

コンサルティング会社に頼り切りにならざるを得

なくなるという指摘が有る。しかし、この意見に

ついては議論の余地が残る。コンサルティング会

社に業務委託を行なっても、その策定行程など、

コンサルティング会社に業務委託するためのノウ

ハウは蓄積される。また、地方自治体の慢性的な

人手不足が解消されない限りは、関連する事業は

コンサルティング会社に委託し続けることになる

ので、地方自治体だけで完結できるようにノウハ

ウを蓄積する必要は無い。地方自治体はコンサル

ティング会社に業務委託しても、コンサルティン

グ会社に頼り切りにならなければ問題は無い。 

また、国の補助金によって、地方自治体のまち・

ひと・しごと創生総合戦略が影響を受けることに

よる問題点について、国の地方に対する影響力が

強まってしまうのではないかという指摘がある。 

国は、地方の独立性を高めたい一方で、人口減

少対策は急務であり、まち・ひと・しごと創生総

合戦略は人口減少対策の一面を持つ。そのため、

まち・ひと・しごと創生総合戦略、を推進するた

めに強制力を持つことは、必要なことであると言

える。まち・ひと・しごと創生法では、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略は国のまち・ひと・しご

と創生総合戦略を勘案して策定する必要がある点

からもこの施策の強制力が覗える。今後、まち・

ひと・しごと創生総合戦略を推進しながら、どの

ように地域の独立性を向上させるかは国や地域の

課題の一つになるだろう。 

上記の問題に加えて、類似した政策が策定され

ている問題として、地域の実情と異なる政策が策

定されてしまうということが指摘されている。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略に限って言え

ば、国が約１兆円を投じ、多様な補助金を設定す

ることで、地方創生に関する地域の様々な要望に

応えられるようにしている。地方自治体も、その

中から自身の地方に必要な補助金を申請している。

その一方で、地方は予算に無い政策を策定するイ

ンセンティブが少なく、地域の課題に対して、国

の補助金が無いために、対応するための政策が策

定されない可能性がある。 

これを解決するためには、使用用途を特定しな

い補助金を設定する必要があるが、必要以上の箱
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モノ建設をした過去の例があるため、地方創生に

対して有効性に疑問のある使われ方をする懸念が

ある。 

３．おわりに 

本稿では、地方創生政策に対する批判のうち、

まち・ひと・しごと創生総合戦略の類似性批判に

ついて分析した。 

現在行なわれている総合戦略の類似性に関する

批判について主に以下の２点にまとめられる。 

１点目は、地方自治体がコンサルティング会社

に業務委託を行なう際、コンサルティング会社が

他の地域を参考にした事業を提案することで、類

似した政策が策定されてしまうという指摘である。

この指摘では、類似した政策が策定されてしまう

と言った問題点の他に、コンサルティング会社に

業務委託することで、地域の地方創生に対する学

びの機会を喪失してしまう、地方に割り充てた補

助金や予算がコンサルティング会社を通じて都市

部に還流してしまうと言った問題点も指摘されて

いる。 

２点目は、地方自治体が国の補助金の影響を受

けることで類似した政策ばかりになってしまうと

いう指摘である。財政の弱い自治体が自らの地域

を創生するに当たって、国が用意した補助金のメ

ニューの中から、選択し、計画を行なうことによ

って、国の補助金が出ない政策は策定されず、結

果として類似した政策ばかり策定されてしまう。 

本稿では、上記の指摘に対して、以下の２点の

結論を得た。 

１点目に、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

策定についてコンサルティング会社委託業務を行

なったとしても、それが直接的な要因として、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略が類似したものに

なると断定することは困難であることが分かった。

今回調査を行なった７地域のまち・ひと・しごと

創生総合戦略では、ほとんどの地域が、基本目標

の１つとして観光と子育ての分野を採用していた

が、子育ては、国の掲げる少子高齢化の解消に直

結し、観光もまた、国が盛んに振興していたこと

から、同一のコンサルティング会社に業務委託を

行なったことによる影響と断定することは困難だ。 

２点目に、まち・ひと・しごと創生総合戦略は

国の施策や国の補助金から強く影響を受けている

ことが分かった。まち・ひと・しごと創生総合戦

略はまち・ひと・しごと創生法で国と県のまち・

ひと・しごと創生総合戦略を勘案して策定するよ

うに定められており、これに則ってまち・ひと・

しごと創生総合戦略が策定されることによって、

国の方針を取り込んだ個性的では無いまち・ひと・

しごと創生総合戦略が策定される要因となってい

る。 

また、巨額の補助金が設定されていることもそ

の傾向を強くしている。まち・ひと・しごと創生

総合戦略等の地方創生政策には、毎年１兆円以上

の予算が組まれており、経済の弱い地方自治体は、

まち・ひと・しごと創生総合戦略を通して地域を

良くするための資金を獲得することになった。そ

の結果、補助金のメニューに則った政策が各地で

策定され、地域の政策が個性を損なう要因となっ

た。ただし、まち・ひと・しごと創生総合戦略な

どの地方創生はもとより国が掲げているものであ

り、国によって地方創生のための政策が変質した

のではなく、国の掲げる地方創生を元に地方の政

策が策定されたと考えるのが順当である。 

本研究において、より発展させるために必要な

こととして、以下の３点が挙げられる。 

１点目に、研究対象の規模の拡大が挙げられる。

より正確にまち・ひと・しごと創生総合戦略の類

似性について研究するのであれば、全ての地方自

治体のまち・ひと・しごと創生総合戦略について

比較研究を行ない、それぞれの差異や特徴につい

て調査することが必要だ。またより多くのコンサ

ルティング会社から業務委託を受けた地域の比較

研究が挙げられる。本研究では、１箇所のコンサ

ルティング会社に業務委託を受けた７地域につい

て調査を行なったが、他のコンサルティング会社

についても比較研究を行なうことでより確実な結

果を得られる。全てのコンサルティング会社が、

どの地域のまち・ひと・しごと創生総合戦略の策

定に関する業務委託を行なったのか公開している

訳では無いので、コンサルティング会社に業務委

託を行なった地域とそうで無い地域の比較研究を
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行なうことは困難だが、より精度の高い研究が行

えるだろう。 

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略だけで

なく、「長期ビジョン」や「地方人口ビジョン」と

の関係も含め地方創生政策全体への拡大も必要で

ある。 

２点目に、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

有用性についての検証挙げられる。本研究では、

どの地域のまち・ひと・しごと創生総合戦略がど

の程度その地域の特色に合っているのかについて、

類似性批判の域を超えてしまうので調査は行なっ

ていない。しかし、まち・ひと・しごと創生総合

戦略について批判の声が上がるのは、その実効性

や有用性、進捗について疑問が持たれているから

である。まち・ひと・しごと創生総合戦略の有用

性について研究することは、まち・ひと・しごと

創生総合戦略の類似性批判について考察を深める

要因になる。 

最後に分析方法の深化が挙げられる。今回はキ

ーワードなどをピックアップし比較してきたが、

テキストマイニング4などの文章そのものの分析

手法も進んできている。これらの分析手法による

より詳細な分析を行うことにより本論文での結論

をより科学的な立場より立証が可能であると考え

られる。これらに関しては、今後の課題としたい。 
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ニューノーマル時代における消費市場の変化と

アフターコロナの新しい潮流についての考察

北條 規

大正大学 地域構想研究所 教授

（要旨） 新型コロナウイルスの世界的大流行は感染症の影響をはるかに超え、世界の経

済・社会を緊急停止させた。世界的な混乱は飲食、旅行、イベント、衣料、教育など

の消費産業はもちろん、製造業や一次産業まで深刻なダメージを与え、感染の抑制と

経済再生に関して、世界全体で手探りの状態が続いている。非接触、非対面という制

約の中ライフスタイルが劇的に変化し、コロナが収束してもコロナ前にはもはや戻る

ことはないだろう。人々はこれまでにないニューノーマルを受け入れながら、コロナ

と共存して生きていくことになる。歴史的大きな転換期となり、これからの経済・社

会がどのように進んでいくのか先は見えていない。本稿では、コロナに伴って生まれ

てきた生活様式の変化と新しい消費スタイルを取り上げるとともに、アフターコロナ

時代のDXの加速と新しい潮流について考察する。 

キーワード : 新型コロナウイルス感染拡大、テレワーク、オンライン、ニューノーマル、DX 

１． はじめに 

2020年１月９日、中国武漢で原因不明の肺炎患

者から「新型コロナウイルス」が検出された。そ

れからウイルスは瞬く間に日本や欧米に飛び火し

ていった。2020年４月の非常事態宣言が発令され

るまで僅か３か月の間に、コロナのパンデミック

は日本経済・社会を緊急停止させ、混乱を引き起

こしたのである。不要不急の外出を自粛する中、

生活必需品の確保にも苦労した国民は、現代の社

会の脆さを知ることになった。新型コロナの発生

以前に「第四次産業革命におけるものづくり産業

の課題と新たな価値の創造」と題して「第四次

産業革命」と呼ばれるIoT、ビッグデータ、AI

等のデジタル時代の潮流と産地革新への取り

組みと産業振興について調査した。デジタル

化移行に後れを取った我が国が、新型コロナ

の発生によってデジタル化に加速度がつくと

は誰が予見できたであろうか。 

本稿では、パラダイムシフトによるニューノー

マル時代の中での生活者の行動変容や意識の変化

を取り上げ、コロナ禍でのライフスタイルによっ

て消費者に受け入れられた新たなビジネスモデル

の事例を取り上げるとともに、混迷するアフター

コロナの時代、生活者の価値観は大きく変わり、

デジタル化の加速とともに生まれてきた新たな潮

流を考察する。 

２． コロナ感染拡大で一変した生活 

（１） 我が国の経済・社会の混乱

政府の第１波時の混乱を整理しよう。2020年１

月９日の中国での新型コロナの発生から暫くして、

日本でも感染者が確認されたが、この時点では対

岸の火事だった。しかし、２月のダイヤモンド・

プリンセス号の横浜来航から国内の状況は一変。

国民は報道で発表される感染者の増加状況を観る

ことになる。最終的には3,700人の乗客乗員のう
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ち感染者は700人超、10人以上が死亡した。国民

の不安は一気に拡大し、国内のドラッグストアや

コンビニからマスクや消毒液、石鹸が消える事態

にもなった。イベントの自粛、大手企業の在宅勤

務の実施など、緊急の対応が相次ぎ、テレワーク

を採用する企業も一気に増加していった。 

３月11日にはWHOからパンデミック（世界的大

流行）が宣言されたが、対応するワクチンや治療

法はまだ確立されていないだけに、政府も企業も

家庭もほぼ手探り状態での対応が続いた。全国の

小中高の一斉臨時休校の実施、卒業式や入学式と

いった学内行事も中止に追い込まれていった。プ

ロ野球やＪリーグの開幕延期、選抜高校野球も中

止となった。そして３月24日、政府は苦渋の決断

の末に東京オリンピックパラリンピックの１年延

期を発表、日本中に衝撃が走った。多くの企業が

開催を前提に投資や事業拡大の計画を立てており、

インバウンドの消費を期待していた地域経済は、

観光戦略の見直しを余儀なくされていったのであ

る。 

４月になっても感染拡大は収束する気配もなく、

混乱は国内製造業にも広がっていった。販売不振

に加えて、サプライチェーンが機能不全に追い込

まれた。部品の調達にも影響が出始め、自動車に

加えて、機械や電機も含めた国内製造業も稼働の

一時停止や生産調整に追い込まれるなど、日本経

済は悲鳴を上げ始めていった。そして４月７日、

ついに安倍晋三首相から「緊急事態宣言」が発せ

られた。感染拡大はわずか３か月で仕事、学校、

日常生活にまで影響が及び、経済も雇用も消費も

急失速させ、これまで当たり前だった暮らしを一

変させ、先が見えない混迷の時代に突入していっ

たのである。 

その後2020年の第１波から丸３年目を迎えたが

周期的な波が押し寄せる状況は変わりなく、つい

に第８波を経験するに至った。ウイルスも増殖を

繰り返していく中で、デルタ、ラムダ、オミクロ

ンと変異株へと移っていった。第８波ではインフ

ルエンザとのＷ感染、そして連日報告される死者

数も過去最高となっており、予断を許さない状況

である。今後も感染の波が繰り返すことを覚悟し、

ゼロ・コロナを目指すのではなく、これまでの教

訓を生かしながら、Withコロナを基本とした対応

が必要となっている。 

（２） コロナ感染拡大下のふたつのパラダイムシフト

さて、感染の広がりは、多くの分野で当たり前

だと思われてきた常識が激変し、経済・社会のパ

ラダイムシフトを生み出している。１つは非接触

という行動変容が世の中の生活様式や価値観を大

きく変化させ、テレワークと言われる在宅勤務が

どんどん取り入れられたことである。テレワーク

はコロナの前から言われてきた働き方改革の一環

として、政府が推進していた制度であったが、企

業の導入が進んでいなかった。しかし皮肉にも、

コロナの影響で、この文脈が待ったなしの状況に

なっていった。もう１つは、緊急事態宣言下にお

いて移動自粛という行動変容の中で急激に拡大し

たオンライン化だ。対面を回避し、日常の買い物、

セミナーや商談会、飲み会からツアー、ライブイ

ベント、病院の診察そして学校の授業までもオン

ラインで実施されるようになった。Zoomなどのソ

フトを活用しながらの新しいオンラインのスタイ

ルが様々な場面で取り入れられている。行政手続

きのオンライン化も、自宅や仕事先からPCやスマ

ートフォンで行えるように、法整備がなされなが

ら導入の動きの鈍い面もあったが、新型コロナの

感染拡大が後押しした格好だ。このパラダイムシ

フトが社会生活に大きな変化をもたらした。次章

ではその変化をみてみよう。 

３． ニューノーマル時代の変化 

新型コロナの感染拡大によってふたつのパラダ

イムシフトが人々の生活スタイルや意識に大きな

変化を生み出している。この章では主な変化につ

いて整理する。 

（１） テレワーク普及状況

パラダイムシフトのひとつであるテレワークの

導入だが、令和４年７月22日に内閣府が発表した

「第５回 新型コロナウイルス感染症の影響下に

おける生活意識・行動の変化に関する調査」によ

れば、国内のテレワーク普及率は全国平均では
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30.6％、最も高いのはやはり東京都で50.6％、地

方圏の22.7％と大きく差がひらいており、首都圏

に集中していることがわかる。 

 

 

図－１「第５回 新型コロナウイルス感染症の影響下 

における生活意識・行動の変化に関する調査」① 

＊出典：令和４年７月22日内閣府より 

 

業種別にみると情報通信業が76.9 ％と断トツ

に高く、次いで電気・ガス・水道業が46.4％、製

造業が40.7％となっている。 

図－２「第５回 新型コロナウイルス感染症の影響下 

における生活意識・行動の変化に関する調査」② 

＊出典：令和４年７月22日内閣府より 

 

また、「テレワークの利用拡大の課題とテレワ

ークの不便な点」の調査から、テレワークの利用

拡大が進むために必要な課題をみると、書類のや

りとりの電子化・ペーパーレス化、打ち合わせや

意思決定の改善、社内システムへのアクセス改善、

社内の押印文化の見直しなどが課題となっている。

医療、福祉、製造業、保育等仕事の性格上、テレ

ワークできない業種もあるが、そうでない業種に

関してはセキュリティーやテレワークに対応した

社内ルールや制度の改革、意識改革や環境の整備

などが普及の鍵を握っている。                 

テレワークが不便な点をみると、社内での気軽

な報連相ができない、画面によるコミュニケーシ

ョン不足やストレス、セキュリティー面の不安な

どがあげられる。しかしながら、都市部における

通勤時間を有効活用できること、通勤にかかる負

担が軽減されるなどのメリットも多く、デジタル

化の進展とともに今後は事業者内の改善が進み、

Withコロナの場面になってもテレワークを中心と

した働き方はニューノーマルの新常識として定着

してきている。 

図－３「第５回 新型コロナウイルス感染症の影響下 

における生活意識・行動の変化に関する調査」③ 

＊出典：令和４年７月22日内閣府より 

 

（２） 東京集中から地方分散への意識の変化 

新型コロナの感染拡大によって、これまで問題

視されていた人口の東京一極集中に変化がみられ

るようになってきた。緊急事態宣言が最後に解除

されたのは千葉・埼玉・神奈川・東京の一都三県

である。首都機能が集中し企業も人口も多いこと

から、感染拡大が高い水準となっている。災害に

加えて感染リスクも顕在化したといえよう。その

ような中、特に東京から人が流出する動きが顕在

化している。テレワークの拡大によって、在宅で

も仕事ができることから、都内のオフィスにリス

クの高い満員電車で通わなくても働ける労働環境

への変化だ。働き手は居住地選択の自由度が高ま

り、地方都市に暮らしながら、首都圏の企業人と
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して仕事ができるようになってきた。この傾向が

人口減少の著しい地方への人口移動になると期待

するのは早計過ぎるが、都市部の「蜜」から

「疎」への意識は高まっているのは確かだ。同調

査によれば、地方移住に関心があると回答した割

合が全年齢（東京圏）においては2019年12月には

25.1％だったが2022年には34.2％まで増加し、23

区在住者でみると37.2％となっている。20代では

50.9％と半数以上が関心を示している。 

 

図－４「第５回 新型コロナウイルス感染症の影響下 

における生活意識・行動の変化に関する調査」④ 

＊出典：令和４年７月22日内閣府より 

 

これまで移住促進政策の最大のネックは、移住

先での収入の確保である。地域への移住を意思決

定する際に、雇用のリスクによって移住を断念す

るケースも多かったが、コロナによって副業も認

められる職場環境にもなってきており、複数の仕

事で収入構成を組み立てるライフスタイルも今後

増えてくるだろう。 

一方で、テレワークに舵を切った企業側におい 

ても、家賃の高い不要なスペースを見直す動きが

加速しているほか、従業員の安全確保、災害への

対応と企業活動の維持（BCP）という観点でも、

東京集中から地方への分散によってリスクを回避

する傾向も出てきている。これまで地方創生第一

期の五カ年で様々な施策を講じながら、東京一極

集中の是正はできなかったが、これからのWithコ

ロナ時代において、社会構造の変革が求められて

いることから、潮目が変わっていることを各自治

体は意識した政策が必要となってくるだろう。 

（３） 二拠点居住による多様な働き方・暮らし方 

以前は、現役時代でバリバリと都市部で働き、

一区切りついたら自然豊かな地方に移り住んでゆ

ったりとした暮らしをするといった、ステレオタ

イプの価値観が主流の時代もあったが、コロナに

よって生まれてきたリモートと副業との組み合わ

せにより、都市部と地方を行き来し、生活の拠点

を二つ持つ二拠点居住や二拠点就労など、多様な

ライフスタイルを取り入れる人たちが出現してき

ている。自然豊かな田舎暮らしはしてみたいが移

住するにはハードルが高いといった人達が、平日

は仕事の拠点がある東京で暮らし、週末はもう１

つの拠点の田舎で生活を送るスタイルだ。 

こういった変化を受けて、内閣府では令和２年

７月に「経済財政運営と改革の基本方針2020～危

機の克服、そして新しい未来へ～」が閣議決定さ

れ、二地域居住、兼業・副業、地方大学活性化等

による地方への新たな人の流れの創出が盛り込ま

れ、地方回帰に資するテレワークの推進、地方移

住にもつながるサテライトオフィス の設置、デ

ジタル産業等の起業、地方での兼業・副業支援を

強化する計画である。ITやデザインなどのクリエ

ーター的な関連の仕事であれば、テレワークで十

分仕事をこなすことができることから、インター

ネット環境が整っている地域に移住して時間を有

効に活用しながら暮らすスタイルも今後は増えて

くることが予想される。 

 

（４） デジタルトランスフォーメーションの加速 

一方で、感染拡大は社会、地域、企業、家庭、

個人を混乱に巻き込み、三密を避ける行動が求め

られる中、今までにないニューノーマルに対応し

た商品やサービス、プラットホームの誕生につな

がった。新型コロナウイルスとの共存が必要とな

った今、これらの変化は新しいスタンダードとし

て社会や生活に定着してきているものもあり、緊

急事態宣言のステイホーム環境下でデジタル体験

したことで、国際的に遅れていた我が国のデジタ

ル化、DX化の加速を生み出す要因となっている。

政府も新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、

2020年の12月に地方創生の方向性を決める「総合

戦略」の改訂版を閣議決定した。テレワークの推
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進と、デジタル分野の専門人材を派遣して市町村

を支援することなどが盛り込まれ、Withコロナの

時代において官民ともに変革が求められているDX

（デジタル・トランス・フォーメーション）は、

その中核に位置付けられている。コロナの影響で

今後のビジネススキームはもとより、日常の暮ら

しの中にもどんどんデジタル化を取り入れるきっ

かけとなった。 

 

４． 消費市場の変化 

 

緊急事態宣言下での行動変容によって引き起こ

されたパラダイムシフトによって、環境が激変

し、ニューノーマルに対応したビジネスや商品、

サービスも続々誕生している。この章では消費生

活のトレンドについて整理したい。 

 

（１） キャッシュレスの普及 

コロナ感染が拡大する中、３密やソーシャルデ

ィスタンスという言葉が叫ばれるようになり、 

人々が集まる施設や店舗では、体温の測定やマス

ク着用や咳エチケット、手洗い、うがいの徹底な

ど生活習慣の見直しも重要と言われるようになっ

た。清潔好きな日本人は概ねそのマナーを守りな

がら、自らの感染予防に注力している。そのよう

な中、消費市場にも変化が生まれてきた。ひとつ

は非接触型の購買スタイルである。不特定多数が

触る紙幣や硬貨といった現金を通した感染から防

衛するために、消費者もキャッシュレス化のニー

ズは急速に高まってきた。消費者にとっても売り

場の店員にとっても感染予防になることと、決済

する運営主体が各種割引や便利でお得なポイン

ト、特典など、利便性、効率性などのメリットを

付与したことによって、大規模な小売店舗に限ら

ず、街の商店街の個人店舗まで導入をするように

なってきた。売り場側のマンパワー不足の解消に

もなることからも、クレジットカードのみなら

ず、デビットカード、電子マネー、スマホのQRコ

ード決済など普及が広がっている。 

国はキャッシュレスでの決済比率を2025年まで

に４割程度、将来的には80％まで上昇させること

を目指して推進しているが、2021年では32.5％の

決済比率となっている。 

図－５「キャッシュレス支払額および決済比率の推移」 

＊出典：令和４年６月１日経済産業省より転載 

 

また、消費者庁が定期的に実施している調査

「店頭購入及びキャッシュレス決済に関する意識

調査」によると、令和元年12月から令和２年同

月、令和４年２月と「よく利用している」割合が

令和元年54.2％から令和２年58.9%に上昇、令和

４年には64%となっており、「ときどき利用してい

る」を含めると約90%を超えている。 
 

図－６「店頭購入及びキャッシュレス決済 に関する意 

識調査」＊出典：消費者庁より転載 

 

（２） 巣ごもり消費、ネット通販利用が拡大、利用世

帯は50％を超えた 

新型コロナウイルスの影響による外出自粛にと

もない、自宅にいながら買物をしたり、ネットで

の娯楽を楽しんだりするなどの「巣ごもり消費」

という新しい消費者行動が拡大した。満員電車に

よる通勤リスクを避けるために職場はテレワーク

の導入そして飲食店の休業によって外食ができな

くなり、自宅で自炊による食品の需要あるいはフ

ードデリバリーの利用が増加。特に商業施設が休

業に追い込まれたことでネット通販の利用が急激

に高まった。 

総務省の家計消費状況調査の「ネットショッピ

ングの状況について（二人以上の世帯）」による
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と、ネット通販利用世帯の割合はコロナ前から上

昇しているが、コロナ禍になって伸び率が高ま

り、2020年48.8％、2021年には50％を超えて

52.7％となった。 

図－７ 「ネットショッピングの支出額の推移」 

＊出典：総務省「家計消費状況調査」より転載 

 
ネット通販の月間支出額は2019年（12月）17,459

円から2020年には20,000円を超えて2022年（11月）

には22,668円と３割近く上昇している勢いだ。一

方で、１世帯当たりの支出額でみると2019年（12

月）38,243円、2021年にはついに40,000円を超

え、2022年（11月）42,803円で名目増減率は11.9％

増となっている。 

図－８ 「ネットショッピングの状況について（二人

以上の世帯）」＊出典：令和５年２月７日総務省統計局「家計

消費状況調査」より転載 

 

また、世帯主の年齢階級別にネットショッピン

グ利用世帯の割合の推移を見てみると、コロナ禍

以前に関しては65歳以上の世帯の利用のみが伸び

が鈍かったが、新型コロナウイルス感染症下にお

いては、65歳以上の世帯においても27.1％（４

月）、30.3％（５月）と著しく伸び、これが全体

の伸びにも寄与し、６月に入っても他の年齢階級

とは異なり、31.2％と上昇を続けている。これま

でネット通販には否定的だった高齢世帯でも３割

がネット通販を利用するようになり、ネットショ

ッピングが当たり前の時代になりつつあることが

分かる。高齢者のスマホの普及も高まりつつある

ため、今後ネット通販の利用率はますます高まる

ことが予想される。  

 

図－９  ネットショッピング利用世帯の割合の推移 

（世帯主の年齢階級別） 

（二人以上の世帯、2017年１月～2020年６月） 総務省 

＊出典：総務省統計局 「新型コロナウイルス感染症で変わる、

ネットショッピング家計消費状況調査より転載 

 

（３） D2C（Direct to Consumer）ビジネスモデルが増

える 

コロナ禍で新しいビジネスモデルも実績を伸ば

した。そのひとつがD2Cである。D2Cとは、実店舗

を持たない企業が企画して製造した商品を、消費

者に直接届ける販売方法である。問屋や仲介業者

などのチャネルを通さずに、企業が自社で運営す

るweb通販サイトで直接販売するビジネスだ。そ

の企業や製品のブランドイメージをダイレクトに

エンドユーザーに伝えられ、ローリスク、ロー予

算から始められるため、スタートアップ企業の参

入も多い。デジタルマーケティングとwebでの販

売で完結できるため、商圏が従来の実店舗型ビジ

ネスよりも広く、手数料や中間マージンを介さな
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い分、収益性の高い経営ができる点が参入障壁を

低くしている。  

そこで、D2Cモデルの人気サイトの事例とし

て、株式会社ビビットガーデンが展開する「食べ

チョク」というこだわり農作物のオンライン直売

所を紹介する。農家の収益性は低く、年々農業人

口は激減しつつあるが、規模の小さい生産者にと

って、今の流通構造は、利益を上げていくのが非

常に難しい仕組みとなっている。農家に生まれ育

った秋元社長が、農家の仕事が正当に評価される

仕組みを目指そうと進めてきたモデルだ。自作の

野菜や果物の値段を自分で設定し、食べチョクの

サイトで販売する。購入者が注文すると、農家か

ら直接注文品が送られてくる。卸売業者を通す一

般的な販売ルートだとおよそ３割が農家の取り分

だが、食べチョクでは中間業者を通さないため、

手数料2割を除いても、実に売値の8割が生産者の

手元に残るスキームとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

図－10 通常の流通ルートと食べチョクの流通ルートの比較 

 

2019年末の段階で600軒規模だった登録生産者

数は、いまや7400軒を超え、ユーザー数65万人、

品目数約４万5000点という巨大サイトまで拡大し

てきた。 

「食べチョク」は国内の産直通販サイトの中で

はお客様利用率、Webアクセス数、SNSフォロワー

数、生産者利用率等でトップとなっていることか

ら、その人気ぶりがうかがえる。 

コロナ禍で行き場を失った生産者の野菜などの

流通に最適だったことで、今後もインフラとして

機能し、事業をますます拡大していくだろう。 

 

（４） 共感型マーケティングモデルの台頭 

 SNSの利用が増えた中で、消費者も企業もダイ

レクトにコミュニケーションを取る時代となって

いる中で、D2Cはミレニアム世代からも利用評価

が高い。例えばある消費者が使い心地や使用価

値、食べた感想、その商品の付加価値やストーリ

ーへの共感などをSNS上にアップする。するとそ

のメッセージやコメントを見たユーザーがそれに

共感して拡散し、自らその商品を購入するといっ

た連鎖が生まれてくる。いわば共感型マーケティ

ングともいえる。従来のように企業が巨額の予算

を投じてメディアに出す広告にはなびかない。し

かし、レビューを参考にしながらや個人の情報発

信の方が評価される、リアリティを持った使い心

地や付加価値を発信する方に心を動かすのであ

る。売り手と買い手の関係ではなく、思いに共感

し、ともにブランドを育てていく仲間（コミュニ

ティ）であり、企業と消費者が直接的な関係を生

み出し、深めていきながら LTV（ Life Time 

Value）を積み上げるようになってきている。共

感型マーケティングのビジネスモデルは、企業や

作り手が直接消費者にアプローチして、継続的な

関係性を作れるという面で有効なモデルであり、

農作物やアパレル、コスメなどジャンルも広がっ

ている。 

 

（５） 応援消費 

2011年には、東日本大震災で甚大な被害を受け

た東北地方の名産品を積極的に購入することによ

って、経済的な支援をし、併せて風評被害の払拭

を目指すムーブメントが高まった。ボランティア

活動とは別に買い物ツアーなどで被災地域に貢献

する活動なども多かった。今回は、新型コロナウ

イルスの感染拡大による非常事態宣言の影響で苦

境に立たされている地域や生産者の商品を購入す

ることで、応援しようという消費スタイル「応援

購入」が人気となっている。もともとこの概念を

提唱したのはクラウドファウンディングの最大手

MAKUAKEだ。2013年のサービス開始後、ECサイト

で取り上げられたプロジェクトは累計で15,000件

を突破し、会員数126万人、応援購入総額は250億

円を超える。  

コロナ禍で外出を自粛しECサイトで買い物する

人が増えている中で、これまでの消費スタイルの

変化が生まれてきた。それはモノ消費やコト消費
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とは異なる価値判断に基づくもので、新商品の開

発ストーリーや、その背景にある情緒的価値、あ

るいは開発にかける思いへの共感やプロジェクト

を進める仲間たちとのつながりなどを合わせてセ

ットで手に入れるものである。コロナ以前では寄

付や活動支援といった文脈が強かったが、コロナ

感染拡大で行き場を失った一次産品を買い物で応

援しよう、苦境に立つ生産者や地域、事業者を応

援しようというムーブメントが沸き起こってき

た。まさに「買って応援・食べて応援」だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－11 クラウドファウンディングの仕組み 

 

５． 大正大学地域創生学部応援購入モデル 

 

SNSの利用拡大に伴って、共感型マーケティン

グが台頭しているが、大正大学地域創生学部・東

京実習で実施した「応援購入」モデルの取組事例

を紹介する。 

 

(１)  実施に至った経緯 

大正大学地域創生学部の二年次は第三クォータ

ーで東京を拠点として「地域実習Ⅱ（東京実習）」の

プログラムで学んでいる。この実習は三年次の実

習Ⅲにおける卒業研究の準備をつなぐカリキュラ

ムとなっており「都市と地方の共生」を実習テー

マとして実施しているものである。実習地域の自

治体や事業者と連携して特産品販売や観光情報な

どを巣鴨にあるアンテナショップ「ガモールマル

シェ」で行い継続的に実施してきた。しかし、

2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影

響で、学生の登校や地域に出向いての仕入交渉は

もちろん、消費者との対面販売も自粛せざるを得

ないことから、オンラインでの地域フェア「オン

ラインマルシェ」を実施することに至ったのであ

る。そもそも2020年度は新学期から対面授業がで

きず、全てオンラインで授業を行っていたが、商

習慣もマルシェもクラウドファウンディングの応

援購入の仕組みもわからない２年生約60名の学生

が、15地域に班分けしてこの取り組みに参加した。 

図－12 大学生が15地域にＢｕｙ返し 

オンラインマルシェ開催 

 

（２） 実施概要 

〇応援販売プロジェクト名 

お世話になった15地域に学生が恩返し！ オン

ラインマルシェ開催！Webで応援－with Ｃ－

「大学生が15地域にBuy返し」 

〇コンセプト 

：コロナ禍で困っているお世話になった地域を

オンラインマルシェで応援し恩返しする 

：マルシェを通して地域のファンを醸成し、関係

人口の拡大に寄与する 

 図－13 実施要項 
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（３） 教育環境および指導内容 

   図－14 教育環境および指導内容 

 図－15 オンライン指導の様子 

（４） 実施体制 

 

図－16 実施体制 

 

（５） 実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

図－17 東京実習オンライン地域フェアフロー 

（６） 応援販売セット内容 

応援販売する商品を選定するにあたり、学生た

ちは電話によるヒヤリング、自治体担当とのメー

ル、メディアでの情報など様々な通信手段で情報

を集め、それを品揃えに反映し、コロナの影響を

多くの方々に発信するようにした。例えば、延岡

では毎年開催される「鮎簗イベント」が縮小され、

大量の子持ち鮎がだぶついていた為「鮎のセット」

を販売、山形県最上町では、秋の風物詩でもある

いも煮が中止となり、農家の里芋が出荷できない

状況であった為「いも煮セット」を販売した。 

図－18 応援販売セット内容 

 

（７） 主な広報活動 

・各班SNS（Facebook、Instagram、Twitter） 

・地域の自治体に協力してもらいポスター掲出 

・地域メディア告知（新聞、地域フリーペーパ

ー、自治体HP、地域FM等） 

・各地域の首都圏ネットワークを活用して地域出

身者への告知 

・学内教職員への告知 

・東京事務所、都内のアンテナショップへポスタ

ー掲出 

 

（８） 実績・成果 

15地域で用意した50セットを全て完売  

支援総額：3,750,000円 

サイト内：3,735,000円 

サイト外：15,000円 

支援者数：524名  

サイト内：521名 

サイト外：3名 

※サイトオープン初日で108万円、25日で250万円

支援達成 
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（９） 応援メッセージの事例 

・昨年にコンフィチュールを食べさせてもらった

のですが、美味しかったのでこの場を借りて、

身内の分を再度購入しました！「美味しい」と

共感してもらえたら嬉しいなと思っています！ 

・両親が奄美大島出身です。今年はコロナ禍の

為、帰省できず寂しがっています。奄美の味で

元気づけたいと思っています。 

・これからも若い感性で色々なことにチャレンジ

し、色々な人と出会ってください。出会った人

も皆さんからエネルギーをもらっています！ 

・地域に恩返しする活動を心から応援していま

す！これからが勝負ラストスパート頑張れ！！ 

・現在、世界がこのような状況の中で前に踏み出

す、チャレンジする意識に心打たれました。自

分も何か行動を起こさなければと感化されまし

た。心が透き通るような湯呑みを親にプレゼン

トしたいと思います。ありがとうございます。 

 

このように、応援メッセージが共感・感動・応

援を呼び、拡散につながり、支援者の輪が拡大し

ていくのである。その心を動かされる要素は下記

である。 

①受注の状況が全地域リアルタイムで可視化され

ていることで励みになる（モチベーション） 

②他地域の受注状況を見ることで、故郷への支援

の輪が広がっていく要因となる（故郷愛） 

③共感に対する応援メッセージを誰でも見られる

ので、プロジェクトの評価が高まる（評価） 

④サイト利用者は世の中に役に立ちたいというマ

インドが強い（応援志向） 

⑤お届けした商品の中にサンキューレター等の学

生制作のメッセージを入れたことで、支援した

ことに対する満足度が高まる（購入後満足） 

⑥商品や応援メッセージを通して交流機会が創出

され、ファンが醸成される（ロイヤリティ） 

⑦支援者側にとって、プロジェクトで同じ意識や

思いを持った実行者とつながる（交流） 

 

東日本大震災以降、被災者支援はボランティア

活動や買い物ツアーなど現地に足を運んでの応援

や、寄付による方法が主流であったが、コロナ禍

では他人との接触を避けながらできるオンライン

を活用して商品を購入し、消費することで応援す

るモデルが多く登場してきた。D2Cの食べチョク

も生産者の応援という切り口で業績を拡大してい

る。オンラインが様々な分野に利用されるように

なり、新しい機能のツールもスマホで簡単に操作

できるものもどんどん開発され、ますます無店舗

のオンライン市場で拡大していくと考えられる。 

 

６．まとめ 

 

さて、新型コロナウイルスの感染は第８波まで

拡大し、収束の気配がみられない。この３年間に

多くの分野でまさに手探りの状態が続き、今まで

にないニューノーマルに対応した商品やサービス

が誕生し、ライフスタイルが大きく変化してい

る。新型コロナウイルスとの共存が避けられなく

なった今、新しいスタイルはスタンダードにな

り、社会や生活に定着してきているものもある。

また、緊急事態宣言によりステイホームの生活を

余儀なくされ、買物、サービス、仕事、ビジネ

ス、教育など様々な分野でデジタル体験したこと

で、国際的に遅れていた我が国のデジタル化の加

速が生み出された。新型コロナウイルスの感染拡

大が落ち着いてもコロナ以前のライフスタイルに

は戻らず、新たな価値を持った今までにないスタ

イルが誕生していく。まとめとして、Withコロナ

時代の新しい生活様式を考える。 

 

（１） 働き方の多様性 

新型コロナウイルスの影響でテレワークの導入

率は飛躍的に上がり、デジタルを活用した非接触

でのワークスタイルへのシフトは急速に進みつつ

ある。しかしながら、職場内にあるPCでなければ

出来ない業務や、情報漏洩への対策やセキュリテ

ィー上の問題でリモートではできない仕事も多

く、業務プロセスやシステムが従来のままで、遠

隔で仕事する内容が限られているケースが多い。

企業も地方自治体も加速するデジタル化に対応し

て、万全なセキュリティー体制はもちろんシステ

ムやワークフロー、組織等の大幅な改革に迫られ

ている。 
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我が国でも第四次産業革命の源泉と言われる5G

通信の商用化が始まり、IoT社会を支える基盤と

して波及効果が期待されているが、デジタルを担

える人材育成と確保は急務である。デジタル化が

進む中でインターネットやSNS、IoTなど人々がネ

ットワークに繋がるオンラインテクノロジーが急

速に普及していく時代だ。その潮流に対応してい

くには、スピード感を持って、社内の人材にはな

いノウハウや知見や経験、視座視点を持った副業

人材を受け入れることも考えられる。 

コロナ禍でのテレワーク浸透をきっかけに「時

間」も「場所」も自由裁量が広がり、暮らしや仕

事を見直す人が増え、二拠点生活で副業する人も

増えている。今後は、副業といった人材の流動化

による働き方の多様性が求められる時代になるだ

ろう。その意味でも地方に二拠点居住する都市部

の人材との接点は重要になってくる。政府は、第

二期の地方創生総合戦略・改定版には地方創生の

テレワークの推進が盛り込まれ、「新しい生活様

式」に必要なテレワークを地域に普及させ、地域

分散型の活力ある地域社会の実現に貢献の創設や

整備事業の推進などを計画している。これまでも

全国で個が集まるサテライトオフィスやシェアオ

フィス、コワーキングスペースなどがオープンし

てきたが、成功事例は決して多くはない。施設を

用意すれば有機的なつながりが創出され、地域に

人の流れができると想定しているが、人と人をつ

なぐコミュニケーターや内外の人材の知見と経

験、ノウハウをコーディネートする人材、リーダ

ー人材がいなければ、成功にはつながらない。デ

ジタルが急速に進む中で、地域戦略人材育成は急

務だ。 

 

（２） デジタル化が企業と消費者の関係を強固に 

コロナ禍での非対面、非接触への対応がオンラ

イン化を促進させたが、アフターコロナの経済で

のキーワードはデジタルであることは言うまでも

ない。D2Cやキャッシュレス、ネット通販、オン

ライン配信、サブスクリプションビジネスなどが

どんどん普及していくと、インターネットを使っ

て消費者や市場のニーズを吸い上げてくることが

容易になる。そこで得られたデータを分析して新

しい商品やサービス開発に活かしていくことがで

きるようになるわけだ。価値観の多様化によって

消費者はより自分に合った商品やサービスを求め

るようになっており、企業側からパーソナライゼ

ーション、すなわち商品情報を用意して消費者の

アクセスを待つアプローチから、顧客ひとり一人

のライフスタイルにマッチした商品やサービスを

タイムリーに提案していく逆の流れが重要になっ

てくる。例えばアレルギーや疾患を持った方に向

けた食品や化粧品の提案などは典型だ。少子高齢

化が進み、国内市場が縮小傾向にある中で、一度

購入してくれた既存顧客との継続的な関係性の強

化はビジネスの効率を大きく左右する。デジタル

で企業と消費者がつながり、売り手は継続率や

LTV（Life Time Value）を高めることで収益基盤

を安定させることができるようになり、買い手は

自分にとって有益な商品情報やサービスが欲しい

時に手に入るようになっていく関係が成立するわ

けだ。 

一方で、スマホの普及率はどんどん上がる中、

人々はオンラインにつながる端末を常に持ち歩く

時代である。アカウントを取って様々なアプリを

ダウンロードしている。どんなルートを通って今

どこにいるかの動向や位置情報、商品の購入履歴

や検索履歴など個人情報も含めて企業が保有する

ようになっている。 

また、街を歩いていても人感センサーや監視カ

メラなどのネットワークにつながる設備に把握さ

れ、常にネットワークにつながっている状態なの

だ。従来のリアル店舗では手間のかかる顧客情報

が、オンラインを通して入手できるため、ユニク

ロ等のオフラインの店舗を運営している企業もア

プリをダウンロードさせ、顧客の囲い込みや新し

い商品やサービスを提供している。すなわち、オ

ンラインとオフラインをデジタルで接合して、新

しいバリューを生み出しているわけである。ポイ

ント付与を実施しているリアル店舗が多くなった

が、ポイントや暖簾だけで消費者との関係性を維

持することはもはや困難であり、これからの時代

は淘汰させるであろう。百貨店等小売業界が苦戦

しているが、従来のように顧客を店舗に集客して

商品を買ってもらう伝統的な手法は、Withコロナ
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時代では通用しなくなる。アフターコロナ時代は

こうしたデジタルを制した生活者と企業がつなが

る進化系モデルを開発した企業が市場を制すると

いっても過言ではない。 
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災害時における避難行動要支援者の 

個別避難計画推進にあたっての課題 
 

加藤 照之
１
 

１
大正大学 地域構想研究所 特命教授 

 

（要旨） 近年、自然災害に伴う高齢者等の避難行動要支援者1が犠牲になるケースが多発

している。2021年には災害対策基本法が改正され、災害時における避難行動要支援者の

個別避難計画について市区町村に作成の努力義務が課されることとなった。同年５月に

は内閣府から「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が改正されたのを

契機として、本格的な取り組みがはじまった。個別の避難計画の作成には防災と福祉の

多方面の関係者の協力が必要であり、その推進には多くの課題がある。筆者も住居のあ

る地元で本件について取組を開始したので、本稿ではこれまでの経験から得た個別避難

計画の推進に関するこれまでの経緯や事例を紹介しつつ今後の課題とその解決策につ

いて考察する。 

 

キーワード:災害弱者、避難行動要支援者、個別避難計画、地区防災計画 

 

 

１．はじめに 

 

近年自然災害に伴って高齢者や障がい者などい

わゆる災害弱者と呼ばれる人々が健常者に比べ数

多く亡くなるケースが増えている。例えば2016年

８月の台風10号において岩手県岩泉町で小本川が

氾濫して川沿いの高齢者施設で９名の方が亡くな

った。また、2018年７月の西日本豪雨においては

岡山県倉敷市真備町で洪水により51名の方が亡く

なられたが、そのうち42人が避難行動要支援者で

あった。この時、愛媛・岡山・広島３県の死者数

のうち60代以上が約７割であったと言われている。

最近では2020年７月の西日本豪雨で熊本県の球磨

川などが氾濫し、特別養護老人ホームの方14名が

犠牲となった。これらはいずれも風水害による例

であるが、地震においても、例えば東日本大震災

1 平成 25 年の災害対策基本法の改正で災害時要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）のうち災害

発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者を「避難行動

要支援者」と規定したので、本稿ではこの用語（場合によっては簡略的に「要支援者」）を用いる。 

において、宮城県では岩手県や福島県に比べ災害

時要支援者の被害割合が大きいことが指摘され、

その原因として、宮城県の福祉政策が他県に比し

てより手厚くなっていて要配慮者の希望に沿って

在宅介護が受けられるケースが多く、その結果と

して地震・津波等において適切な避難ができなか

ったことが要因の一つであると指摘されている1)。 

自然災害を起こす原因には地震、火山噴火、風

水害など様々なものがあるが、これらの現象自体

（hazard）が災害（disaster）を引き起こすわけ

ではなく、そこに住む人々の脆弱な面に作用する

ことで発生する。人が災害に直面した時には命を

守ることが最優先であるが、どうすればすべての

人の命を守ることができるのだろうか。 

地震のように突発的に大きな揺れに襲われるよ

うな場合は事前の備えが必要になる。家の耐震化
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ばかりでなく、家の中でも倒れやすいものを固定

するなどの自助努力が必要である。このような場

合は健常者であろうと高齢者、障がい者であろう

と程度の差こそあれ、事前の備えはある程度共通

に実施できると考えられるが、発災後の避難所で

の過ごし方については要支援者に関しては特別の

配慮が必要となる。一方、洪水などの風水害の場

合は、事前に気象庁から警報が出たり、地元の自

治体から避難指示が出されたりするので、どのよ

うな人であろうとある程度余裕をもって避難する

ことが可能になる“はず”である。しかしながら、

事実として、上に挙げたように、必ずしもそうは

なっていない。なぜなのだろうか。原因はいろい

ろあるであろうが、端的に言えばこれらの災害弱

者に対して有効な情報の伝達が行われなかったり、

避難に際して十分な資源（支援者・移動手段や福

祉避難所等）がなかったというところなのではな

かろうか。また、災害弱者の側も、平時の受援で

精いっぱいで災害のような外的な要因に対する理

解や備えが不足していたということもあるかもし

れない。 

こうした、災害発生という特殊な状況に際して

避難を促す側からの対策として、要支援者に対す

る支援者を事前に決めておき、要支援者と日頃か

ら意思の疎通を図り、いざという時の備えや行動

を決めておき、訓練等によって避難行動に対する

自信を持っておくように努めるべきであろう。ま

た、避難する場所にも要支援者が必要とする物資

や人員等を備えておく必要がある。こうしたこと

は、個々の努力に帰することは困難であり、行政

の支援（公助）や自主防災組織や社会福祉協議会・

民生委員・町内会等の支援（共助）が重要である。

このように公助や共助の連携によって、個別に避

難計画を事前に策定しておくことすなわち個別避

難計画が要支援者にとって必要なのである。個別

避難計画を作ることではじめて高齢者や身体障が

い者も含め、どのような災害からも、誰ひとり取

り残さずに命をまもることができると考えられる。

これを“誰ひとり取り残さない防災”あるいは“イ

ンクルーシブ防災”と呼び、近年、法的な整備と

もあいまって次第に地域や地区の防災計画・活動

に取り入れられるようになってきた。 

 

２．国の対応 

 

災害軽減に関する課題の一つとして災害弱者へ

の配慮を考えるべきであるとする考えは、1980年

代頃にはじまったといわれている（以後の制度的

な変遷については図－１参照）。しかしながら、実

質的にはなかなか進まなかった。一方、前節で述

べたように、近年地震や気候変動に起因すると思

われる風水害の激甚化に伴い、特に高齢者等の災

害時要配慮者が特に大きな被害を受けることが顕

著になってきた。 

 
図－１：避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ4)。 
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内閣府では、こうした被害をふまえて、順次そ

の対応策を策定してきた。2011年東日本大震災の

教訓をふまえ、2013年災害対策基本法の改正を行

い、避難行動要支援者名簿の作成を市区町村の基

礎自治体に義務付けるとともにその情報を関係者

で共有するなどして活用することを促した。また、

内閣府は「災害時要配慮者の避難支援ガイドラン」

を作成した2)。もしこの改正によって全国の自治

体で避難行動要支援者名簿が作成されてそれが町

内会等の関係者に共有され、その後の災害に際し

て活用されれば要支援者の避難行動がより円滑に

行われたはずであるが、第１節に記したようにそ

うはなっていなかったようである。 

結局のところ、その後も風水害などが発生する

たびに高齢者等の犠牲者が多く出たことから、

2019年10月の台風19号による豪雨の教訓をふまえ、

2021年に災害対策基本法を改正し、避難行動要支

援者の個別避難計画の作成を市区町村の基礎自治

体に義務付けた。内閣府ではこの計画を推進する

ために、当初2013年に作成された「個別避難計画

作成のための取組指針」を改定した3)。ここでは、

早期に個別避難計画が作成されるようにするため、

市区町村が優先的に支援する計画づくりと並行し

て、家族や地域の自主防災組織が避難計画づくり

を進めることが適当である、としている。つまり

は共助による避難計画の作成が促されているので

ある。こうして、はじめて公助と共助が協働して

災害弱者に対する個別避難計画を策定しようとす

る活動が本格的に開始されたと言ってよいだろう。 

一方、国際的には2015年の仙台で実施された世

界防災会議においてはじめて「インクルーシブ防

災」が議題として取り上げるなどの動きもあり、

防災関係者にこうした高齢者等の災害弱者の避難

行動計画を作成することで災害軽減を図っていこ

うとする機運も高まってきた1)。さらに、内閣府は

厚生労働省のチームと共同で高齢者等の避難に関

するサブワーキンググループを作り、対応策をと

りまとめている4)。この中では福祉避難所のあり

方や地区防災計画との関係などについての対応策

もまとめられている。 

 

３．個別避難計画のモデルケース  

 

国によるこれらの逐次的改善策が進む一方、早

くから個別避難計画の作成を推進してきた地域も

ある。例えば大分県の別府市がそのようなよい事

例である1), 5)。別府市では、2007年の別府群発地震

とマンション火災死亡事故を契機として取組が始

 

図―２：別府市モデルによる個別避難計画策定のステップ5)。 
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められた6)。このケースについてはこれらの文献に

詳しいが、ここでは簡単に紹介しておく。図２に

村野(2021)5)による別府市のモデルを示す。この

論説の著者村野淳子氏は別府市の危機管理課職員

で庁内の防災担当部局と福祉担当部局をつなぐイ

ンクルージョンマネージャーであり、防災と福祉

あるいは行政と関係住民をつないで各種の調整を

行うという個別避難計画で重要なキーパーソンで

ある。 

図ではステップ０から７までの８つのステップ

を考えていて、これを見るだけでもこの個別避難

計画の作成が大変そうであることが容易に察せら

れる。立木らによるまとめで、少し簡略化した考

え方でこれを説明すると、下記の４つのステップ

が重要とされる7)。 

まず第一に、当事者の災害リスクに関するリテ

ラシーが重要である。支援される側も支援する側

も、ふりかかってくる可能性のある災害がどのよ

うなものなのか、ハザードマップなどを読み解き

理解しておく必要がある。また、単にそれを理解

するだけでなく、その災害が降りかかってきた際

の備えは十分なのか、どのように避難するのか、

避難行動に際して何が必要であるのか、等につい

てよく理解しておく必要がある。 

次に、災害に対応したタイムラインを明確にし

ておくことが重要である。“タイムライン”とは、

災害を引き起こす現象や警報などの時間的な推移

に伴う行動の手順をあらかじめ定めておく、とい

うことである。この概念は米国で生まれた概念で

ある。2005年に発生したハリケーン・カトリーナ

で大災害を被ったことを契機として防災体制を見

直し、ハリケーンの襲来前に予防的な措置を順次

とっていくという考え方を導入した。2013年のハ

リケーン・サンディの襲来に際しては、上陸予想

地点のニューヨーク州では前年に作成していた防

災計画を活用して、１週間前からニューヨークの

地下鉄では低地部への土嚢の設置や資機材の戦略

的配置を実施した。上陸の３日前には緊急事態宣

言を発し、前日には計画運休を行い、電気設備や

車両の高台への退避などを行った8), 9)（図－３)。日

本でもこの考え方が取り入れられ、特に風水害に

関する防災行動についてタイムラインを導入する

ことが推奨されている。 

このタイムラインを作成する際には、当然のこ

とながら、要支援者自身のタイムラインと同時に、

支援者のタイムラインも決めておく必要がある。

図－４に、兵庫県で作成した個別避難計画の様式

に含まれる、当事者のタイムラインと地域（支援

者）のタイムラインの記入例を示す。 

第三のステップとして、タイムラインが決まっ

たら、要支援者、支援者を含む関係者が集まって

個別避難計画の詳細についての調整会議を開催す

る必要がある。ここには市の防災及び福祉関係の

部局、防災協議会、社会福祉協議会、民生委員な

ども入ってくることが考えられる。こうして、要

支援者を囲む避難に際して必要な関係者の意識合

わせを行っておくことが、実際の災害時において

行動がスムーズに行えるようにするために必須で

ある。図－５に兵庫県による個別避難計画の様式

事例を示す。 

こうして、避難行動要支援者の個別避難計画が

出来上がるわけであるが、忘れてならないのが、

この計画が実行可能であるかを検証するための訓

 
図－３：タイムラインの例（米国ニュージャージー

州の場合）8)。 
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練を実施することである。訓練をすることによっ

てはじめて出てくる課題もあると考えられる。そ

こで、その反省に立って避難計画をさらにバージ

ョンアップしていくことが重要である。いわゆる

事業のPDCA（Plan, Do, Check, Action）サイクル

を回すことが重要となる。 

このように、個別避難計画の策定には、災害リ

テラシー（リスクの確認）⇒タイムラインの策定

⇒調整会議の開催⇒避難訓練と計画の見直し、と

いう一連の作業を繰り返し行うという４つの段階

が必要であることが示された。 

 

３．自主防災組織と地元自治体の対応  

 

 2021年の災害対策基本法の改正と内閣府による

「個別避難計画作成のための取組指針」の改訂に

より、ようやく個別避難計画の推進に向けた取組

が本格的に開始されたと感じられる。筆者も住居

のある神奈川県藤沢市や大学のある豊島区におい

ても本格的な取り組みが開始されて個別避難計画

の実施に携わることになった。 

本節では藤沢市での経緯について少し触れたい。

筆者は2021年４月に本学に職を得て地域構想研究

所において防災プロジェクトの取組を始めた。筆

者の専門は固体地球物理学という理学の分野であ

るが、防災のプロジェクトをはじめるために、ど

のような防災上の課題があるかを、様々な形で勉

強を始めた。前記したように、ちょうどその時期

に法律の改正と個別避難計画の取組指針が内閣府

から発出されたこともあり、この件について特に

関心を持った。2022年の１月に藤沢市の防災を担

当する危機管理課と意見交換を行い、やはり個別

避難計画が重要な課題であることを知った。また、

同年２月に辻堂地区防災協議会主催の講演会に招

かれて防災に関する講演を依頼されたため、同地

区を襲う地震や津波の話と同時に、個別避難計画

の重要性についても触れた。また、たまたま同地

区の防災協議会の会長さんとも懇意な関係にあっ

たことから同年７月にアドバイザとして役員会に

加わることとなり、自ら申し出て個別避難計画に

ついての取組を開始した。出席した最初の防災協

議会役員会で趣旨を説明させていただき、検討会

 

図－４：兵庫県の個別避難計画におけるタイムラインの事例10)。 
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を組織することとなった。この検討会は防災協議

会の関係者だけでなく、同地区の社会福祉協議会

や民生委員などにも加わっていただき、８月に趣

旨説明を行うとともに、市との連携を深めるため

に藤沢市の危機管理課との意見交換会を10月に持

ち、協力して実施していくこととなった。具体的

にどのように行動すればよいのかわからない、と

いうような声も聴かれたため、研修を行うことと

してNHK厚生文化事業団の福祉ビデオライブラリ

ー（DVD）「ひとりも取り残さないために～インク

ルーシブ防災」を視聴し、自主防災組織の活動と

して何ができるかについて意見交換を行った7)。 

 この意見交換の席において、要支援者の避難を

特別なものとしてそこだけで問題を解決するのは

不適切ではないか、という意見があった。台風な

どで風水害がある地域に降りかかってくることが

事前にわかっている場合、避難行動をどうとるか

はすべての人がそれぞれに考えなくてはならない

問題である。その時に大切なのは、自分が助かろ

うということだけではなく、ご近所も含め皆で助

かろうという“共助”の考え方を皆が持つことが

必要だろう、ということである。さもなければ、

避難により多くの資源や手助けが必要な人が取り

残されてしまい、そのコミュニティからは避難に

遅れて犠牲となる人が出てしまう。そうなること

を避けようとすることは、まさに“コミュニティ

の防災”の問題なのである。 

 一方、行政の立場としては、この問題に対して

行政の課題として責任をもって取り組む必要があ

るとはいえ、自らが動くには人手が足りないとい

う問題があり、どうしても地域の防災や福祉を担

っている人的資源に頼らざるを得ない。ところが、

行政側の意見として出てくるのは、“確かにそう

ではあるが、市民に説明しても、『行政がやるべき

ことを自分たちに押し付けてくるのではないか』

と言われるのではないか、という不信感がある、

ということである。従って、この個別避難計画の

実施に当たって気を付けなくてはならないのは、

まずは行政と自主防災・福祉活動を実施する側が

よく話し合いを行って相互信頼を醸成することが

必要なのである。 

 

 

 
図－５：避難行動要支援者のための個別支援計画（記入例）10)。 
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４．個別避難計画の策定におけるいくつかの

課題と解決策 

 

前節までに述べてきたように、個別避難計画の

策定には多くの壁が存在し、なかなか進展しない。

これらの課題についてまとめておきたい。 

まずは防災と福祉の行政の組織が縦割りになっ

ていて、それぞれで多くの業務を抱えており、協

働作業が必要な個別避難計画のような事項につい

てはさらなる業務の追加があり、なかなか協力体

制ができない、という課題がある1)。筆者が関係し

ている複数の事例でも、まずこの庁内での連携体

制の構築に時間がかかっている印象がある。 

また、法律では“市区町村の努力義務”となっ

ているが、実際には自治体がやるには人手が足り

ないので、町内会や地区防災協議会、社会福祉協

議会・民生委員など、場合によっては福祉関係の

事業者等の協力が必要である。しかしながら、地

域住民はあくまでもボランティアという意識が強

く、困難な問題に立ち向かうことに対して忌避感

が強い場合がある。避難行動要支援者名簿にして

も、それを受け取らない自治会や、受け取っても

それを使って要支援者の見守りにつなげていけな

い自治会などの事例も聞き及んでいる。一方，災

害福祉に関して積極的な活動を行おうとする自治

会もある。そこで、そのような自治会をとりあえ

ずのモデルケースとして成功事例を作り、そこか

ら周囲に活動を広げていくというやり方を考えて

もよいのではないだろうか。 

個別避難計画の作成には緊急時の支援者を誰に

するかを事前に決める必要がある。このため、町

内会や社会福祉協議会・民生委員など多方面の協

力者を得なければならない。協力が得られない場

合や、専門的な知識や技術がないと支援できない

場合については事業者に支援を依頼する場合も生

じる。これについては取組指針3)では、家族や地域

の自主防災組織が独自に避難計画を作ってもよい、

とされているが、そもそもこれらのボランティア

組織に誰か率先して取り組もうとする意識の高い

人がいないと取り組みを開始することすら難しい。

第３節でとりあげた別府市の場合は異なる組織を

つなぐインクルージョンマネージャーという肩書

を持った市の職員がいることが大変大きな力にな

っていることを強調しておきたい。 

さらには、特に都会やその周辺地域の近郊では

お隣同士でさえ平常時からの顔の見える関係がな

い場合が多く、要支援者やその家族もまわりに存

在を知られたくないと感じている人がいる。仮に

支援―要支援の関係ができたとしても、要支援者

ひとりひとりの状況が異なるし、災害によっても

対応が異なり、さらには、多くの関係者の協力が

必要であることから、避難計画作成のハードルが

高いという問題がある。 

最後に、避難行動要支援者名簿は個人情報であ

り、気軽に関係者に提供できない雰囲気がある。

これについては、内閣府の取組指針で災害時要支

援者名簿などの個人情報について適正な管理と守

秘義務の保持について十分な考慮が必要であるこ

とが書かれている一方、個別避難計画の策定にあ

たってはこの名簿を積極的に活用すべきことが書

かれている。前にも述べたように個別避難計画の

作成には場合によっては多くの関係者が必要にな

る。要支援者にとって必要な支援の内容を皆が共

有することが円滑な避難には重要と考えられる。

もし個人情報としての壁によってそれが阻害され

てしまえば避難計画自体が作成できないことにも

なりかねない。この壁をどう超えていくのかにつ

いては、経験を重ねつつよい落としどころを探っ

ていくしかないように思われる。 

以上、個別避難計画の策定というのは数々の困

難を伴っているのであるが、前述したようにこの

問題は“個々”人の計画に見えて、実際には“地

域の防災力”が試されているのだともいえる。“地

域の防災力”とはすなわち共助であり、その地域

で共助が強く働いている地域は個別避難計画も速

やかに作られていくのであろう。それができない

地域は、これを機会に、“お隣さん”あるいは“向

こう三軒両隣の皆さん”などと常日頃から顔の見

える関係を作るように努力していくことによって

自然に解決していく問題なのであろう。とはいえ、

自然災害はそのような“自然な解決”を待っては

くれないであろう。我々はどうすればよいのであ

ろうか。 

一つの解決策として考えられるのは“地区防災
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計画”制度の活用である。内閣府（2020）4)では平

成25年の災害対策基本法の改正において地区防災

計画制度が“平素からの防災への取組の強化の一

環として、「自助・共助」による自発的な防災活動

を促進し、ボトムアップ型で地域における防災力

を高めるために加えられた”（内閣府（2020）4)の引

用、以下同）。国の「防災基本計画」と都道府県・

市区町村の「地域防災計画」はいずれも災害対策

基本法で規定されている防災計画であり、ここに

記載されている事項を遂行することが“公助”と

いうことも言えよう。これに対して、自助・共助

は法律では規定されてこなかったが、上記の法律

改正で、地区防災計画が制度として法律に記載さ

れた。地区防災計画はその内容が法律に記載され

ているわけではなく、地区の実情に応じて各地区

が計画を策定するものであり、それを市区町村の

地域防災計画に対して認めてもらうように提案す

ることができる。それが地域の防災会議で審議さ

れて認められると地域防災計画の中に位置づけら

れることになる。つまり地区の防災活動が純粋な

ボランティアから、“公助の計画と連携した実効

性のある防災活動・行動を確保するもの”になる

のである。この制度を利用して、“個別避難計画を

地区防災計画の中に位置づけてその方法等を策定

しておけば、地域のコミュニティの避難行動に大

きく貢献することができると考えられ”、実際にそ

のような事例があることが示されている。従って、

個別避難計画を作成する際にはこのような地区防

災計画を念頭に置きながら活動の詳細を決めてい

くことが地区の防災力向上の一助になるのではな

いだろうか。 

個別避難計画の活動はまだ始まったばかりであ

る。前記したような解決策ばかりでなく、個別の

地区の経験の蓄積と共に経験を他の地区と共有す

ることにより、活動が円滑にかつ迅速に推進され

ることを願っている。 
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地域防災力の向上策を考える 

―防災・減災ＰＪの取り組みー 

 

佐藤 和彦
 
 

１
大正大学 地域構想研究所 研究員（防災・減災プロジェクト） 

 

 

（要旨） 筆者が所属している大正大学地域構想研究所の防災・減災プロジェクト（地域

防災ネットワークチーム）では、防災を巡る課題解決に向けた地域間・地域内のネット

ワークを形成し、防災対策の全国的な標準化及び向上を図ることを目的として活動を展

開してきた。 

 昨年度に取り組んだ被災者生活再建支援業務の標準化促進に加え、今年度は、本学が

立地する豊島区や東京都の防災対策への貢献を意図して新たな活動を開始した。 

 本稿では、その活動を振り返り、この間の成果と今後の課題、取り組みの方向性につ

いて考察する。 

 

キーワード: 被災者生活再建支援業務、大学の BCP、地域防災、首都直下地震、風水害 

 

 

１．はじめに 

 

防災・減災プロジェクトは、いくつかのチーム

で構成されている。筆者が属している地域防災ネ

ットワークチームでは、主に地方自治体の防災行

政を巡る課題解決や業務の標準化を目指している。

ほかに、水質災害防止や避難所の感染予防に取り

組むチーム、環境面から防災対策や災害復興を研

究しているチームがある。環境チームには熊本県

の球磨川流域での流域治水に取り組むメンバーに

加え、都内や近県の大規模水害について熱心に取

材している研究者が所属している。令和3年度末か

ら４年度にかけて実施してきたチーム間の情報交

換やディスカッションを通じて、新たな活動が芽

吹いてきた。 

 本稿では、昨年来、筆者が研究テーマとしてい

る被災者生活再建支援業務の全国的標準化の促進

について報告するとともに、新たな活動として地

域貢献を視野に入れた大正大学BCP（Business 

Continuity Plan：事業継続計画）の策定について

報告し、これまでの成果と今後の課題、取り組み

の方向性について考察する。 

 

２．被災者生活再建支援業務の全国的標準

化の促進 

 

（１） 第２回防災セミナー 

筆者は、令和４年５月９日、風水害発生時の被

災者生活再建支援業務について考える第２回防災

セミナーを開催した。 

これは、前年の10月に開催した第1回防災セミナ

ーの際に、次回のテーマとして風水害を期待する

声が多かったことを受けて企画したものである。

時期的には、人事異動が落ち着き、梅雨や台風に

よる出水期を迎える前に開催することが効果的だ

と考え、大型連休明けに設定した。 

因みに、被災者生活再建支援業務とは、「避難生

活の解消から生活復興を実現するまでの道のりを

直接的・間接的に支える業務」１）のことであり、「住

家被害認定調査」「罹災証明書の発行」「被災者台
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帳の整備」から被災者台帳を活用して生活再建が

なされるまでの間、継続的に実施する支援業務の

全般を指す。 

これらの業務は主として基礎自治体である市区

町村が担うことになるが、平常時にはまず経験す

ることがない業務であるため、意識的に教育・訓

練などに取り組むことが求められている。 

第2回防災セミナーは、こうした市区町村の取り

組みを促進する一助として開催した。 

 

（２） 第２回防災セミナーの概要 

第２回防災セミナーは令和４年５月９日、Zoom

による完全オンライン方式で実施した。 

テーマや講師については、図－１のチラシをご

参照いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当日は、大正大学連携自治体６団体（11アカウ

ント）、その他４自治体（７アカウント）、その他

の参加者21アカウント、合計39アカウントの参加

を得た。１アカウントで複数人が視聴したケース

を含めると延べ参加者は50人程度であろうと推計

している。 

セミナーは、令和４年４月に就任した片山善博

地域構想研究所所長の挨拶、内閣府の大臣官房審

議官（防災担当）内田欣也様の挨拶で幕を開けた。 

ａ） 基調講義  

基調講義１では、人事異動で着任したて職員の

受講を想定し、国の最新動向について情報提供を

お願いした。 

まず、内閣府参事官補佐（被災者生活再建担当）

の辻野満氏に、内閣府から全国の自治体向に向け

て発出された「令和４年度における被災者支援の

適切な実施について」（府政防第788号、令和４年

４月22日）の要点解説をお願いした。 

併せて、４月から運用が開始された「クラウド

型被災者支援システム」について、内閣府参事官

補佐（防災デジタル・物資支援担当）の坂崎有理

氏からご紹介いただいた。 

基調講義２では、今回のメインテーマである風

水害について解説していただいた。 

「災害をもたらす集中豪雨と線状降水帯の発生

メカニズム」と題し、気象庁気象研究所台風・災

害気象研究部主任研究官の廣川康隆氏にご講義い

ただいた。 

廣川氏は、風水害を引き起こす集中豪雨や線状

降水帯について、最新の研究成果を解説してくだ

さった。 

また、令和４年度から気象庁が発表する気象情

報に線状降水帯発生の可能性について言及する取

り組みが開始されることが紹介された。 

 

ｂ） 事例紹介・講義 

今回のセミナーでは、大正大学の連携自治体か

ら被災事例をご紹介いただいた。 

まず、宮崎県延岡市の竜巻災害について、当時

の延岡市長であり、現在は地域構想研究所副所長

である首藤正治教授からご報告いただいた。 

平成18(2006)年台風第13号が接近する中、延岡

市では藤田スケールF2クラスの竜巻が発生（藤田

スケールについては表－１参照）し、住家被害は、 

全壊121棟、大規模半壊86棟、半壊283棟、一部損

壊1,142棟、計 1,632棟に上った。 

そうした中にあって、前年度から開始した事前

登録制の災害ボランティアネットワークと民間事

業所との災害時応援協定が有効に機能して、迅速

な復旧・復興に向けた活動が開始されたことが報

告された。 

 

図－１ 第 2 回防災セミナーチラシ 
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次いで、令和元年東日本台風災害について長野

県須坂市の山小忠久危機管理担当課長から当時の

状況をご報告いただいた。 

検証結果として、“被害にあうとは思わなかった”

“これまで被害にあったことがなかった”という理

由で避難しなかった人が多くいたこと、適切な避

難を促すためには複数の情報入手方法が必要であ

ることなどが報告された。 

また、地域ごとに災害時の防災行動や避難開始

のタイミングなどを定めるコミュニティ・タイム

ラインの取り組みを進めていることなどが紹介さ

れた。 

最後の講義では、数多くの被災地で住家被害認

定調査を指導してこられたMS&ADインターリスク

総研㈱の堀江啓氏から、風水害での住家被害認定

調査について解説していただいた。 

はじめに被災者生活再建支援業務の特性として

柔軟性と公平性の両立が求められることが説明さ

れた。そして、罹災証明書の基礎となる住家被害

認定調査は、国が定めた「災害に係る住家の被害

認定基準の運用指針」等に基づいて自治体が行う

調査であることなどの基礎知識が説明された。 

また、モバイル端末を活用した効率的な調査方

法、全壊一括認定、ドローンを活用した屋根被害

調査など、被災地で実践された被害認定調査の最

新事例が紹介された。 

 

ｃ） アンケート結果・今後の課題 

受講者アンケートでは、全体として高い評価を

いただくことができた。中でも延岡市と須坂市の

事例報告は特に満足度が高く、事例報告へのニー

ズの高さを再認識する結果となった。 

また、今後期待するテーマではデジタル技術の

活用（DX）に関する要望が多く寄せられたため、今

後は防災DXについても取り上げていく予定である。 

これまで講義中心のスタイルで２回のセミナー

を実施してきたが、率直に言ってこのセミナーが

市区町村の取り組みを促す効果を発揮しているか

どうかは不明瞭である。この点が今後に向けた大

きな課題であると考えている。 

この点については、講義中心のスタイルから討

議を重視するワークショップ形式にシフトするこ

とで、課題解決のヒントをつかめるのではないか

と考えている。セミナーのアンケートで防災ワー

クショップの参加意向をたずねたところ、概ね半

数の回答者が興味を示しており、一定のニーズが

あると受け止めている。 

来年度は、参加者の所属自治体での業務マニュ

アル作成、システム導入検討、職員研修の実施な

どに着手する動機づけを図り、被災者生活再建支

援業務への平常時からの取り組みを促進できるよ

うなワークショップを企画、実施していくべく努

力していきたい。 

 

３．大正大学BCP策定について  

 

（１） 地域防災と大学BCP  

冒頭でも述べたが、防災・減災プロジェクトで

は、メンバー間の情報交換や全員ミーティングを

開催してきた。 

そうした中で、社会における大学に対する期待

感は、教育・研究の拠点ということにとどまらず

災害発生時の地域防災の拠点としての期待感も広

がってきていることが認識されるようになった。 

例えば、災害時における近隣住民の予備的な避

難所として、あるいは近隣地域の災害復旧・復興

の拠点になることへの期待感である。加えて、二

次災害や混乱を予防するための学生・教職員の帰

宅抑制に取り組むことも求められている。 

もう少し地域を拡大して東京都の地域防災につ

いて言えば、いわゆる江東5区において大規模水害

が発生した場合、高台に位置している本学は、広

表－１ 藤田スケール（気象庁ＨＰから） 
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域避難先の一つとして期待されることになる。 

以上のような社会的期待に、果たして本学は応

えうる状況にあるのだろうか。 

大正大学BCP策定に着手しようと考えた出発点

は、以上のような問題意識にある。 

調べてみると、本学は「大正大学危機管理規程」

及び「危機管理ハンドブック」「大正大学消防計画」

を備えており、一定程度の対策が進んでいること

が確認できた。 

ただし、危機管理ハンドブック、消防計画は初

動対応が中心であり、火災対応の色合いが強い計

画であって、首都直下地震や大規模水害への対応

に関しては不十分であることがわかった。 

さらに、これらの計画ではリスク発生時に実施

すべき任務と役割分担は整理されているが、実施

可能かどうかの検証は未実施であること。策定後

の組織改正等に対応していないため危機管理ハン

ドブックの改定が必要、といった課題があること

も確認できた。 

そこで、令和３年度の末ごろから、防災・減災

プロジェクトとして、大学当局にBCPの策定を提案

していくことになった。 

 

（２） 大学BCP策定の流れ 

本学における危機管理担当組織は総務部（令和

４年度当時）である。BCP策定の必要性は総務部内

でも認識されていたことから、事務レベルでの調

整は円滑に進んだ。以後、本学のBCP策定は防災・

減災プロジェクトと連携しながら、総務部が中心

となって進めてきた。 

BCPは大災害などの重大なリスクに直面し、組織

の存立が危うくなる場合に備えて、対応策を準備

しておく計画である。そのため、経営陣のリーダ

ーシップの下で組織を挙げて取り組むことが重要

である2)とされている。 

本学におけるBCPの策定は経営陣の意思決定を

得ることから着手した。 

総務部では、令和４年度の事業計画にBCPの策定

を位置づけ、５月に常務理事会、総合政策会議で

の意思決定を経て、６月にプロジェクトチームを

1 地震の揺れから身を守る安全行動 1-2-3(まず低く、頭を

編成して検討を進めた。概ね10月ごろにはプロジ

ェクトメンバーによる各部局、各学部の災害時優

先業務の選定と目標復旧時間の設定作業が終わり、

以後はコアメンバー（総務部職員、防災・減災プ

ロジェクト）による計画案の詰めを行ってきた。 

計画案を詰めるに際しては、初動対応の見直し

と事業継続・早期復旧に関する基本方針の決定に

ポイントを絞って検討を進めてきた。 

以下、BCPへの盛り込みを予定している主なポイ

ントを紹介する。 

１点目の初動対応の見直しでは、公表されてい

る他大学のBCPを参照しながら、①従前の火災対策

中心から地震対策中心に改め、むやみな徒歩帰宅

の抑制に協力すること、②危機管理規程の定めに

従って重要方針の決定は危機対策本会議で行うこ

とを明記することとした。 

具体的には、従来は火災対策を前提として、建

物内から屋外（中庭）への一斉避難が想定されて

いたが、これを改めることとした。 

本学の建物は耐震性が確保されていることを踏

まえて、むやみな移動を抑制する方向に変更した。

地震発生後には、まずその場で身を守る行動をと

るシェイクアウト1を導入し、揺れが収まった後は

火災や天井材の落下などの危険が生じない限り、

教室や事務室内で待機する方針に変更した。その

後、交通機関の状況などを踏まえながら危機対策

本部で学生を引き続き待機させるか帰宅させるか

を決定することとしている。 

２点目の事業継続・早期復旧に関する基本方針

については、①学生等の安全確保及び二次被害の

防止、②教育・研究機能の継続・早期復旧（授業

再開など）、③学生支援Ⅰ（入試・入学）、④学生

支援Ⅱ（進級・卒業）、⑤地域貢献（避難者・帰宅

困難者の保護）の５つの業務を最優先業務として

位置付けることとした。 

また、各業務の目標復旧時間は、①については

発災後直ちに安否確認に着手し、１週間以内に把

握を終えることとする。②～④については遅くと

も発災後２週間以内に対応方針を定め周知・公表

することとし、⑤については発災後、直ちに着手

守り、動かない)をいっせいに実施する訓練のこと 
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することを定める予定である。 

以上の内容については、12月～１月にかけて執

行部に対して中間報告を行い、了承を得た。 

併せて、初動対応の流れについて検証するため

に総合防災訓練を実施することについても執行部

の了解を得た。 

 

（３） 総合防災訓練 

令和５年２月６日(月)の11時～12時、策定中の

BCPの初動対応の流れを検証することを目的とし

て、全職員参加による総合防災訓練を実施した。

授業がない期間ということもあり、学生・教員の

参加は安否確認訓練に限定した。 

午前11時に豊島区内で最大震度６弱を観測する

大地震が発生したという想定の下で実施した。 

訓練で目指したことは、その場で身を守り、む

やみに移動しない（中庭への移動はしない）こと

の周知、身を守った後の自衛消防組織の運用、危

機対策本部の運用について検証することである。 

訓練内容は以下のとおり。 

① シェイクアウト 

11時に訓練開始のアナウンス（緊急地震速報が

発令された旨の全館放送）。 

同時に、全職員は各職場などで30秒間のシェイ

クアウト訓練を実施。 

② 危機対策本部の立ち上げ 

震度６弱以上の地震発生を確認後、BCPに基づい

て危機対策本部の設置を宣言、本部会議の開催を

周知（本部員は11:25に中会議室に集合） 

③ 安否確認訓練 

 安否確認システム（T-po）による安否確認メー

ルの配信。受信した学生・教職員は各自の安否を

システム入力して報告。 

④ 自衛消防組織の活動開始 

 自衛消防計画に定める本部隊、各号館地区隊の

活動開始。 

 本部隊は、危機対策本部会議の準備を開始し、

地区隊は各号館の消火器本数の調査及び無線によ

る本部への報告。 

⑤ 危機対策本部会議の開催 

 11:25から、中会議室にて危機対策本部の模擬会

議を開催。 

 本部長（事務局長）の進行で、情報係（総合政

策部長）から地震情報及び公共交通機関運休の報

告、運用係（総務部長）から安否確認の経過報告

と各号館地区隊の報告内容の共有を行った。 

以上の報告に基づいて、当面の対応方針を確認

して模擬会議は終了した。 

その後、防災・減災プロジェクトからの補足説

明などを行った。 

 なお、模擬会議の様子は、危機対策本部の役割

の周知を目的としてZoomで配信し、職員に視聴し

てもらった。 

 訓練後のアンケート結果は以下のとおりであっ

た。（n=81） 

 Ｑ1 地震発生時の初動対応の理解度 

理解できた 理解できなかった その他 

74(91%) 1(1%) 6(7%) 

 Ｑ2 シェイクアウトの動作ができたか 

できた できなかった 

73(90%) 8(10%) 

  Ｑ3 安否確認（T-Po）への回答 

できた できなかった 

64(79%) 17(21%) 

Ｑ4 危機対策本部の役割の理解度 

理解できた わからないことがあった 

79(98%) 2(2%) 

 ※Ｑ5は不明点の内容。ここでは省略する。 

Ｑ6 BCPによる震災時の優先業務の理解度 

理解できた まだわかっていない 

73（90％） 8(10%) 

  

防災訓練の目標のうち、その場で身を守ることの

周知やシェイクアウトの実施については、肯定的

 
図－２ シェイクアウトの動作 

出典：日本シェイクアウト提唱会議

（http://www.shakeout.jp/）  
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な回答が90％を超え、事前説明会や訓練を経験し

た成果が上がったものと考える。 

 また、危機対策本部の役割や優先業務について

も相当程度、理解が進んだと受け止めている。 

 ただ、組織全体の動きは理解できても、自分自

身がどの時点でどのような行動をとるべきか迷っ

たという声が聞かれるなど、細部については改善

の余地があり、来年度以降の課題としたい。 

 訓練の目的としていた震災時の初動対応の流れ

の検証としては、特段大きな支障がないことが確

認できたと考えている。 

また、本学ではこれまで部長級の本部員が一堂

に会する危機対策本部の訓練を実施したことはな

かったと聞いている。台本作成済みではあったが、

初めての本部会議訓練を実施できたことも重要な

成果であった。今後は、各部署が優先業務に関す

る検討を深め、台本無しでのより実戦的な本部会

議訓練を目指していきたいと考えている。 

 

（４） 大正大学BCPの特徴 

本学で初めてとなるBCPの策定作業を進めるに

あたっては、特に以下の点に配意して進めてきた。

これらは、本学BCPの特徴的な点であると考えてい

る。 

① 全学体制での検討 

BCP策定プロジェクトメンバーは、すべての課か

ら職員を選出し、すべての学部から教員を選出す

ること。 

そして、昨年度から本格稼働している地域構想

研究所の防災・減災プロジェクトメンバーが大学

のBCP策定を全面的に支援すること。 

② 地域貢献 

地域主義を標榜する大学として、地域貢献の視

点を明確に盛り込むこと。 

その際には、本学の近隣地域（巣鴨・西巣鴨、

滝野川）への貢献のみならず、東京都の地域課題

（大規模水害等）への対応も視野に入れて検討す

ること。 

③ BCMの取り組み 

一足飛びに完成形を目指すのではなく、段階的

にバージョンアップしていくこと。 

今年度策定するVer1.0では、地震・水害に焦点

を当て、初動対応の見直し、大学経営の生命線で

ある５大業務に絞った事業継続・早期復旧の検討

を行うにとどまる見込みである。 

そもそも BCPは、一度作ればそれで終わりとい

う計画ではなく、BCP で定めた事項の実践や訓練

を繰り返しながら完成度を高めて行く性格の計画

である。このようにマネジメントしていくことを

BCM（Business Continuity Management：事業継続

マネジメント）と呼ぶが、本学でも、BCMの手法を

導入し、想定リスク、適用エリア、優先業務、ボ

トルネックの解消などについて継続的に検証を行

い、段階的に対応能力を向上させていくこととし

ている。 

 

（５） 大正大学BCP（Ver1.0） 

大正大学BCP（Ver1.0）は、本年３月までに策定

を終える予定である。 

策定に向けた最後の詰めの作業として、今後、

５大優先業務に関する関係部局や学部との調整を

行うことを予定している。 

各部署・学部からいったん提出された優先業務

や復旧時間の設定は、大学全体の方針を定める前

に作業してもらったため、５大優先業務の着手時

期や目標復旧時間との整合に欠けているケースが

ある。また、安否確認など複数の部署から提案さ

れている業務もあり、部署間の調整が必要である。 

２月には、BCPの重要な当事者である学生へのヒ

アリングを行った。教員の協力を得たおかげで授

業を通じて防災イベントを実施している学生４人

に話を聞くことができた。 

学生たちは、その場で身を守り、むやみに移動

しない（中庭への移動はしない）ことなど、初動

対応の見直しについては大きな抵抗感はない様子

であった。 

ただ、大学の防災の取り組みについてこれまで

知る機会が無かったという声や消火栓・消火器の

配置場所がわからないなど戸惑いの声も聞かれた。

高校時代には避難訓練に参加していたので校内の

様子を把握していたが、大学ではそうした機会が

無いため避難経路などがわからない、という率直

な声も寄せられた。 

少人数ではあったが、防災に関心を寄せている
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学生たちの生の声を聴けたことは、貴重な気付き

の機会となった。学生に対する大学の防災対策に

ついての周知、学生・教員が参加する訓練の実施

など、学生の当事者意識や防災リテラシーの向上

を図ることが、重要な課題であることが確認でき

た。 

こうした点をBCP(Ver1.0)に反映させていきた

いと考えている。 

また、BCP(Ver1.0)には、想定される災害の解説

やボトルネックの解消策の提案などについて、防

災・減災PJメンバーの知見を反映させていこうと

考えている。 

そして、東京都から要請を受けている大規模水

害時の広域避難への協力についても盛り込んでい

くつもりである。 

これらを反映した本学のBCPは、大学として地域

防災へ貢献する姿勢を示すものとなるだろう。  

今後、地元の豊島区や大規模水害の関係区など

との協議を進め、地域防災ネットワークの形成、

地域防災力の向上に向けた具体策を構築していき

たい。 

今年度、大学BCPの策定をリードしてきたことは、

防災・減災プロジェクトにとっては貴重な経験に

なり、重要な成果になったと考えている。 

 

４．おわりに  

 

地域構想研究所では、昨年10月に従来の連携自

治体とのネットワーク「広域地域自治体連携コン

ソーシアム」を発展的に改組して、地域創生を志

す事業者、大学、個人にも門戸を広げた「地域共

創コンソーシアム」を発足させた。 

令和５年度からは、地域共創コンソーシアムの

事業として、地域課題解決に向けた討議や実装モ

デルの構築等を目指す「地域共創ワークショップ」、

地域創生や地域課題解決に向けた知見を提供する

講義形式の「地域創生アカデミープログラム」を

開催していくことを予定している。 

防災・減災プロジェクトの地域防災ネットワー

クチームは、地域共創ワークショップに参画して

いこうと考えている。 

今年度は、被災者生活再建支援業務の標準化促

進への貢献という昨年度からのアプローチに加え

て、近隣地域や東京都内の地域防災に貢献する大

学BCPの策定に取り組み、活動の幅を広げることが

できた。 

令和５年度には、地元自治体である豊島区と災

害時避難行動要支援者の個別避難計画策定につい

て共同研究を開始することも予定している。 

こうした活動の成果を地域共創ワークショップ

の企画に生かし、市区町村にとって具体的なアク

ションにつながる効果的な防災ワークショップを

展開していきたいと考えている。 

最後になるが、第２回防災セミナーにご登壇い

ただいた皆様、ご参加いただいた皆様に心から感

謝申し上げる。 

また、大学BCPの策定に参画し、忙しい中優先業

務の選定作業等に取り組んでくださったBCP策定

プロジェクトチームメンバーの皆さんに、心から

敬意を表したい。 

そして誰よりも、BCP策定を後押しし、快く協力

してくれた防災・減災プロジェクトメンバーの皆

さんに深甚なる感謝を申し上げて、本稿を終わら

せていただく。
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2022年度の大正大学公共政策学科３年生の 

インターンシップ型実習の取り組みについて 
 

本田 裕子
１
 

１
大正大学 社会共生学部公共政策学科 教授 

 

（要旨） 2020年度に設置された大正大学公共政策学科では、秋学期（第3Q）に実習科目

「フィールドワーク」を通じて、公共政策の現場を体験する学びを提供している。2022

年度は３年生対象の実習科目「フィールドワークⅢ」をはじめて開講した。この科目で

は学生たちそれぞれが最低10日間の実務体験を主としたインターンシップ型の実習を

行うことになる。2022年度の履修者122人の実習先を整理すると、自治体の役所35人、

議会事務局３人、議員事務所５人、NPOを含めた団体・企業68人となり、実習先が決ま

らなかった学生については学内実習５人、集団研修６人となった。 

学生たちを代表して９人の実習概要を紹介することを通じて、学生たちがどのような

実習に取り組んだのかを報告する。初年度で試行錯誤もあったが学生たちは今後の学び

やキャリアに向けた展望を明確にできた、という効果があった。学生たちの希望をふま

えた実習先との交渉、予算等の課題については次年度以降も検討することになる。 

 

キーワード: 実習、インターンシップ、大正大学公共政策学科 

 

 

１．はじめに 

 

大正大学社会共生学部公共政策学科は2020年４

月に設置された学科であり、「人間が豊かで幸せに

生きることができる社会の実現」に向けた理論や

実践的アプローチの方法などを学ぶことを謳って

いる。公共政策分野での学びで想定される政治学、

行政学、法律学、社会学、経済学に加え、観光振

興、多文化共生、労働・福祉、環境共生といった

実践的な学びができるということを学科の特徴と

している。 

さらに、講義科目での「座学」の学びに加え、

1 大学設置基準第 25 条では、授業の方法について、「授業

は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又

はこれらの併用により行うものとする。」と記されている。した

がって本報告では「実習」を、大学の授業方法としての一形態

として用いる。本学科では実習科目の名称を「フィールドワー

ク」としている。フィールドワークは、社会学や人類学での調査

公共政策にかかわる「現場での体験」を重視して

いる。１年生、２年生、３年生を対象に秋学期（第

3Q）に「フィールドワーク」という実習科目（６

単位）を開講している1。１年生（「フィールドワ

ークⅠ」）では首都圏内の自治体、２年生（「フ

ィールドワークⅡ」）では首都圏以外の自治体を事

例対象にして、グループに分かれての実習を展開

している。 

本報告は、2022年度にはじめて開講された３年

生対象の実習科目（「フィールドワークⅢ」）の取

り組み概要の報告を通じて、実習の意義や課題に

ついて検討することを目的とする。なお、2022年

手法の一つであり、調査対象の現地を訪れ、直接観察し、関

係者から話を聞くことで、問題点を明らかにして、解決策を探

ることを意味する。今日では幅広い学問領域でフィールドワー

クが実施されていることを鑑み、本学科では実習科目の名称

として用いている。 
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度の「フィールドワークⅢ」は教員８人で担当し

たが、本報告は筆者が代表して報告するものであ

る。 

 

２．2022年度「フィールドワークⅢ」について 

 

（１） 概要 

テーマとして、「『公共政策』に関する諸課題の

様相を実態に応じて把握する」と設定し、自治体

の諸施策、公共サービス、まちづくり、観光振興

にかかわる諸課題の様相を、実態に応じて把握す

る、ことを念頭においている。 

具体的には、職場体験・就労体験を通じて、実

習先に関連するテーマについての現状把握や課題

解決に向けた視点を学ぶ、すなわち、インターン

シップ型学習を企図している。そして、実習を通

じて、自身の公共政策分野での学びを深化させる

ことをねらいとしている。 

１年生や２年生の実習が、教員が引率してグル

ープに分かれた、いわゆる「調査型」、何らかの

課題意識をもち、対象地域での調査（インタビュ

ー調査、参与観察、必要に応じてアンケート調

査）を通じた課題発見や実習前に想定した仮説の

検証を行っていた1)のに対して、３年生の実習で

は教員は引率せず、原則１人１人が職場体験・就

労体験を通じて、実習先の地域や実習先のテーマ

の理解を深め、課題発見や仮説検証を行うことに

なる。 

３年生の実習は、事前学習・実習・事後学習の

大きく３つに分かれ、前述の通り、実習はインタ

ーンシップ型となる。実習は最低80時間（１日８

時間×10日間）を設定した。実習にあたっては、

交通費・宿泊費の補助として実費の上限７万円ま

では大学から補助が出た。 

３年生には、2022年４月11日、６月13日、７月

25日に全体ガイダンスを実施し、実習の概要、ス

ケージュール、費用等について説明をした。学生

たちには、８月初旬までに実習先を確定させる必

要があることを伝えた。検討にあたっては、３年

生は全員ゼミナールに所属しているので、担当教

員と相談の上で決めていくこととした。 

実習先は原則学生本人の希望する先となるが、

実習先から受け入れができないという回答も当然

想定される。また、交渉での先方の混乱を避ける

ため、自治体を希望する学生は原則学生が交渉を

せずに、学科の事務チューターが先方との交渉に

あたった。また、最後まで実習先が決まらない学

生が複数人出てくることも想定し、学内での実習

先の確保、集団研修の検討・確保も４月から８月

まで行った。 

 

（２） 学生の実習先について 

2022年度「フィールドワークⅢ」の履修者122人

の実習先は、自治体の役所35人（首都圏自治体17

人、非首都圏自治体18人）、議会事務局３人（茨城

県取手市議会事務局２人、長野県飯田市議会事務

局１人）、議員事務所５人（国会議員事務所２人、

川崎市議会議員事務所２人、さいたま市議会議員

事務所１人）、NPOを含めた団体・企業68人となり、

実習先が決まらなかった11人については、学内実

習５人、集団研修６人とした。学内実習としては

大学図書館の協力を得て、図書館業務の補助、企

画展「萩原朔太郎～周囲の人々を通して～」の準

備作業等に携わった。集団研修は、教員１名の引

率の下、新潟県粟島浦村での調査型の実習を４日

間行い、事前準備・ふりかえりを学内で６日間行

った。この集団研修は教員が引率するので２年生

の実習に近い「調査型」の実習となるが、教員の

指導の下で１人１人がテーマをもって滞在中に調

査を行う形とした。 

 

（３） 第3Qの展開について 

2022年度の秋学期（第3Q）は９月26日～11月12

日までとなる。前述の通り、この期間は、事前学

習・実習・事後学習の３つに大きく分かれる。事

前学習は９月26日から９月30日まで、実習は10月

の約１ヶ月間のうち最低10日間とし、事後学習は

10月31日から11月11日まで、最終日の11月11日は

学内で実習報告会を行った。なお、実習は前述の

ように最低80時間（１日８時間×10日間）として

いるので、例えば実習先によっては1日の実習時間

が短い場合もある。その際には80時間になるよう

に実習日を増やすといった対応をお願いした。 

まず、事前学習は９月26日に１年生～３年生が
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参加の大学および学科が主催する「出発式」を午

前中に開催した。午後は島根県邑南町の元職員で、

長年地域活性化の取り組みを通じて「スーパー公

務員」としてメディア等で紹介されている寺本英

仁氏の講演会を開催した。９月27日、28日は学科

教員がオムニバスによる講義を、地方自治に関す

る講義だけでなく、公務員やビジネスマナーに関

する講義を行った。また、墨田区、江東区、葛飾

区の人事担当者による、それぞれの区の説明会や、

大正大学地域構想研究所の片山善博所長による特

別講義（図－１）も行った。９月29日、30日はゼ

ミ担当教員の指導の下、各自の実習先に関する情

報収集をふまえて課題レポートを課し、提出させ

た。 

実習期間中は、学生は毎日日報を作成し、当日

夜23時59分までにゼミ担当教員にMicrosoft 

Teams上に提出し、フィードバックを含めたやり取

りを行った。実習が終わり次第、報告書について、

ゼミ担当教員の指導の下取り組むこととした。 

事後学習は、報告書の作成・提出とともに、報

告書の内容をふまえた報告会に向けた発表準備を

行った。2022年度は２～３つのゼミごとに４教室

に分かれて、１人あたり発表６人、質疑３分で

PowerPointを用いての実習報告を行った（図－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 事前学習：特別講義の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 事後学習：報告会での発表の様子 

（４） 成績評価について 

成績評価について、事前学習課題や実習期間中

の日報、報告書の採点をゼミ担当教員が行い、報

告会の採点についてはゼミ担当教員と報告会の同

教室の教員の合議により評価を行った。また、実

習先からも学生の主体性や報告・連絡・相談がき

ちんとできていたか等についてコメントをもらう

形でフィードバックをいただき、成績評価に反映

させた。 

 

３．実際の実習について～９人の学生の事例

から 

 

ここでは、実際の実習がどのようなものであり、

実習を通じて今後の学びに向けてどのような気づ

きがあったのか、９つあるゼミから１人ずつ、９

人の実習内容を取り上げる。 

 

（１） 学生Ａ：宮崎県綾町ユネスコエコパーク推進室 

 自然保護と地域住民との関わりに関心があり、

それに関連する実習をしたいという希望があった

ため、ゼミ担当教員との相談を通じて、ユネスコ

の国際生物圏保存地域「ユネスコエコパーク」に

登録されているエリアをもつ宮崎県綾町ユネスコ

エコパーク推進室での実習を希望先として選定し

た。実習先との交渉は学科の事務チューターが行

い、実習受け入れの承諾を得た。 

実習日程は2022年10月13日～25日の休日を除い

た10日間であった。実習は綾町のこれまでのまち

づくりの変遷と現状を学ぶという目的で、職員の

紹介で住民10人へのインタビュー調査を行うとと

もに、推進室の業務として、森林内の調査の同行、

地元中学校の総合的な学習の時間「てるはの時間」

内の職員による講義や生き物調査の同行、10月23

日に開催された「町制90周年」および「エコパー

ク登録10周年」の式典の受付業務等を行った。最

終日には５分程度のPowerPointのスライドを作成

し、推進室職員（５人）に向けて実習の報告を行

った。宿泊は町内の民宿および担当職員の宿舎を

利用することができた。 

実習では業務補助だけでなく、調査の要素も取

り入れていただき、綾町が目指している住民主体
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のまちづくりの現状と、合意形成の重要性や課題

を学ぶことができた。今後の卒業研究に向けては、

まちづくりに関する先行研究から学びを深めると

ともに、インタビュースキルも磨き、さまざまな

人たちに生活の視点から自然との関わりについて

インタビュー調査を行っていきたいという展望を

見出すことができた。 

 

（２） 学生Ｂ：NPO法人「カタリバ」アダチベース 

こどもの貧困に伴う学歴や収入格差に興味関心

があり、地元の足立区で関連する実習したいと、

自ら情報収集をして団体を見つけた。自ら問い合

わせ・交渉を行い、実習受け入れの承諾を得た。 

実習日程は2022年10月４日～28日のうち15日間

であった。平日16時から21時半、土日は15時から

21時半（日は20時半）となる。学校や区職員から

の紹介で来る中学生が対象だが、中学生の時から

継続的に来る高校生も含まれる。団体は区内に２

か所拠点があり、徒歩で通える拠点で実習を行っ

た。スタッフは６人、ボランティアや大学生のイ

ンターン生は15人程となる。 

実習では、スタッフと一緒に学習支援の業務を

行った。各自取り組んでいる自習や学校の宿題の

支援を行うが、一方的ではなく「一緒に調べて考

える」という姿勢となる。学習に集中できない子

に話しかけ、私語がうるさい子に注意も行う。ま

たフリースペースでは話し相手をすることもある。

土日にはインターン生が企画する、カレンダー作

り、大学生活の紹介、ゲーム等のイベントの手伝

いも行った。 

実習では、学習支援を通じて「自分の行動でこ

どもたちを変えられる（学習意欲を引き出す）こ

との大事さ」や「目標設定やふりかえりを行うこ

との大事さ」を学んだ。また家庭事情等の相談は

実習中にはなかったが、こどもたちの居場所とし

ての役割も担っていることを学ぶことができた。 

卒業研究では、学習支援を目的とした居場所型

施設の効果を調査研究したいと考え、現在もボラ

ンティアとして定期的に関わり、区内で学習支援

を行っている他団体でのアルバイトも検討してい

る。卒業後は、こどもの貧困に関する業務に就き

たいと区役所や市役所職員を志望している。 

（３） 学生Ｃ：福島県伊達市総合政策課及び協働ま

ちづくり課・道の駅伊達の郷りょうぜん 

 伊達市における地域振興について学ぶことを目

的に、併せて実家がある福島県内の自治体職員を

志望していることもあり、当初から伊達市での実

習を希望した。実習先との交渉は学科の事務チュ

ーターが行い、実習受け入れの承諾を得た。実習

期間は、伊達市役所が10月３日～７日、道の駅が

10月11日～15日となる。 

 実習では、総合政策課では、伊達市次総合計画、

伊達な総合戦略の概要、協働まちづくり課では地

域自治組織推進事業、移住定住推進事業の概要の

座学を受けた。道の駅伊達の郷りょうぜんでは、

販売業務体験、公社と生産者の課題解決に向けた

協働の実践例、地域産業、SDGs、６次化商品の概

要説明と質疑応答を通して実際に企画会議にも参

加させていただいた。 

 実習前より人口減少が進む地域における地域振

興について課題意識を持ち、住民自ら解決に向け

て主体的に取り組む必要があると考えていた。実

習では、地域自治組織推進事業に興味を持ちその

設立に向けた支援の実態を学んできた。具体的に

「富成地域まちづくり振興会」や「伊達川東地区

協議会」にも参加し、交流人口の増加により地域

の賑わいをもたらす活動や暮らしやすく・住み続

けたいと思えるような取り組みに触れた。そのう

えで、本人は「移動手段が少ない理由から住民の

参加率の低下」と「組織の高齢化が進んでいるた

め組織の発展につながらない、新しい企画が生ま

れにくい」という新たな課題を見出した。そこで

得た結論として、①地域振興には正解の形はない、

②地域や住民を理解し、ニーズに応えた取り組み

が必要、③地域振興は成果が出るまで時間がかか

る、④次世代に繋げる方法を見つけ、守る必要が

ある等を挙げ、地域や住民を理解しその地域にお

ける「地域振興とは何か」を再定義しなければな

らないと考えた。今後も他地域の地域振興の成功

例や失敗例を調査し、どのように定義しているか

理解を深めるために、卒業研究のテーマを「伊達

市を事例に地域コミュニティ 過疎化 地方創生

を考える」と掲げている。 
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（４） 学生Ｄ：豊の国千年ロマン観光圏（地域連携

DMO、大分県別府市） 

 地域住民が主体となる観光地域のブランド化に

関心を持っていた。そこで、ゼミ担当教員と関わ

りのある豊の国千年ロマン観光圏（地域連携DMO、

以下「豊の国DMO」と記す）を紹介した。豊の国DMO

は、大分県北部の８市町村で構成される観光圏の

マーケティングと地域づくりを担う一般社団法人

である。行政区域を越えて、神代、古代、中世、

近代と千年を超える時空の旅を提供する観光圏形

成のために、体験プログラムの開発、観光ガイド

等の人材育成、プロモーション活動を行っている。  

実習期間（2022年10月11日～21日；移動日除く）

には、来訪者満足度調査業務の調査員、既存の体

験プログラム改良点の検討、各種会議出席、地元

観光地域づくりマネージャーとの意見交換会など

に携わった。また、最終日には、DMO事務局長含む

全職員の前で、新たなコンテンツ提案とDMOの在り

方や課題についてプレゼンテーションを行い、助

言をいただいた。 

実習後、学生は次のように述べている。  

 

実習前は、「なんとなく」学んでいた観光分野。

しかし、実習を通して、観光の意義、観光産業に

力を入れるべき理由がはっきりと見えた。また、

観光業のプロフェッショナルな方々と話す機会を

通して、知識を深めることができた。  

 

学生は今、観光業界での就職を目指している。

志望する進路にもう迷いはない。 

 

（５） 学生Ｅ：東京都文京区役所 

 本学生は若者が主体的に参画できるまちづくり

のあり方を学びたい、と自治体での実習を希望し

た。文京区役所でのインターンシップを選んだ理

由として、若者の定住促進に向けた「居場所づく

り」が実施されている点を挙げていた。実習先と

の交渉は教員が直接行い、実習日程は2022年10月

17日から28日の休日を除いた10日間、受け入れ部

署は文京区役所アカデミー推進課、区民課、福祉

政策課、教育推進課と多岐に渡った。 

 実習では各課や区の委託事業者などが運営して

いる３つの「居場所」の業務に従事し、利用者の

年齢、背景や課題によって「居場所」には役割が

あることを知ることができた。最終報告書の中で

は「居場所があればコミュニティは活性化すると

考えていたが、形にこだわる必要はないのではな

いか。誰かの生きがいや少し人と会える、そんな

心の拠り所になるような『場』があればそれがそ

の人の居場所になる。いま、コミュニティにおい

て不足しているのは『新しいつながり作りの機会』

ではないだろうか。また居場所での多様な人々と

の交流は若者の成長につながることを忘れてはな

らない」と述べていた。実習を通して学生は考え

方の柔軟性を高めることができ、さらに出身地の

公務員を目指す決意を固めることができた。 

 

（６） 学生Ｆ：国会議員事務所 

 本学生は本学科教員および早稲田大学マニフェ

スト研究所の紹介を受け、馬場雄基衆議院議員の

事務所で実習を行った。馬場議員は立憲民主党所

属で、選挙区は衆議院選比例代表福島２区である。

2021年の第49回衆議院議員総選挙で比例当選をし、

最年少の国会議員である。事務所は郡山市と東京

都内（衆議院議員会館）の２か所で、その両方で

10月３日～26日の間の計11日間の実習となった。 

都内の事務所では、主に事務所や国会で、委員

会・臨時国会の傍聴・見学、立憲民主党本部への

表敬訪問・見学、設定した施策のテーマ（脱炭素

社会に向けた自転車の利活用）についての調査・

研究を行った。委員会の傍聴では、馬場議員の所

属する経済産業委員会と環境委員会を傍聴した。

議員の質疑から、大臣の答弁が今後の社会に影響

することを実感できた。また脱炭素社会に係る調

査については、馬場議員の国政調査権や国土交通

省の職員からの政策説明を通して調査・研究を行

った。 

郡山市の事務所では、馬場議員に随行をし、地

元商工会議所や企業への挨拶まわり、式典への同

席（第66回二本松の菊人形・陸上自衛隊福島駐屯

地創立記念式典・日本郵政グループ労働組合福島

連絡協議会総会、未来につなぐまちづくり塾2022）、

街宣車での演説支援、公園で開催される座談会（あ

おぞら公園トーク）の設営及および参加、郡山事
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務所内の関係者内でのミーティングへの参加、選

挙区内のポスター張りなどであった。郡山市での

実習では、国会議員が国政のための国民の意見を

汲み取る現場を見て学ぶことができた。 

 

（７） 学生Ｇ：早稲田大学マニフェスト研究所 

 本学生は人材マネジメントや働き方改革につい

ての取り組みに関心があり、公務員を志望してい

る。そこで、自治体や議会の人材マネジメントや

DX推進に関する取り組みを行っている早稲田大学

マニフェスト研究所（以下「マニ研」）の活動に携

わっている本学科の教員に受け入れの打診をお願

いし、承諾を得ることができた。 

実習日程は2022年10月12日～11月４日のうちの

10日間であった。実習では、ひたちなか市役所、

静岡市役所、開成町役場を訪問し、自治体職員を

対象とした研修会に参加したり、職員との意見交

換を行ったりした。また、小山市で開催された、

栃木県内市議会議長会研修会に参加した。加えて、

首長や議会のマニフェストの歴史に関する資料の

整理を行ったり、マニフェスト大賞の準備に携わ

ったりした。 

実際に自治体を訪れ、職員や議員の生の声を聴

くことにより、座学では学ぶことが難しい自治体

における仕事のやり方や働き方改革の実態を知る

機会を得るとともに、こうありたいと思える公務

員のイメージをつかむことができた。また、DX化

を進めるためには、オンライン化→デジタル化→

DX化といった段階を丁寧に順序立てて踏まなくて

はならないことや様々な立場の関係者の理解が必

要となることを学べた。さらに、政策を推進する

ためには、偏りがないか、一部を犠牲にしていな

いか、他分野からのアプローチはないかなど、複

合的、多角的に考える必要があることを学んだ。 

実習を通じて得られた、行政施策の推進に対す

る多角的な視点や行政の現場に係る知識は、今後

の学びや卒業研究の執筆において大いに役立つと

考えられる。 

 

（８） 学生Ｈ：茨城県取手市議会事務局 

 本学生は、市民・議会・行政三者の連携や議会

改革について興味がある。また、将来の進路は公

務員を希望している。実習にあたり、様々な改革

に取り組む取手市議会と縁のあるゼミ担当教員を

通して受け入れの承諾を得た。 

 取手市議会は、第12回（2017年）、第15回（20年）、

第16回（21年）などでマニフェスト大賞を受賞して

いる最先端議会である。特徴的なのは、議会と議

会事務局が連盟でマニフェスト大賞に応募してい

ることである。一般的には議会だけの応募だが協

力して改革を行っている。 

 公務員を目指す学生にとって、縦割りの行政組

織に対して全体がみえる議会を、また執行機関か

らの出向である議会事務局職員の活動を知ったこ

との意義は大きい。 

日程は2022年10月５日～19日の10日間であった。

時会・議員全員協議会の傍聴、他市議会の視察及

び議員勉強会への同席、委員会視察同行、議事録

要約及びWEB版議会広報掲載事項の抽出、議事録文

字起こしのリライト、傍聴者向けのパンフレット

制作等を行った。このパンフレットは、今後傍聴

者に配布される。 

取手市議会の議会機能の継続と向上に向けた取

り組みに対する前向きな姿勢や、「開かれた議会」

を目指す議会の市民に対する情報公開の手法など

を学んだ。また、臨時会の傍聴や一般質問の要約

作業を通し議員と執行部のやりとりを見たことで、

政策の勉強だけでなく、それぞれ立場が担う責任

感についても触れることができた。卒業研究のテ

ーマでもこ今回の経験を踏まえてテーマを設定し

ている。また将来の公務員としてのイメージを膨

らませることができたと思われる。 

学生は、実習後も取手市議会と連絡を取ってい

る。「公共」を考える上でのよい意味でのベース

キャンプの１つになっている。 

 

（９） 学生Ｉ：新潟県十日町市産業観光部文化観光

課芸術祭企画係 

 本学生は、実習地を選定するにあたり、卒業研

究のテーマとして考えている「観光振興と住民満

足の両立」についてモデルとなる地域を希望して

いた。ゼミ担当教員の勧めで、新潟県十日町市を

選択した。この地域は、20数年前から交流人口拡

大のために「大地の芸術祭」という現代アートの
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祭典を観光資源として活用してきた。イベントス

タート時は開催に対する反発や疑念の声が多かっ

たが、丁寧に住民の理解促進に努め、現在は地域

住民を巻き込んだ官民一体のイベントの成功例と

して全国的に認知されており（国や旅行団体から

の表彰も多数）、十日町市民のシビックプライド醸

成に大きく貢献している。現在の状況に至るまで

の経緯や今後の課題や展望を学ぶことで、他地域

へ転用可能なエッセンスを持ち帰ることを目的に、

２週間の実習に臨んだ。 

2022年は３年に１度開催される「大地の芸術祭」

の開催年度でもあり、学生はイベントスタッフと

して参加させていただくことになった。スタッフ

業務の傍ら、地元スタッフ、観光客、地元住民に

ヒアリング、インタビューを重ねていった。 

学生は活動を通して、大地の芸術祭に以下３点

の特徴を見いだしたという。１点目は「広大なエ

リアでのイベント実施による回遊性が観光客、地

元住民の新たな地域資源の発見を促すこと」、2点

目は「地元スタッフと観光客のアート作品を通し

たコミュニケーション（説明、案内）が頻繁に発

生していること」、３点目は「アート作品が地域課

題解決（廃校や空き家などの活用）のツールとし

て機能していること」である。このように地理的

条件（広大さ）や、実際にそこで起きている現象

（コミュニケーションやアート作品への反映）に

対する気づきを得られたことは大きな収穫である。

現地、現場での学びである実習ならではの成果と

いえる。次年度以降の実習におけるテーマ設定や

地域選択に示唆を与える好事例であった。 

 

４．実習を通じて得られた効果と課題 

 

2020年初頭から続く新型コロナウイルス

（COVID-19）の影響も心配されたが、コロナ感染

を含めた病気、大きな事故・ケガもなく、122人の

実習を終えることができた。 

本実習は教員引率による集団研修型とは異なり、

2 2022 年度第 3Q 開講科目の授業評価アンケートの報告書

は 2023 年 2 月時点では公表されていないので、本報告を執

筆するにあたり本学総合学修支援部に依頼し、記述のデータ

のみ提供を受けた。 

１人１人が取り組むインターンシップ型であり、

年度開始当初は全員分の実習先が確保できるのか

といった危惧もあったが、122人中111人は実習先

を見つけることができ、残りの11人も学内や集団

研修の形で実習を行うことができた。 

ここでは、実習を通じて学生たちが得られた効

果および、次年度以降も実習を展開する上で担当

教員および大学が検討しなければならない課題に

ついて挙げておきたい。 

 

（１） 実習の効果を検討する 

学生たちが授業評価アンケートで記述した内容

をまず取り上げたい。11月11日の報告会後に大学

が実施した「授業評価アンケート」の自由記述部

分を用いる2。自由記述部分は20人が回答したもの

である。その回答内容を株式会社ユーザーローカ

ルのAIテキストマイニング（ワードクラウド）3を

用いて整理したのが図－３である。名詞としては

「実習」、「興味」、「意欲」等が多く出現し、「イン

ターンシップ」、「交流」、「現場」等も出現してい

る。動詞では「できる」、「学ぶ」、「深まる」、「高

まる」等が多く出現している。この回答内容を見

れば、実習を肯定的に捉えたものが大半であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 授業評価アンケート（自由記述部分）の 

ワードクラウド 

 

前節で取り上げた学生たちの実習での学びや図

－３をふまえて、学生たちが実習を通じて得られ

た効果として、以下の３つを挙げる。 

ひとつは、学生たちが実習先で関係するテーマ

3 株式会社ユーザーローカル「AI テキストマイニング」 

ワードクラウドとは出現頻度が高い検索ワードを集めた図と

なる。 

https://textmining.userlocal.jp/ （2023.1.29 参照） 
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の学びを主体的に学習することができ、卒業研究

を含め、今後の学びへの意欲を高めることができ

たことにある。 

次に、卒業後の進路が明確にできたことである。

そもそも今回の実習がインターンシップ型であり、

職場体験・就労体験を企図していることからも、

将来のキャリア形成を考える上で有益な体験がで

きたことにある。 

最後に、ビジネスマナーを含めた社会人として

の基本的なマナーを習得できたことにある。本実

習がインターンシップ型であることにも関係する

が、個々人で実習先が異なるため、交通費・宿泊

費の精算を含めて、書類作成、領収書の管理を自

ら行う必要があり、大学生の段階でこれらの事務

処理を行う機会となった。 

文部科学省の資料4によると、インターンシップ

における「大学等及び学生にとっての意義」とし

て、「キャリア教育・専門教育としての意義」、「教

育内容・方法の改善・充実」、「高い職業意識の育

成」、「自主性・独創性のある人材の育成」が挙げ

られている。 

 この資料は2022年６月に改正されたものであり、

改正前の資料と比較5すると、インターンシップの

推進を産学協働で取り組むことにより、「大学等で

の学修と社会での経験を結びつけることで、学修

の深化や学習意欲の喚起、職業意識の醸成などに

つながるものであり、その教育的効果や学生のイ

ンターンシップを始めとするキャリア形成支援に

おける効果」が期待できる部分として加筆されて

いる。 

 したがって、インターンシップ型とした本学科

の実習も、学生自身のキャリア設計を考える機会

としての役割は担いつつも、大学での教育研究の

成果と社会体験をつなげ、大学での学びや学生の

学習意欲の向上が期待されるプログラムとして位

置づけることが可能である。 

一方で、「自主性・独創性のある人材の育成」に

4 文部科学省・厚生労働省・経済産業省「インターンシップを

始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当た

っての基本的考え方」（令和 4 年 6 月 13 日一部改正） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-

mxt_ope01_01.pdf （2023.1.14 参照） 

ついては、引き続きその達成に向けてさらなる検

討が必要である。資料では、「企業等の現場におい

て、企画提案や課題解決の実務を経験したり、就

業体験を積み、専門分野における高度な知識・技

術に触れながら実務能力を高めることは、課題解

決・探求能力、実行力といった『社会人基礎力』

や『基礎的・汎用的能力』などの社会人として必

要な能力を高め、自主的に考え行動できる人材の

育成にもつながる。」6と説明されている。今回の実

習は前述のようにビジネスマナーの習得にとどま

っている部分があり、実習先からの評価でも「報

告・連絡・相談」が弱いことが指摘されている学

生が少なからずいた。今後は実習前に「報告・連

絡・相談」の重要性を認識させてしておくことで、

実習を通じてさらなる学びを得ることができるよ

うにしたい。 

また、インターンシップ型の実習は、学生や大

学にメリットがあるだけでなく、実習先にもメリ

ットがあるようにすることが、実習が継続して展

開していく上では必要である。前述の資料でも「企

業等における意義」として、「実践的な人材の育成」、

「大学等の教育への産業界等のニーズの反映」、「企

業等に対する理解の促進、魅力発信」、「採用選考

時に参照し得る学生の評価材料の取得」が挙げら

れている。 

 今回の実習では「実習先へのメリット」を意識

した展開は十分にできなかったが、次年度以降は

より意識するとともに、学生にもインターンシッ

プ型の実習であること、その際に「実習先へのメ

リット」を意識させるよう丁寧に説明していきた

い。 

 

（２） 次年度以降実習を計画する上での課題 

まず、実習先の選定・確保である。2022年度は

履修者が122人おり、１人１人がどのような実習先

を希望するのか、その決定に時間がかかることが

あった。４月の全体ガイダンスを受けて、ゼミ担

5 新旧対照表 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-

mxt_ope01_02.pdf （2023.1.14 参照） 
6 脚注 4 参照 
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当教員との相談を経てスムーズに希望先が明確に

なる学生は多いが、中には明確にならず実習先と

の交渉も十分できなかった学生もいる。2022年度

は実習先が８月初旬まで決まらなかった学生が11

人いたが、自然災害の発生を受けて当初承諾いた

だいていた実習先から断られた１人は例外となる

が、希望先が明確にならずに交渉開始が遅くなっ

たこと、また第1希望先から断られた後に次の希望

先を決めることができなかった学生たちである。 

そもそも実習先との交渉には予想以上に時間が

かかることも今回わかった。回答結果までに１ヶ

月以上かかることもあり、結果的に断られてしま

ったケースも複数あった。そのため、学生と希望

する実習先を決める際には、ゼミ担当教員は第１

希望だけでなく、複数の希望先を検討する必要が

あり、学生にも交渉に時間がかかること、断られ

ることは当然あることを事前に十分に伝えておく

ことが必要である。特に自治体の役所では、夏休

み期間中に独自でインターンシップを実施してい

ることが多く、本学科の学生のために個別に実習

を受け入れることが難しいことが断られる理由と

なったケースもあった。本学科は公共政策に関す

る学びを特徴とし、卒業後の希望進路に自治体職

員を挙げる学生が多い。2022年度は35人の学生が

自治体の役所で実習を行うことができたが、今後

実習を受け入れていただける自治体を事前に複数

探しておくことが必要といえる。 

次に予算についてである。１人あたり交通費と

宿泊費について実費のうち上限7万円まで大学か

らの補助が出る。実習先が自宅から通える距離に

ある学生については問題ないが、本人の希望する

実習先や本人の希望する内容に即してゼミ担当教

員が紹介する実習先によっては７万円を超えてし

まう。実習にかかる費用では宿泊費が費用の割合

の多くを占めるので、安価な宿泊施設があるかど

うかは実習先を決める上での重要な検討事項とな

る。 

ちなみに、今回交通費・宿泊費で自己負担が多

くかかった例としては鳥取県北栄町役場で実習を

7 大学においてインターンシップの普及が加速したのは 1997

年の現文部科学省、現経済産業省、現厚生労働省が発表し

た「インターンシップの推進に当たっての基本的な考え方」とさ

行った学生の例が挙げられ、自己負担額はおよそ

４万５千円となる。なお、この学生については本

人の希望する実習先であり、近隣に安価な宿泊施

設もなく、一般的な宿泊施設を利用するため自己

負担が多くなることは学生本人も事前に了承し、

学生も保護者に説明していた。ただ、学生の中に

は大学からの補助金額や補助対象についての困惑

が一部出ていたことも事実である。４月、６月、

７月の全体ガイダンスの際に、７万円を超える金

額は自己負担となること、食費は補助の対象外で

あること等を説明していたが、自己負担が生じる

ことについての誤解もあったので、次年度以降は

より丁寧に学生に説明していくことが必要となる

だろう。 

最後に、実習中の安全対策についてである。2022

年度の実習では大きな事故やケガは発生しなかっ

たが、イベントの準備作業中にケガをしてしまい、

実習先および大学当局との連携の上で対応したケ

ースが１件あった。実習によっては、デスクワー

クだけではなく、イベントの設営補助といった作

業が含まれる場合もある。学生は公益財団法人日

本国際教育支援協会「学生教育研究賠償責任保

険」・「学生教育研究災害傷害保険」に加入してお

り、実習中の本人の傷病、学生に責任のある物損

などは保険の対象となるが、次年度以降は、実習

先にも安全対策を改めてお願いするとともに、学

生本人にも現場作業の際には十分気をつけるよう

に実習前に指導する必要がある。 

安全対策に関連することとしては、災害への対

策もあるだろう。実習前の全体ガイダンスの場面

では、実習先の病院や警察・消防、避難所等の場

所や連絡先を確認するように指導していた。2022

年度の実習では期間中に災害が発生することはな

かったが、引き続き意識しておく必要がある。 

以上、2022年度の実習を展開した上での課題を

挙げた。大学においてインターンシッププログラ

ムを導入し7、その教育効果を検討したものはこれ

まで多数報告されている2)。本報告で取り上げた

「フィールドワークⅢ」は、100人超の学生が履修

れており 2)、20 数年経過している。この間、各大学がさまざま

な試行を繰り返し、より教育効果のあるインターンシッププロ

グラムの開発に取り組んでいる。 
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し、個々人の学びの領域や関心、卒業後の希望進

路にできるだけ沿うように、いわば１人１人がカ

スタマイズしていく実習であることが特徴となる。

学生のニーズも把握しながら実習先を決めていく

ことになるので、次年度以降もまた新たな視点で

の効果や課題が顕在化されることが予想される。

本報告で挙げた効果や課題もふまえて、柔軟に対

応していくことが求められる。 

 

５．付記 

 

学生たちの実習を引き受けていただいた、すべ

ての実習先の関係者の皆様には厚く御礼申し上げ

ます。また、実習実施にあたってご尽力いただい

た大正大学の関係する各部署の皆様にも感謝申し

上げます。 

本報告の執筆にあたり、2022年度の公共政策学

科「フィールドワークⅢ」担当教員である、鵜川

晃先生、江藤俊昭先生、柏木千春先生、北郷裕美

先生、高橋正弘先生、塚崎裕子先生、村橋克則先

生から、学生たちの実習についての情報提供およ

び多くのアドバイスをいただきました。また首藤

正治先生には、実習先の選定や紹介を含め、実習

を展開していく上で大変お世話になりました。ま

ことにありがとうございました。 

最後に、実習にあたって事務作業および学生対

応の諸々にご尽力いただいた、学科事務のチュー

ター鈴木貴子氏（当時）、助手百瀬千尋氏（当時）

にもこの場を借りて感謝申し上げます。 
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健康長寿のまちづくりの実践 

豊島区における住民協働コーディネーターの事例 
 

桝野 光路
１
 

１
大正大学 社会共生学部公共政策学科 非常勤講師 

 

（要旨） 我が国の少子高齢化が国民的課題と捉えられてから久しい。その中で、超高齢

社会としては、高齢者の介護や医療などを依存と考え、社会保障を社会的コストと捉え

るなどのエイジズム（高齢者差別）が社会システムに存在していることは社会問題であ

る。しかし、昨今の人生100年時代の台頭で、プロダクティブ・エイジング（高齢者が

社会に貢献する概念）といった考え方により、延伸する寿命を「どう過ごすか」が高齢

社会で重要になってきた。そのためには、地域包括ケアシステムの理念でもある、住み

慣れた地域で暮らし続ける社会参加が重要になってくる。 

 豊島区において筆者が実践してきた、介護予防活動の地域づくりの事例では、地域で高

齢者住民が主体的に社会参加をするには、地域での住民協働によるコーディネート機能が

有効に機能し一定の意義があることがわかった。その実践から、現在、豊島区の行政におけ

る生活支援体制整備事業でも、高齢者（住民）が地域へ主体的に参画できる機会の創出のた

めには協議体の支援とコーディネート機能が肝要である。 

 

キーワード: 豊島区、介護予防、地域協働、まちづくり、生活支援コーディネーター 

 

 

１．はじめに 

 

我が国は、2025年には、すべての団塊の世代が

後期高齢者年齢となる。東京都では、同年に65歳

以上の人口を328万人と推計していたが、既に2021

年の65歳以上の人口は約332万人となり、2025年の

推計を大きく超えている。また、全国の高齢者人

口の約１割が東京都に集中しており、高齢化率と

いうよりも、高齢者人口集中といった大都市圏特

有の高齢化対応が求められる。さらに、東京都は、

高齢者単独世帯や単身世帯の増加率が高かくなっ

ており高齢者の孤立や孤独が起きやすい傾向にあ

る。大都市圏の近所づきあいの希薄化など、地域

コミュニティ任せでは、社会的孤立が地域問題と

して蔓延するばかりである。 

 このような背景で、厚生労働省にとしては、2025

年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支

援を目的として、可能な限り住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続けることができるよう、地域

の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケ

アシステム）の構築を推進している。 

地域包括ケアシステムは、地域の支え合いの仕

組みづくりの構築を目的に、「医療」「介護」「住ま

い」「介護予防」「生活支援」といった５つの構成

要素など多様な主体が相互に関係を持ちながら一

体的に支援できるまちづくりを目指しているもの

である。 

 本報告では、豊島区の地域包括ケアシステムの

構築において、公民それぞれの実践の事例、住民

協働コーディネーターの介入による地域づくりの

実践を事例報告として意義や課題を考察する。 
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２．豊島区の高齢化の対策と課題 

 

（１） 高齢化の現状 

豊島区の高齢者人口は、豊島区高齢者福祉計画

における図－１に示す推計値を見ると、国内や東

京都の傾向と異なり高齢者人口が2025年に向け減

少という推移となっている。人口の推計値を見る

限りでは、大都市圏の過密都市特有な地方自治体

の人口動態とも言えるのではないか。地域の実情

に合わせた支援サービスづくりとして文化や環境

と並んで高齢者の人口動態も重要になってくるで

あろう。 

 しかし、その反面75歳以上の高齢者人口が増加

しており、前期高齢者が後期高齢者へ移行してい

る点と、2030年以降、団塊ジュニア世代が前期高

齢者に入る点を注視することが必要である。 

 

 

図－１ 豊島区高齢者人口の推移 

出典：豊島区高齢者福祉計画•第8期介護保険事業計画 

 

（２） 豊島区の課題  

豊島区の高齢化の課題は、図－２に示すよう

に、高齢者の一人暮らしの割合が多いことであ

る。一人暮らしの高齢者単身世帯は、東京都平均

で24.6％、全国平均では17.7％となっており、豊

島区では33.8％で高齢者区民の３人に１人が一人

暮らしである。また、図－３に示すように、その

単身世帯うちの42％が民間の賃貸借家（アパート

等）に住む独居高齢者で、こちらも豊島区は全国

平均の２倍という割合となっている。豊島区の高

1 高齢者の病気ではない不活動により起こる老化現象のこ

齢者は、コロナ禍の生活スタイルの変化も合わさ

り、社会的孤立も起こりやすい状況であることが

わかる。 

 

図－２ 豊島区の高齢者人口における一人暮らし高齢者

割合の推移 

出典：豊島区高齢者福祉計画「第8期介護保険事業計画第

２章高齢者の状況」 

 

図－３ 豊島区の一人暮らし高齢者の民営借家住まいの

割合の推移 

出典：豊島区高齢者福祉計画「第8期介護保険事業計画第

２章高齢者の状況」 

 

豊島区の高齢者が社会的孤立を起こしやすい心

配なデータがある。図－４に示すのは、東京都健

康長寿医療センター研究所が行った、豊島区にお

ける65歳以上の高齢者の地域特性調査の結果であ

る。アンケート調査により、虚弱、運動機能低下、

低栄養、口腔機能低下、閉じこもり、認知機能低

下、うつ傾向、転倒、友人交流、社会参加の有無

や頻度など、老年症候群1につながる機能低下や生

活行動を調査しているものだ。図－４の下段は、

社会参加への度合いを示しているが、豊島区の地

域によっては、孤立や孤独が進んでいることが推

察できる。この地域特性から考察できることは、

と、このシンドロームが病気や介護、寝たきりに至らせる 
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友人や近所の人との交流機会が少ない高齢者が、

いけよんの郷、ふくろうの杜、豊島区医師会の圏

域のJR山手線の主要駅を中心とした利便性の良い

エリアに顕著に現れている。複合的な地域で住民

の居場所や活動場所が限定されるなど都市化が原

因となり外出やグループ活動などへの参加が少な

いと推察する。このようなことから、豊島区での

高齢者支援は、地域への社会参加による孤立や孤

独の防止であり、介護予防サロン、居場所、高齢

期のサードプレイスなどの通いの場への社会参加

と場所の創出が地域特性による対策が重要である。 

 

３．住民協働の健康長寿のまちづくりの実践  

 

「住民との協働による介護予防のまちづくりの

効果検証のための地域コントロールトライアル2」

の研究事業をとおして、豊島区東部に位置する圏

2 東京都健康長寿医療センター研究所 AMED 長寿科学研究

開発事業に筆者が協力研究員として参加した 
3 特定非営利活動法人コミュニティランドスケープ 
4 具体的な物や金と異なり人々やネットワークの関係性が有

域で行政主導ではない地域協働による「住民主体

による介護予防活動と社会参加促進の地域づくり」

の健康長寿のまちづくりを実践した。 

 

（１） 概要  

本研究事業は、2014年度より豊島区東部を研究

対象地域として東京都健康長寿医療センター研究

所（以下、研究所）と地域のまちづくりNPO3（以下、

NPO）が住民協働コーディネーターとなり開始され

た。住民協働のメンバーとして、介護予防活動を

担う高齢者住民、住民支援や福祉活動をしてきた

地域の支援組織で構成されている。研究では、介

護予防活動の地域づくりで地域に醸成されるソー

シャル・キャピタルの要素4。担い手となる高齢者

住民に内在するQOL5などの意識。住民協働コーデ

ィネーターの支援や介在で活動に発生する困難の

克服など、コーディネーターの意義も調査した。 

益な効果をもたらす「社会関係資本」とロバート・パットナム

（米政治学者）が定義づけた概念 
5 健康的な生命・自立した生活・社会性ある人生の 3 要素が

相互に影響している質の概念 

図－４ 豊島区65歳以上の地域特性調査結果（2015年度） 

出典：東京都健康長寿医療センター研究所 日本医療研究開発機構(AMED)長寿科学研究開発事業 NEDO-PRISM加速費

「人工知能技術適用によるスマート社会の実現」 
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調査の対象地域は、豊島区東部に位置する菊か

おる園高齢者総合相談センター（地域包括支援セ

ンター）圏域の巣鴨、西巣鴨、北大塚で介護予防

活動の地域づくりをおこなう。担い手は、豊島区

全域から募り、東京都健康長寿医療センター研究

所の介護予防活動人材（介護予防リーダー）養成

講座を受講して介護予防リーダーとなった地域高

齢者である。地域の支援組織もその養成講座に介

入し介護予防リーダーとのリレーションの構築を

おこなった。介護予防リーダーの高齢者住民が主

体的に地域づくりを行える体制（協議体）として

は、住民協働コーディネーターと支援組織が地域

とのリレーションや活動の悩みやトラブルの解決

といった伴奏型サポートをした。行政は後方から

支援を行い住民主体の介護予防活動の地域づくり

に育てることが実践研究の目的でもある。 

地域における住民主体の活動は、ソーシャル・

キャピタルの基本的要素「つながり」「信頼」「互

酬性の規範」「社会活動」全てを含むものである（高

取2017）。しかし、このような活動で住民の一体感

「社会的凝集性」を高めるだけでなく、「私的社会

統制」を強める負の側面もある（河合2018）。他者

承認や信頼・互酬性などの正の側面と他者排除や

過干渉などの負の側面を持つソーシャル・キャピ

タルが地域活動には潜在しているため、地域づく

りには、住民協働コーディネーターの介在が必要

であると定義される（河合2018：443-451）。調査

を開始するにあたり、対象地域への地域づくり活

動の啓蒙と担い手参加の周知と活動支援組織との

関係構築を目的とし「健康長寿のまち・すがもサ

ポーターの集い」のシンポジウムを大正大学で開

催した。開催後、養成講座の会場、受講生、活動

支援体制として地域づくり協議体の構築など、地

域の場所・人・連携とリレーションなどを得て地

域づくりが開始された。介護予防活動は、地域づ

くり協議体の支援により４つの介護予防サロンを

立ちあげた。現在（2022年12月時点）も活動、協

議体、コーディネートは継続しており、地域に定

着した７つの活動をおこなっている。 

 

6 東京都健康長寿医療センター研究所 高齢者健康増進事

（２） 介護予防活動の地域づくり  

介護予防とは、高齢者が要介護状態に陥ること

なく、健康でいきいきとした生活を送ることがで

きるように支援することを介護予防と言う6。 

介護予防は、2000年の介護保険法施行されたこ

とを契機に、2005年の改正により介護予防の重視

として強化された（図－５）。2011年の改正では、

地域支え合い重視の地域包括ケアの推進がされた

ことから、住民主体の自主グループや住民協働で

の高齢者組織活動を切り口に各地域で実践されは

じめた。 

 

図－５ 介護保険制度の改正の経緯 

出典：独立行政法人福祉医療機構ホームページ 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/appC

ontents/kaigo-seido-0904.html（2022/12/28時点） 

 

また、2014年の改正では、介護予防・日常生活

支援総合事業が施行され、高齢者本人の機能改善

ばかりではなく高齢者本人を取り巻く生活環境や

地域活動も含めてアプローチができるように介護

予防事業を見直して、総合的に自立支援を推進す

る“総合事業”と呼ばれる活動が始まった。地域

の実情に合わせた効果的な介護予防の推進が行え

ることが特徴で、介護予防・生活支援サービス事

業と一般介護予防事業の２タイプがある。表－１

に示す介護予防・生活支援サービス事業の特徴は、

単身単独世帯と、軽度な支援を必要とする高齢者

がいる世帯が増加する中、生活支援を行う介護事

業所だけではなく、ボランティアや民間企業（NPO

なども含む）など多様な主体が、表に示すような

業支援室 介護予防リーダー養成講座テキストにて定義 
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“自主的な通いの場づくり”を提供することがで

きるものである。表－２に示す一般介護予防事業

は、保健所や福祉事務所などで介護予防の知識を

学び、通いの場や地域サロンなど、地域の身近な

場所で人と人のつながりを通して介護予防の活動

を継続できるように支援するための事業である。 

 

表－１ 介護予防・生活支援サービス事業 

４つの介護予防・生活支援サービス事業 

① 訪問型サービス 

② 通所型サービス 

③ その他の生活支援サービス 

④ 介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

出典：筆者作成 

 

表－２ 一般介護予防事業 

５つの一般介護予防事業 

① 介護予防把握事業 

② 介護予防普及啓発事業 

③ 地域介護予防活動支援事業 

④ 一般介護予防事業評価事業 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

出典：筆者作成 

 

以上のように、介護予防活動の担い手としても高

齢者の社会参加を促す地域づくりが積極的におこ

なえるようになっている。 

 

（３） 健康長寿のまち・サポーターの集い 

まちづくりには地域内の認知度が重要である。

そのため、新しい地域づくりの啓蒙、担い手参加

の募集、活動支援組織とのリレーションの構築を

目的としてシンポジウム形式の「健康長寿のまち・

すがもサポーターの集い」を協議体の一員で対象

地域の主要な組織である大正大学で開催した。 

2015年３月３日(火)９時30分より大正大学５号

館５階551教室において開催された。プログラムは、

基調講演とパネルディスカッションと研究計画が

説明された。基調講演では、東京都健康長寿医療

センターの当時の研究副部長により、超高齢化社

会では地域が一体となった健康づくりと地域づく

りが重要であることをテーマに、自治体と地域と

住民協働で健康づくりを考えていくことを説いた。

パネルディスカッションでは、パネリストに、研

究所の研究部長、大正大学社会福祉学科教授、ま

ちづくりNPO法人理事長による「明るい高齢社会を

目指して〜それぞれが主役、地域で生活すること

〜」として、対象地域で福祉活動する関係者から

この地域の様子や意見をディスカッションした。

参加者は、豊島区在住・在勤の方や、各種活動サ

ポーターの方で、総勢100名余りの参加があった。

盛大に開催され、地域づくりの施策として、地域

資源として多様な主体が関わることは、今後も続

く高齢社会における持続可能性ある地域づくりの

リレーション構築には重要な工程と推察する。 

 

 

図－６ 健康長寿のまち・すがもサポーターの集いの案内 

出典：東京都健康長寿医療センター研究所高齢者健康増

進事業支援室 

 

（４） 地域づくり協議体の「まちづくり検討会議」 

 介護予防活動は、開始して暫くすると活動に貢

献できなくなったなど活動から離脱するリーダー

や負担増による活動を休止するグループも少なく

無い。そのため、研究者がコーディネーターとし

て介入しエンパワーメントすると困難を乗り越え

る事例が多いという（河合2018）。そのため、協議

体構成の目的は、介護予防活動人材の養成から関

係を持ち伴走型の継続的な活動支援を施すことに

ある。 

122



 協議体が開催する会議は「まちづくり検討会議」

と名付けられた。メンバーは、区民ひろば西巣鴨

第一（公民館）、菊かおる園高齢者総合相談センタ

ー（地域包括支援センター）、CSW（豊島区民社会

福祉協議会のコミュニティ・ソーシャルワーカー）

大正大学（鴨台プロジェクト・社会福祉学科）、豊

島区（高齢者福祉課）、介護予防リーダー（住民）

で構成されている。会議では、介護予防リーダー

の活動における問題やトラブル、悩みなどの相談

を受け、解決や改善のための助言やリレーション

の構築支援をはじめ、活動の会場の融通や紹介、

イベントの機材や広報に関する支援などもおこな

う。新たな活動の創出の支援とともに参加者の紹

介などもおこなってきた（表－３）。会議は、毎月

開催され、2014年12月15日開催の準備会を皮切り

に、2023年２月３日時点で79回を数える。協議体

による支援で介護予防リーダーによる住民主体の

介護予防活動グループが誕生し、対象地域内に７

箇所の地域高齢者の通いの場である介護予防サロ

ンを開設し現在（2023年２月３日時点）も活動を

継続している。 

 

表－３ まちづくり検討会議の支援内容 

介護予防リーダー活動の報告と相談内容 

• 年度計画確認 
• リーダーより活動報告 
• 地域介入を増やす仕掛けの検討 
• 都営住宅への介入についての検討 
• 西巣鴨での栄養講座・学園祭出典について

の検討 
• 地域向け講座についての検討 
• リーダーによる任意団体の立ちあげ・イベ

ントについての報告 
• 地域介入の進捗と課題の報告 
• フォローアップ研修と今後に向けての検討 
• 任意団体発足式についての相談 
• 次年度のフォローアップ・まちづくり検討

会議の進め方についての検討 
出典：筆者作成 

（５） 住民協働コーディネーター 

 コーディネーターは、３つの要素を持っている。

１つ目に、住民が介護予防活動の地域づくりに関

われる住民協働の体制づくりをする。２つ目に、

介護予防活動の人材育成をおこなう。３つ目に、

介護予防リーダーの主体化支援と地域とのリレー

ション構築である。研究所（コーディネーター）

は、主に協議体と公民連携のコーディネートを行

い、まちづくり検討会議や行政と地域の調整役を

担う。NPO（コーディネーター）は、実際の介護予

防活動の管理や運営と活動地域での調整をコーデ

ィネートしている。図－７に示すように、それぞ

れのコーディネーターは、協議体を挟むように住

民と地域をつなぐリレーションの役割を担ってお

り、住民や活動者寄りに位置付けられている。住

民主体化を進めるための地域への介入は、階層や

特性によるコーディネーターの設定が重要と考え

る。 

 
図－７ 住民協働におけるコーディネーターの位置付 

出典：筆者作成 

 

（６） 住民主体の介護予防活動 

 協議体とコーディネーターの支援により、介護

予防活動グループ「いきいきクラブIN豊島（表－

４）」が設立された。個々のリーダーが住民主体の

活動を継続するには、活動資金と場所が課題とし

て挙がり、協議体やコーディネーターの助言と支

援を受け、それぞれの活動が一体となって介護予

防活動の地域づくりを展開する介護予防リーダー

の団体を設立した。 

 

 

住 民
(介護予防リーダー)

コーディネーター
(NPO)協議体

活動支援組織
協議体

コーディネーター
(研究所)協議体

地 域

123



表－４ 介護予防活動グループの設立要旨 

いきいきクラブ IN豊島 

グループ名：いきいきクラブIN豊島 

発足日：2017年４月５日 

会員数：16名（男性６名女性10名） 

目的：本会は、東京都健康長寿医療センター研究

所、豊島区、NPO 法人コミュニティランド

スケープ、大正大学と共催で実施している

「住民との協働による介護予防のまちづ

くり」の普及と発展に寄与することを目的

とする。 
出典：筆者作成 

 

地域特性調査から活動地域の高齢者の課題を４

つのテーマグループに分かれて高齢者の通いの場

となる介護予防サロン活動を開始した。はじめに、

高齢期の虚弱に対する体力アップがテーマの「ほ

ほえみサロン」グループで、活動内容は、体操、

コミュニケーション活動をおこなっている。区民

ひろば、地域包括支援センター、NPOの支援により

豊島区の一般介護予防事業として活動開始した。

次に、嚥下（飲み込み）や呼吸器機能の低下に対

する口腔機能アップがテーマの「楽楽吹き矢」グ

ループで、活動内容は、スポーツ吹き矢、オリジ

ナル体操、茶話会をおこなっている。CSWの支援に

より都営住宅の集会室で助成金を利用して活動開

始した。次に、高齢期の栄養失調に対する栄養改

善がテーマの「栄養・口腔しあわせサロン」グル

ープで、活動内容は、口腔栄養の講話、おとな食

堂、交流会をおこなっている。CSWの支援により都

営住宅の集会室で助成金を利用して活動開始した。

そして、屋外での社会活動がテーマの「西すパー

トナーズ」グループで、活動内容はオリジナル体

操、花街道の水やり、清掃ウォーキングをおこな

い、地域の防犯防災に対する一助も活動内容とな

っている。大正大学の敷地と設備の提供を受けて

活動開始した（図－８）。さらに活動開始１年目に

は、４つの活動と３つの啓発イベントを対象地域

にて、協議体の支援によりおこなっている。サロ

ンとイベントを含めた延べ参加人数は、設立後１

年間で約1000名となっている。 

 

図－８ いきいきクラブIN豊島のリーフレット 

出典：筆者作成 

 

４．豊島区の生活支援体制整備事業について 

 

国の施策である、行政主導の生活支援体制整備

事業は、地域包括ケアシステム構築の一端を担う

事業で、2015年４月の介護保険改正により、新し

く地域支援事業に位置づけられた事業である。そ

の地域支援を推進するための役割が生活支援コー

ディネーターである。この体制整備には、地域の

多様な主体の参画が求められるため、自治体が主

体となり「定期的な情報の共有、連携強化の場」

として地域協働を促進するために、後述する圏域

ごとに協議体の設置が求められている。 

 

（１） 生活支援コーディネーターとは 

生活支援コーディネーターは、「地域の支え合

い推進員」とも呼ばれ、地域高齢者の生活支援・

介護予防の基盤を整備していくことを使命として

おり、生活支援・介護予防サービスの提供体制の

構築に向けた地域でのコーディネートをすること

が任務である。生活支援コーディネーターは、多

くの自治体で社会福祉協議会が担う事例が多く、

地域資源の把握、ネットワーク化、生活支援の担

い手やボランティアの養成、新たな地域資源の発

掘、サービス創出等をおこなっている。コーディ
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ネーターの配置には、第１層から３層の考え方が

あり、第１層は、市区町村全域を圏域とし、第２

層は、日常生活圏域（中学校区など）を活動対象

として、第１層の中の第２層という関係に見られ

るが、様々な規模の自治体があり第１層＝第２層

という形が一般的である。第３層は、サービス提

供主体に置かれ、利用者と提供者のマッチングと

いう役割に特化することとしている。 

 

（２） 豊島区高齢者生活支援コーディネーター  

豊島区での生活支援コーディネーターの設置は、

2015年度に生活支援体制構築研究会が発足され、

協議体と第１層が設置されている。しかし、生活

支援コーディネーターの姿は骨子のみで、実際の

地域に実装されたのは、第１層が2021年度、第２

層が2022年度に設置され、コロナ禍に支援活動が

開始されている。第３層は、今後の展開を検討と

している。豊島区の場合、第２層の対象とする日

常生活圏域は、前述した中学校区ではなく、図－

９に示されるように区内を８つに分けた高齢者総

合相談センター（地域包括支援センター）の圏域

を第２層の担当エリアとしている。全域を担当圏

域とする第１層は、豊島区民社会福祉協議会が担

当し、現在（2022年12月時点）は４つの圏域に第

２層が配置されている。まず、菊かおる園圏域に

は、同圏域の地域包括支援センターを運営してい

る社会福祉法人が担当している。そして、中央圏

域・ふくろうの杜圏域・西部圏域には、それぞれ

の地域で活動するNPO法人がコーディネーターを

担当している。 

協議体は、豊島区と全ての生活支援コーディネ

ーターで構成され、全体会議として月１回開催さ

れている。さらに、それぞれの圏域ごとに第２層

が主催として全世代支援のCSWと高齢者支援の高

齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

の見守り担当を加え、隔月１回の会議をおこなっ

ている。図－10に示す第２層の圏域の協議体で

は、それぞれが、地域の実態把握、ネットワーク

構築、資源開発の把握、地区懇・サロンへの参加、

長期／短期的な活動を地域協働している。 

 

 

図－９ 豊島区の第２層生活支援コーディネーター圏域 

出典：豊島区高齢者福祉課生活支援体制整備事業ホーム

ページ 

https://www.city.toshima.lg.jp/470/2002271031.html

（2022/12/28時点） 

 

図－10 第２層の協議体と役割 

出典：豊島区高齢者福祉課生活支援体制整備事業ホーム

ページ「第２層生活支援コーディネーターとCSW・見守り

の役割」

https://www.city.toshima.lg.jp/470/documents/2soumc

scsw.pdf（2022/12/28時点） 

 

５．まとめ 

  

2015年４月の介護保険改正により、生活支援コ

ーディネーター（生活支援体制整備事業）が、地

域包括ケアシステム構築の一端を担い、行政が主

導の地域支援事業が始まった。一方で、法改正以

前から民間が主体となり、まちづくり検討会議の

中に住民協働コーディネーターが活動している。
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結論から述べると、民間の事例と豊島区の事例に

は、類似点も多く、既に継続的に住民協働のコー

ディネート活動がおこなわれている民間の実践事

例を援用すると豊島区の生活支援体制整備事業の

生活支援コーディネーター活動にも、持続可能性

が期待できるのではないかと推察する。 

本報告により得られた類似点の考察と今後の課

題として、以下の３つが挙げられる。 

まず、第２層生活支援コーディネーターが担当

するエリアを地域包括支援センターの圏域で区分

していることが挙げられる。地域特性による協議

体の構成と高齢者支援をおこなうためには、既存

の地域資源が有効活用できる。現状では地域資源

をできるだけ多く把握することが課題である。 

次に、第２層生活支援コーディネーターを行政

系法人に拘らず、地域住民主体のNPO法人が担って

いる点が挙げられる。豊島区以外の都内自治体の

事例では、第２層生活支援コーディネーターを行

政系法人が担うケースも多い。東京都社会福祉協

議会開催によるコーディネーター研修会（2022年）

へ参加した都内69圏域の中で、62圏域が社会福祉

協議会や地域包括支援センターが担っている。ま

た、NPO法人は、１圏域のみであった。介護予防活

動の地域づくりや生活支援体制整備の住民主体な

どの理念を考えれば住民協働のまちづくりに強み

のある住民主体の地域組織が担うことが肝要であ

る。しかし、担い手となれる住民組織が少ないた

めに前述したような行政系法人が多く担っている。

人材育成や教育で住民主体とした担い手づくりが

課題である。 

最後に、協議体に住民（高齢者）が参加してい

る点が挙げられる。豊島区のふくろうの杜圏域で

はコーディネーター自身が介護予防活動などの地

域の居場所を運営している。このような、高齢者

や住民の参加による多様な主体の参画が協議体の

構成要素として重要である。しかし、実践例が多

くないので今後の課題である。 

以上、住民協働コーディネーターの事例報告を

元に生活支援コーディネーターを考察してみた。

豊島区の生活支援体制整備事業は、まだ開始され

て3年目である。今後も改善を重ねて整備されると

考える。本報告の考察と課題を踏まえ、今回検証

ができていない、コーディネーターや当事者への

インタビュー等も含め、引き続き住民協働の生活

支援コーディネーターの活動を経過調査していく。 

  

６．付記 

 

本報告の調査は、AMED長寿科学研究開発事業「住

民との協働による介護予防のまちづくりの効果検

証のための地域コントロールトライアル」におい

て東京都健康長寿医療センター研究所が実施した

ものである。研究所の方々、豊島区および関係施

設の方々、いきいきクラブIN豊島、豊島区生活支

援コーディネーターの皆様に大変お世話になりま

した。この場を借りて感謝申し上げます。 
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学びで恩送り! 地域振興プロジェクト 

 

所属：大正大学 地域構想研究所 南三陸支局 

氏名：阿部 忠義

取り組み概要 

大正大学地域構想研究所南三陸支局（以下「南三陸支局」）は、一般社団法人南三陸研修センター（以

下「当法人」）とともに、宿泊研修施設「南三陸まなびの里いりやど」の運営に関わりながら、大正大学

をはじめとする学校、企業、団体等の受け入れ施設として地域活動と連携し、各種サポート事業を行っ

ています。震災復興の状況により活動スタイルを進化させ、「学びで恩送り」をテーマに地域内外の交流

のハブとして機能を果たしています。研修事業で培った町外の大学や企業とのつながり、地域振興事業

で培った町内の活動者とのつながり、情報発信事業で培った表現力・発信力を活かし、南三陸における

新たな学びやビジネスの創発に貢献する取り組みを行っています。2013～2018年度までの年間平均宿泊

者数8,000名の実績があり、研修受入（学生・企業他）も年間3,000名を受け入れるようになりました。 

 

当法人の経営方針・ビジョン 

VISION＝「未来を創る人を育む」 

MISSION＝私たちは、地域が誇りを持ち、若い世代が未来に希望を持つ「明るい社会」を南三陸から実

現していくような意気込みで取り組んでいます。 

東日本大震災を経験し、「人と人」、「自然と人」、「世代から世代へ」のつながりの大切さを深く感じま

した。これらを「次の社会を担う若い世代」に恩送りしていくことが、私たちの使命であると考えてい

ます。若者たちが、様々な人と関わりながら成長していく機会を提供していくとともに、若者たちが集

うことによって地域もまた磨かれていくように、外の力を借りながら地域一体となって、そんなサイク

ルを生み出そうとしています。 

 

2022年度の事業状況（コロナの影響含む）とその背景 

当法人は、震災支援がきっかけで

つながった大正大学をはじめとする

学校や企業の団体を中心に宿泊研修

事業に取り組み、同業他社にはない

強みを活かした展開をしてきました。

実績も重ね事業が軌道に乗ってきた

ところで、コロナショックの影響で

経営環境が一変し、今もなお厳しい

経営を強いられております。こうし

た事態を乗り切るために、以下の

様々な事業運営を図りながら、施設

整備や体制づくりに努めています。 
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2022年度取り組み状況 

南三陸町は、森・里・海・人の関係性が近く、持続可能な循環型社会のモデルを創るのに適した環境

を兼ね備えていることから、これらの強みを生かした研修プログラムの充実を図るとともに、官民一体

となった交流型の地域振興事業に取り組んでいます。 

中でも３年ぶりのリアル研修となった2022地域

創生学部地域実習は２年生10/3-10/14（前期９名）、

10/24-11/4（後期７名）、３年生10/3-10/14（２名）、

10/3-10/21（２名）を受入れたことは、実習生はも

ちろん、受入に関わった地域関係者とっても充実し

た時間となり、非常に意義深い実習となりました。 

コロナ禍ではありますが、企業や大学等団体のリ

アル研修も34件649人（2023.1現在）の実績があり

徐々に取り戻しています。また、リモートによるオ

ンラインツアーや研修の受け入れは、自治体や企業、

大学等団体28件1,013人の実績があり、通算（令和２

年８月から令和５年３月までの見込み）団体数104件、

約3,000人が参加するほどの好調であり、コロナ禍を

凌ぐ事業の観点からしても大きな成果につながって

います。 

 

ハード面では、2022年12月にワーケーション

(「Work」と「Vacation」＋「communication」）棟を

増築しました。これは、テレワークの浸透による働

き方の多様化も踏まえ、場所にとらわれない柔軟な

働き方としてワーケーションが普及していく可能性

があることから、国の事業再構築補助金を活用し、

キッチンやランドリーを備えた施設と、ワーケーシ

ョンを推進していくための体制づくりにつとめまし

た。 

併せて、宮城県の木育活動・木質化推進補助金を活用し、木育玩具や木製什器を備え、屋外にはウッ

ドデッキ等を整備し、幼児が遊べる木育活動につながる地元住民の憩いの場としての機能を高めていく

環境をつくりました。 

 

2023年度に向けて南三陸支局の事業計画 

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、宿泊業も“ウィズコロナ時代”の顧客対応を余儀なくされ

ています。こうした中、令和５年度事業の重点項目を下記のように捉えています。 

1）大正大学スタディツアーや地域創生学部・公共政策科等地域実習の受入において、より教育効果が

得られるプログラムの充実と、地域にも還元できるような提案をしながらコーディネートしてい

く。 

2）オンラインとリアルの融合による研修事業を向上させていくための、地域資源を生かした学びのコ

ンテンツ開発と、様々な研修プログラムを推し進めていく。また、大学、企業、地域が連動する交

流型振興事業を推進していく。 
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3）持続可能な開発目標（SDGs）や 志津川湾の「ラムサール条約」湿地指定登録、森のFSC認証、海の

ASC認証、ワイナリー、バイオガス施設見学などの環境・循環型社会を目指す南三陸ならではの研

修プログラムを更に充実させていく。 

4）各種団体を対象としたフルオーダーメイドの研修プランをアピールしていくとともに、スポーツ・

アート・サークルを対象とした合宿応援プランなどの集客活動を行っていく。 

5）快適なワーケーション環境や受入態勢を整備促進し、南三陸ならではのスタイルを確立していく。

また、リモートワークによる二拠点生活（移住）を想定した環境づくりを促進する。 

6）様々な地域情報を積極的に発信していく業務を推進していく。 

7）入谷の里山活性化協議会とともに、様々な振興策を講じて、入谷地区を核とする農山村地域の活性

化に取り組む。 

 

震災やコロナ禍の経験から、私たちの生活

は多くの人たちに支えてもらって成り立って

いることを強く気づかされました。利用者や

消費者などのお客さんと一緒になって、新た

な商品づくりや新たなサービスを作り上げて

いくことが必要な社会になってきているよう

な気がします。これからは、お客様が満足す

るよう対応していくことにエネルギーを燃や

し、様々な地域の振興事業に取り組んでいき

たいと考えています。 

震災から12年経過し、町の復興が進み、これからの新たなステージをどう乗り切っていくかが地域の

課題であります。その課題も一緒に考え、地域内で連携を図りながら事業活動を通じて、「学びで恩送

り」をポリシーにまちづくりに貢献していきたいと考えています 
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ＮＰＯ法人アルカディアもがみ  

子どもの居場所づくりチャレンジ事業 
 

所属：大正大学 地域構想研究所 最上支局 

氏名：金田 綾子

 昨年度の報告書でＮＰＯ法人アルカディアもがみの目指すべき姿として５つのテーマをかかげました

が、その中の一つ、「子育て支援機能の強化」について、の事業について報告します。 

  

最上町には、放課後児童クラブ（学童保育）が二か所あり、その中の一つを私たちＮＰＯ法人アカデ

ィアもがみが担っていますが、近年厚生労働省では、放課後児童クラブと放課後児童教室の一体化を進

めようとしています。 

最上町の現状は、放課後児童教室は土曜、

日曜に限り、町内の一つの団体が町からの

委託事業として実施していますが、平日型

の放課後児童教室は現在のところ実施され

ていない状況です。夏休みを利用して私達

ＮＰＯ法人アルカディアもがみがその状況

を解決するためのワンステップとして最上

町社会福祉協議会の協力を得て、こどもの

居場所づくり事業に取り組んでみました。 

 

先程も述べましたが、厚生労働省では、

私たちが担っている「放課後児童クラブ

（共働きやひとり親家庭の小学生を預か

り、放課後の生活や遊びの場を提供する）」

と「放課後児童教室」の一体化を進めよう

としています。学童保育を例にとると、都

会では、保護者の就労状況や子どもの学年

などの状況から、預かりの可否が決められ

ることが多く、定員の枠が足りずに利用で

きない人もいるようですが、当町の場合は、

家庭に祖父母等がいると条件に合わないか

らと利用できないケースもあり、少子化と

重なって利用者が年々減少する傾向にあり

ます。 
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当町では、児童数が減ってきている状況の中でも、ほとんどの子どもが学童保育を利用するため、利

用できない子どもは学校から帰っても一緒に遊ぶ友達がいないので、家で過ごさざるを得ないという都

会と逆転する事態になっています。 

 

そこで、私たちは、他の団体が土曜、日曜に実施している「放課後児童教室」を「学童保育」と一体

化して、平日の利用児童の拡充に努めたいと考えてこの事業を実施してみました。 

 

ただ、放課後児童教室は、児童の預かり機能だけでなく、遊びや学びの場を設け、スポーツや音楽、

料理等の体験プログラムを充実させなければならない側面を持っています。今後「放課後児童教室」を

実現するためには、得意分野を持つ地域の方たちから講師として協力してもらう事が不可欠で、今後こ

どもの居場所づくりを本格的に進めていくためには、人材の確保も重要になってきます。今回夏休みに

実施した子どもの居場所づくりチャレンジ事業は、短い期間ではありましたが児童や保護者から大変な

好評も得ることができましたので、この事業を春休みも実施し継続していくための足がかりとしていき

たいと思います。 

 

今後更に、この事業を発展させて、協力してくれた地域の方々と一緒に子ども食堂の開設にも取り組

んでいきたいと考えています。 
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若者が希望を抱く地域づくり 

―藤枝市６大学連携共同講座の取り組みからー 

 

大正大学 地域構想研究所 藤枝支局 

天野 浩史

１. はじめに 

支局立ち上げ５期目にあたる2022年度は、人材育成・地域創生事業を通じ、持続可能な地域社会づく

りを進めてきた。例年以上に多様なプロジェクトに参画し、事業の幅がより拡大した一年だった。 

本稿では、今年度実施したプロジェクトの中でも、藤枝市大学ネットワーク会議主催の「６大学連携

共同講座」を中心に報告し、併せて今後の支局の展開について報告する。 

 

２. 藤枝市大学ネットワーク会議（藤枝市）６大学連携共同講座の報告 

藤枝市大学ネットワーク会議が主催する「６大学連携共同講座 しずおか中部“未来学” SDGsで考え

る“持続可能な地域の未来”」において、今年度はコーディネーターを拝命し、2022年８月12日、16日、

18日の３日間行われた共同講座のプログラム開発・講師を担当した。藤枝市大学ネットワーク会議は、

「持続力ある地域づくりとこれを担う人材づくりを共に進める」（藤枝市ホームページより引用）ことを

目的に、構成大学の専門性を活かしたプラットフォームとして、藤枝市が包括連携協定を結ぶ県内６大

学によって2020年度に発足された。各大学による藤枝市でのフィールドワークや地域連携・研究を通じ

た地域づくり、市内の高校生と大学の接点となる高大接続に関する事業を行っている。 

今年度の共同講座は、８月12日をSTEP1、８月16日をSTEP2、８月18日をSTEP3とした全３日で構成した。

８月12日のSTEP1では、高校での学びと進路選択についてのオリエンテーション後、６大学の教員・学生

より研究紹介を合同オープンキャンパスという形式で実施した。また、８月16日には、希望した高校生

が「人物探究プログラム」として、藤枝市を中心に活躍する「地域人」と対話をし、８月18日には「学

びの共有会」として、対話を経て高校生自身が将来の自己像を描き、語るプログラムを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．STEP2「人物探究プログラム」の様子 2．STEP3「学びの共有会」の様子 

134



藤枝市内の高校生が大学の最先端の研究や教育活動に触れるだけではなく、藤枝市を中心に活躍する

地域人と出会い、高校生自身が将来像を考えるアクティブラーニング型のキャリア学習として位置付け、

学びの共有会においては、どのような学びがあったか、どのような将来の自己像を描いているかを語っ

てもらった。 

結果的にSTEP2以降は少人数での実施となったが、参加した高校生からは、将来像に関するポジティブ

な語りが多く見られた。加えて、ある高校生は次のように語っていた。 

自分は空っぽな人間だと思っていたけれど、Aさん（共同講座に協力してくださった地域人）と話す

中で「夢はなくてもいいんだよ」と言ってもらえて、それでもいいんだと思えた（中略）やりたいこ

とをまずやってみようと思った。（共同講座後のアクションについては）実際に人に出会い、質問をし

てみたい。 

「空っぽな人間」という自己を否定的に捉えていた語りが、地域人たちから語られる人生観や、彼らか

らのエールや承認を通じて、現状の自己像を受容し、行動に向かう語りに変化していったといえる。筆

者の想定以上の学びや自己変容に繋がった講座となった。 

高大接続プログラムは、一方的な大学紹介コンテンツを一度に多く学生に提供する形式が多い。今回

のような双方向性・少人数形式、加えて、満足度などの数値化された評価ではなく、個々の語りの変容

に着目したプログラムは、上述のような、変容が期待される。 

一方で、描いた将来の自己像を実現していくためには、共同講座後に高校生自身が学習や活動を進め

ていくことが重要となるが、今年度の共同講座ではその点まで考慮したプログラムをつくることができ

なかった。「非」日常的な共同講座での学びを、大学との連携に加え、高校との連携を進める中で、日常

の学校教育や家庭学習、課外活動と連動させていくプログラム設計が今後求められるといえよう。各大

学が独自で行う高大接続と共に、自治体と複数大学が連携した新たな高大接続プログラムとして、藤枝

市発のモデルとなっていくことを期待していきたい。また筆者自身もモデル化と社会実装に参画してい

きたい。 

藤枝市の高校生と接するなかで、持続可能な地域社会づくりには、「若者たちが希望を抱ける地域であ

るか否か」が重要な要素であると痛感している。そして、その希望は、彼らが日頃接する地域人たち、

いわゆる「大人たち」の姿や言動によってつくられるのではないだろうか。自身を「空っぽ」と称した

高校生が、Ａ氏との対話で、自己を受け止め、このまちで新しい一歩を踏み出そうと語る姿を見て、若

者たちから試されているのは、筆者を含めた「大人たち」であると、あの場にいた関係者は感じたであ

ろう。 
 

３.今後の支局運営について 

誌面の都合上、この他実施したプロジェクト（藤枝未来型人材育成プロジェクト、観光庁のDX推進に

よる観光・地域経済活性化事業、市内高校への出張授業など）については詳細に報告ができなかったが、

今年度は藤枝市内において高校・大学・企業・自治体など多様なステークホルダーとの協働が拡大し、

事業として手応えを感じた一年であった。継続する事業や発展していく事業もあるため、運営体制を今

後強化し、藤枝発の持続可能な地域社会づくりを進めていきたい。 
具体的に、2023年度は以下の事業に試験的に取り組んでいきたい。 
①本学学生が首都圏・藤枝を行き来するプロジェクト型インターンシッププログラムの開発 
②市内高校生向けのキャリア探究プログラムの開発 
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地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」経過報告 

（2022年度淡路支局活動報告） 
 

所属：大正大学 地域構想研究所 淡路支局 

氏名：山中 昌幸

１．2022年度の活動目的・背景 

地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」は、2020年９月に大正大学地域構想研究所淡路支局と大正

大学発地域ベンチャーの㈱次世代共創企画（代表・山中）が協働にて淡路市内で設立した（図参

照）。設立１年目は、地域の未来づくりに資する新規事業開発などに挑戦する島内の事業者とその担

い手である若手社会人や学生などの若者を繋ぎプロジェクトの創出・支援を行った。 

 

設立２年目の2021年度の成果は、以下の３点である。 

①コンセプトの明確化による島内での認知度向上。 

②大手新聞の全国版一面での活動紹介。 

③地域事業者のプロジェクトを担うインターンシップ説明会を開催し、全国から80名近くの学生

の集客ができた。 

 

一方、課題として、 

㋐インターンシップ事業で地域事業者が期待する成果を出すことや、若者が活躍しやすい組織開

発になることなどの付加価値の向上。 

㋑活動範囲が大きくなるにつれて、淡路ラボ推進事務局の人・活動資金などのリソース不足。 

㋒大手企業の淡路島進出により住宅事情がひっ迫し、推進事務局の学生メンバーや各プロジェク

トのインターン生の住居確保。 

などが明確になった。 

 

そこで、2022年度は目標を３点設定した。 

Ⅰ．若手社会人を繋ぎプロジェクトの成果の向上 

地域事業者のプロジェクトにこれまでは学生のみを繋いでいたが、コロナ禍でリモートワー

クが可能になった若手社会人も繋ぎ、学生とチームにすることで、そのプロジェクトの成果を

より出していく。 

Ⅱ．推進事務局の持続可能化 

運営に携わるメンバーが学生だけでなく地元社会人にも入ってもらうことや、運営資金も企

業版ふるさと納税の活用や会員制度の構築などで資金調達を多様化するなどをして、事務局機

能の持続化を目指していく。 

Ⅲ．住居確保 

推進事務局の学生メンバーや各プロジェクトのインターン生の住居を確保する。 
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２．2022年度の活動内容 

淡路ラボでは2025年大阪・関西万博までにプロジェクトを100件創出することを目指し、さらに淡

路島全体をサテライト会場として100のプロジェクトを紹介する「裏万博」の開催を目指している。

多様な人・事業者・地域と共創し、２年間で30件近くのプロジェクトを創出した。（表参照） 

 

以下にて、2022年度の目標に対する活動内容を記載する。 

Ⅰ．若手社会人を繋ぎプロジェクトの成果の向上 

これまで学生だけが担い手だったプロジェクトに2022年夏から始まったプロジェクトには12

人の学生に加えて３人の社会人が参画し、社会人ならではの視点がプロジェクトの企画に反映

されるなどの効果はあり、成果は以前よりも高くなった。 

Ⅱ．推進事務局の持続可能化 

年度前半はコロナ禍で留学など挑戦できなくなった４，５人の学生が全国からインターンシ

ップとして運営を手伝ってもらうことで運営がさらに推進された。年度後半は学生たちのイン

ターンシップ終了に伴い、地元の方２人に運営を手伝ってもらい、これまで難しかった地元事

業者への細かいフォローなどができた。運営資金については、会員制度の構築、インターンシ

ップの参加者から参加費を徴収するなどで資金調達の多様化を図ることができた。 

Ⅲ．住居確保 

推進事務局の学生メンバーや各プロジェクトのインターン生の住居確保については、淡路市

より安価な住宅の貸与や、地域事業者の関連する住宅を一時的に提供してもらうなどして、今

年度分の住宅の確保はできた。 

 

 

 

 

淡路ラボ概要図 
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2022年度の主なプロジェクト一覧（表） 

 

３．2022年度の活動の成果と課題 

2022年度の成果は、主に３点あげられる。 

①メディア等での紹介が増える 

新聞、webメディアを含めて10件近く紹介された（図参照）。特に、2022年12月には淡路市の約

10,000世帯に配布される「淡路市報12月号」にて表紙および巻頭４ページに渡って、淡路ラボの

特集が組まれた。その結果、島内での知名度の向上が図れた。また、経済産業省の万博に関する

主な事例としてもとりあげられた。（添付資料参照） 

②地元高校との関係性ができる 

地元高校５校のうち、４校の探究学習を担当する教員が支局に集まり、本学地域創生学部の

浦崎教授を講師とした探究学習の勉強会を実施できた。また私自身も地元高校での探究学習プロ

グラムの講師など２校で呼ばれて実施をした。 

③地方創生のモデルとして評価される 

淡路ラボが行うインターンシップが全国の好事例として、内閣府による自治体向けe-ラーニン

グのゲスト出演や文部科学省での講演をするなどの機会を頂いた。また裏万博に向けての推進も

評価され、兵庫県知事や地方創生担当大臣に向けてのプレゼンをする機会を頂いた。その他に、

淡路ラボの認知拡大に伴い、地元の高校生が大正大学を知ることになり、一人の高校生が大正大

学地域創生学部に今春、入学が決まった。また、淡路市長による令和五年度の施政方針に大正大

学と連携が明記された。さらに、内閣府が行う国際青年交流事業で世界青年の船事業の淡路島へ

の招致活動を行い、招致が決定した。 

一方で、課題も浮き彫りとなった。 

㋐裏万博に向けての推進 

事務局の人手不足や、国内の若者と淡路島の事業者を繋ぐ活動が忙しく、海外との繋がりづ

くりはあまり推進できなかった。 

㋑地元高校との関係性強化 

地元高校の探究学習の担当する教員との継続した関係性づくりがまだできていない。また、

地元高校から講師の依頼なども単発になっている。 

㋒推進事務局の持続化 

これまでの学生主体の運営から社会人中心の運営に移行をしてきたが、まだ体制が整わず、事務

局運営の持続可能性が難しかった。また、運営資金の調達は、会員制度は構築できたが、運用はま

 名称 目次 協働団体（者） 

1 大正大学×淡路市 

共生プロジェクト 

都会に住む人が癒されるために、淡路島での地域資源である

お花のハーブティーや、都市に住む人が手軽に野菜をとれる

ように、市場に出せない野菜を活用した野菜スムージーを開

発しアンテナショップで販売するフードロス対策など、都市

と淡路市の共生を目指している。 

北條規 
（地域構想研究所教授） 

高柳直哉 
（地域創生学部専任講師） 

 

淡路市等 

2 「淡路島×高校探究」 

プロジェクト 

地元建設会社がかいぼり体験など淡路島内の高校の探究学習

をサポートする。 

㈱成田 

3 【農地×運動×福祉】 

プロジェクト 

子どもも大人も地域内外の人も、障がいも関係なく、いろん

な人が交じり合う「公園」のような農地づくりを行う。 

NPO法人MUKU 

4 酒粕プロジェクト 日本酒を次世代に伝えるプロジェクトとカフェを繋ぐあわじ

ぐるぐるネットワークプロジェクトがコラボして、淡路島の

約10店舗を巻き込み、合計821食を販売し、商品が通年での

取り扱いが始まり、新聞にも取り上げられた酒粕フェアを開

催した。 

千年一酒造 

㈱沖物産 

5 未来のシェアハウス 

プロジェクト 

淡路島への移住やリモートワーク、ワーケーションなどの需

要が高まるなか、島内ではほとんどないシェアハウスを建築

するプロジェクト。 

㈱たかべホームズ 
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だできていない。企業版ふるさと納税に関しては未着手など、他活動の多忙化でできなかった。 

 

2022年度のメディア掲載一覧 

 

４．2023年度について 

2023年度の目標として、2022年度に引き続き、地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」の発展およ

び持続化を目指すため、以下３点を挙げる。 

Ⅰ．裏万博の推進 

コロナ禍も収束が見込まれていることもあり、設立から３年間（2020年度～2022年度）を土台

作りとすると、次の３年間（2023年度～2025年度）は2025大阪・関西万博に連携した裏万博実現

に向けて、淡路島と世界を繋ぐ活動を本格的に推進していきたい。特に訪日外国人と地域を繋ぐ

活動の推進を目指す。 

Ⅱ．高校との関係性強化 

他地域の先進事例や探究をすすめるうえでの大事な点を学びたい地元高校の探究学習の担当

する教員との継続する関係性づくりをするために、全国で行われている探究学習の全国コンテス

ト（マイプロ）に参画する支援や、地元高校の探究学習の担当する先生向けの勉強会を継続して

開催をしていく。 

Ⅲ．推進事務局の持続化 

推進事務局の運営を引き続き、学生中心から継続的に活動できる社会人中心に変更し、また

活動資金の調達も企業版ふるさと納税や寄付を増やすことや、会員制度の充実を図るなどをし

て、持続化を目指したい。 

 

以上の３つを2023年度の淡路支局の活動目標として、地域共創プラットフォーム「淡路ラボ」を

推進し、今後も地域創生の新たなモデルづくりを進めていきたい。 

 掲載日時 メディア名 掲載主体 掲載内容 備考 

1 R4.7.14 神戸新聞 

・産経新聞 

淡路ラボ 野田聖子・内閣府特命担当大臣（当時）への裏万博構想・淡路

ラボ紹介 

千年一酒造 

2 R4.7.14 神戸新聞 

・産経新聞 

淡路ラボ 齋藤元彦・兵庫県知事への裏万博構想プレゼンテーション・淡

路ラボ紹介 

千年一酒造 

3 R4.11.22 神戸新聞 大正大学 地域実習  

4 R4.12.1 淡路市広報

誌 

淡路ラボ 淡路ラボ紹介・プロジェクト紹介 NPO法人MUKU 

千年一酒造 

あわじ荘 

沖物産 

5 R4.12.24 神戸新聞 プロジェクト

メンバー 

学生主体によるクリスマスマーケット 近畿壁材工業、株

式会社成田など

島内事業者４社と

の連携 

6 R5.1.4 Meets2月号 淡路ラボ 淡路ラボ紹介・プロジェクト紹介 発行部数130万部 

7 R5.1.17 WORKMILL 淡路ラボ EXPO酒場開催レポート・淡路ラボ紹介・プロジェクト紹介  

8 R5.1.27 神戸新聞 プロジェクト

メンバー 

学生主体による福祉をテーマにしたイベント企画・開催  

9 R5.2.1 神戸新聞 プロジェクト

メンバー 

たかべホームズ社員となった元インターン生取材・プロジェクト

紹介 

たかべホームズ 
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まち・ひと・しごと ネットワークの深まり 
 

所属：大正大学 地域構想研究所 阿南支局 

氏名：鈴江 省吾

・はじめに 

まだまだ先は不透明だが、コロナに順応した社会が動き始めた。徳島県阿南市でも３年ぶりに大正大

学地域創生学部のリアルな実習が行われ、市内で活躍する事業者へのインタビューや農業体験など、実

習を待ち兼ねた学生たちが躍動した。また、マルシェや阿波踊り、花火大会などのイベントが再開され

るとコロナ前を上回る人出があり、いかに人々が賑わいや交流を求めているのかがよくわかる。 

そんな中、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が抜本的に改定され、2023年度からは「デジ

タルの力で、地方が日本の主役になる」を合言葉に「デジタル田園都市国家構想」が始まる。しかし、

やっぱり主役は地方で頑張る「人」だと思う。支局が大正大学と行政、地域との連携を生かして、阿南

市の「ひと」「しごと」「まち」にどう向き合って活動しているのか報告したい。 

 

・地域との連携活動 

本年も大学の地域創生ソリューションパートナーである(株)す

だっち阿南と一体となって様々な事業を展開した。 

柱となるのは連携協定に基づく阿南市との受託研究事業で、①関

係人口を核としたシティプロモーションの検証では、本学地域構想

研究所の中島ゆき主任研究員とともに、阿南市と商工会議所が実施

する市内就労者アンケート調査の支援を行い、市内に雇用の場があ

るのに若者が県外に流出してしまう要因と定住やＵターンを促す施

策についての意見交換会を開催。さらに、県外に進学・就職した人

たちにも、ふるさとの人や企業、イベントや街の話題などを届ける

ツールとしてWEBサイト「阿南人」を制作した。「阿南人」は大正大

学実習生が取材して制作した冊子がベースとなっており、来年度か

ら運用する予定である。 

また②SDGsの推進では、手付かずの自然が残る「大潟＆

あこめ海岸」で希少な生物の観察や漂着ゴミを回収するイ

ベントを開催したほか、市職員対象のSDGs研修会や市民向

けのパンフレットを制作した。 

そして、本年から新しく③地域循環共生圏の推進として、

ふるさと納税を活用したチャレンジ都市阿南創造事業採択

者の伴走型フォローアップを担当し、本学地域構想研究所

の岩浅有記准教授にも参画いただき、SDGsや環境に配慮し

たビジネスが円滑に進むよう現地ヒアリング等でアドバイ

スを行なった。 
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一例として、竹林の不要な幼竹を切り取ってメンマを

加工販売するプロジェクトがあり、放置竹林の再資源化、

雇用の確保、新たな食材としても注目されている。 

次に、民間との連携であるが、支局のある阿南駅周辺

では「商店街にかつての賑わいを取り戻そう」と様々な

動きがあり、支局も積極的に参画している。例えば、小

さな商店の店主たちが無料の講座を行う「阿南まちゼミ

の会」の運営役員を務め、「すだっち阿南」でも自転車で

街を巡るポタリング講座を開催した。さらに、商工会議

所等と連携して、商店街で「あなんまちマルシェ」を開

催。地元高校生も企画段階から加わり、支局で打合せを

重ねて実施した「親子で列車に乗ってみよう」は大好評

だった。 

また、商店街のチャレンジショップ事業でアンケート

調査の委託を受け、魅力的な商店街のニーズを知るため

にイベント会場や公共施設、商店、高校などで調査を行

い、目標を上回る約800件の回答を得ることができた。 

他にもポタリングコースを小学生と考える出前授業、徳島県移住促進会議での発表、アクティビティ

で人を呼び込もうとする（一社）グランフィットネス阿南観光協会の事務局として、移住支援にかかる

モニターツアーやビーチクリーン、会員の情報発信やSDGs推進、地域おこし協力隊のサポートなどを行

なった。 

大学関係に話を戻せば、９月に大正大学で開催されたキャリアデザイン学会での発表、地域構想研究

所HPへの投稿（２回）、本学受験説明のため市内高校訪問、４年生の卒論サポート（体験型教育のアンケ

ート調査、鳥獣対策の現地ヒアリング）、月刊「地域人」取材の協力（神山まるごと高専）などが挙げら

れる。特筆すべきは２月に開催された大正大学地域戦略人材育成塾シンポジウムで阿南市ふるさと未来

課の高岡亜由美さんが発表されたことだ。各地の自治体職員がオンラインで定期的に集い、地域課題解

決への研鑽ができるこの育成塾は、地域との連携を最優先してきた本学ならではの画期的な取組だ。今

回のシンポジウムで、さらにその意義が広く周知されたのではないだろうか。 

 

・今後の活動方針 

昨年末、阿南高専の学生たちと「くるくるなると」を

訪問した。４月オープン以来、連日満員の「道の駅」だ。

迎えてくれた店長は大正大学２期生のＭくん。彼は阿南

実習で出会った人や食材がきっかけで、この道を歩んで

いる。地域食材を使った商品の開発、マーケティングや

接客、地域貢献の大切さを学生たちに熱く語る彼の姿が

とても誇らしかった。支局が開設されて６年、様々な「ひ

と・しごと・まち」、そして学生たちとのネットワークが

深まりつつある。 

この動きをさらに持続的なものとするため、大学・行

政・民間とのつなぎ役としての使命を果たしていきたい。 
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